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実 験 を 安 全 に ！
◇ Ａ１号館 学部運営事務部 086-256-8451
◇ Ｃ２号館 学部運営事務部分室 086-256-8003
◇ Ｃ８号館 学部運営事務部分室 086-256-8471
◇ 庶務部 086-256-8431
◇ 健康管理センター 086-256-8434
◇ 正

（守衛室）
門インフォメーション室 086-256-8439

◇ 学部運営事務部 　0898-52-9024
◇ 教学・学生支援部 0898-52-9019
◇ 健康管理室 0898-52-9030
◇ 守衛室 0898-52-9101

万一の時は、あなた が 落ち着いて連絡しましょう
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内線 6532

健康管理センター
086-256-8434 内線6551・6558

インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

学部運営事務部及び
最寄りの事務室

危機管理室
086-256-9672 内線    2124

救急車等　119

傷病・事故発生 救急車等
119 医療機関

休日（日直在）

岡山市内救急病院案内
 （岡山市役所　消防局内、休日・夜間の救急病院
の案内） ☎086-231-0119

岡山県災害･救急医療情報システム
 （受け入れ可能な病院の検索）
 https://wwwqq.pref.okayama.jp/

第一発見者が
必要と判断したら
救急車要請

意識不明
頭部打撲他

第一発見者が
必要と判断したら
救急車要請

意識不明
頭部打撲他

傷病・事故発生

インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

庶務部受付（日直）
086-256-8431 内線1124

救急車等
119 医療機関

夜間（日直不在の休日昼間）

事 故 発 生 インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

平日（９：00 ～ 17：00）

２．学生事故発生時

Ａ1号館学部運営事務部　　　086-256-8451 内線1160
Ｃ2号館学部運営事務部分室　086-256-8003 内線6112
Ｃ8号館学部運営事務部分室　086-256-8471 内線4511
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（

⎛
｜
｜
⎝
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保 護 者 等
状況により関係部署へ

休日（日直在）

夜間（日直不在）

連絡内容
 ・症状
 ・発生場所
 ・状態
 ・傷病人の氏名
　 （学生番号）
 ・報告者の氏名
　 （学生番号）

第一発見者が
必要と判断したら
救急車要請

第一発見者が
必要と判断
したら救急車
要請

第一発見者が
必要と判断したら
救急車要請　

Ａ1号館学部運営事務部　　　086-256-8451 内線1160
Ｃ2号館学部運営事務部分室　086-256-8003 内線6112
Ｃ8号館学部運営事務部分室　086-256-8471 内線4511
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｜
｜
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学長
学部長･学科長
チューター･ゼミ担当

大学
事務局長 本部

事務局長

法人総務課
086-256-8403
内線 2119

庶務部
086-256-8431
内線 1124

学生課
086-256-8432
内線 6532

インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

学部運営事務部及び
最寄りの事務室

危 機 管 理 室
086-256-9672 内線2124

119

火 災 発 生

火 災 発 生

インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

庶務部受付（日直）
086-256-8431 内線1124

救急車等
119 医療機関

事 故 発 生 インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

 

緊 急 連 絡 体 制

　火災を直接発見あるいは自動火災報知機の鳴動によって知った場合は、通報、
初期消火および避難誘導を素早く、的確に、安全に行う。
　ただし、けが人や逃げ遅れた人がいれば最優先に対応する。

平日（９：00 ～ 17：00）

１．火　災

岡山キャンパス
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保 護 者 等
状況により関係部署へ

状況により

傷病者が
いる場合

※状況により、研究室等で直接
救急車を要請することが生じ
た場合、119番通報後インフォ
メーション室と健康管理セン
ターに連絡する

連絡内容
 ・症状
 ・発生場所
 ・状態
 ・傷病人の氏名
　 （学生番号）
 ・報告者の氏名
　 （学生番号）

第一発見者が
必要と判断
したら救急車
要請

意識不明
頭部打撲
大火傷（薬品も含む）
爆発等
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学長
学部長･学科長
チューター･ゼミ担当

大学
事務局長 本部

事務局長

法人総務課
086-256-8403
内線 2119

庶務部
086-256-8431
内線 1124

学生課
086-256-8432
内線 6532

健康管理センター
086-256-8434 内線6551・6558

インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

学部運営事務部及び
最寄りの事務室

危機管理室
086-256-9672 内線    2124

救急車等　119

傷病・事故発生 救急車等
119 医療機関

休日（日直在）

岡山市内救急病院案内
 （岡山市役所　消防局内、休日・夜間の救急病院
の案内） ☎086-231-0119

岡山県災害･救急医療情報システム
 （受け入れ可能な病院の検索）
 https://wwwqq.pref.okayama.jp/

第一発見者が
必要と判断したら
救急車要請

意識不明
頭部打撲他

第一発見者が
必要と判断したら
救急車要請

意識不明
頭部打撲他

傷病・事故発生

インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

庶務部受付（日直）
086-256-8431 内線1124

救急車等
119 医療機関

夜間（日直不在の休日昼間）

事 故 発 生 インフォメーション室
086-256-8439 内線2101

平日（９：00 ～ 17：00）

２．学生事故発生時

Ａ1号館学部運営事務部　　　086-256-8451 内線1160
Ｃ2号館学部運営事務部分室　086-256-8003 内線6112
Ｃ8号館学部運営事務部分室　086-256-8471 内線4511
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◎救急車はこんなときに呼びます
　　火事や地震で負傷者がでたとき
　　ガス中毒、大やけど、大出血のとき
　　以下のような急病のとき
　　・呼吸や脈が止まっていたり、不規則で弱く状態が悪いとき
　　・意識がなかったり、けいれんをおこしてなかなか治まらないとき
　　・頭痛、腹痛、胸痛などが特に強そうなとき
　　・見るからに息苦しそうなとき
　　・全身状態が悪いなど明らかに重傷と判断されるとき

◎救急車要請
　　「119」
　　救急車をお願いします
　　岡山市北区理大町１－１
　　岡山理科大学○号館です
　　　　いつ　　だれが　　どこで　　どうなった

◎同時にインフォメーション室に連絡
　　救急車を要請した　場所は○号館○階です
　　救急車のサイレンが聞こえたら誘導に出る
　　インフォメーションは開門し誘導にあたる

◎AED（自動体外式除細動器）の設置場所について
　　AEDとは心肺停止状態になった傷病者を蘇生し、救命効果を向上させる器材です。校内
では正門インフォメーション室及びＡ 1号館 1階・4階図書館、Ｃ 1号館 6階健康管理セン
ター、Ｃ 2号館学部運営事務部分室、Ｃ 8号館学部運営事務部分室、加計第２記念体育館に
設置しています。その他、笹ヶ瀬では加計記念体育館、高校野球部室、蒜山学舎に各１台設
置しています。

◎現場に到着した救急隊員に次のようなことを連絡する
　　救急隊員が到着するまでの容体の変化
　　傷病者のためにおこなった応急手当の内容
　　持病があればその病名かかりつけの病院及び主治医名

◎必ず病院まで誰か同行する
　　同行者は、搬送先の病院名を救急隊員から聞き大学へ連絡する
　　その後、容体等の様子が分かり次第大学へ連絡をする

緊　急　避　難　場　所
 平成 31 年 3 月　

ブロック 建物名 屋外避難場所 屋内避難場所

Ａ

スカイテラス

ロータリー広場　
津島東研修館北バイク置場
スカイテラス１Ｆ・屋上
Ａ 3号館周辺
芝生広場

Ａ 1号館１Ｆ多目的ホール

Ａ 3号館１Ｆ学生ホール

スカイテラス１Ｆ学生ホール

50 周年記念館
本部棟
本部棟新館
Ａ 1号館
Ａ 2号館
Ａ 3号館
Ａ 4号館
Ａ 5号館

Ｂ

Ｂ１号館

アイソトープ棟前
Ｂ３号館東側広場

Ｂ４号館２Ｆ講義室

Ｂ５号館Ｂ 1～２Ｆ講義室

Ｂ２号館
Ｂ３号館
Ｂ４号館
Ｂ５号館
Ｂ６号館
Ｂ７号館
Ｂ８号館
構造実験室
保存科学棟
ＲＩ実験施設

Ｃ・Ｄ

Ｃ１号館

Ｃ１号館周辺
Ｃ２号館周辺
Ｃ３号館周辺
東門バス停
高校グラウンド

Ｃ１号館１Ｆ学生控室
　　　　２Ｆトレーニングルーム
　　　　７Ｆ学生情報コーナー
　　　　８Ｆロビー
Ｃ２号館１Ｆホール・
　　　講義室・２Ｆ講義室
Ｃ３号館
　　　１Ｆピロティー･ホール
第２体育館１Ｆ～３Ｆ

Ｃ２号館
Ｃ３号館
Ｃ４号館
Ｃ５号館
Ｃ６号館
Ｃ７号館
Ｃ８号館
Ｃ９号館
Ｄ１号館
Ｄ２号館
Ｄ３号館
Ｄ４号館
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平日勤務時間内　９：00 ～ 17：00 の場合

　⑴　発見者は、状況により学部運営事務部に連絡するか、直接下記の業者に連絡する。

　　　　Ａ 1号館学部運営事務部（内線 1160、1161、1162）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４５１）

　　　　Ｃ 2号館学部運営事務部分室（内線 6110、6111、6112）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８００３）

　　　　Ｃ 8号館学部運営事務部分室（内線 4511、4512、4513）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４７１）

　　　ガス：大和マルヰガス株式会社（０８６－２２５－３６１１）

　　　電気：有限会社明電エンタープライズ（０８６－２２８－０３４９）

　　　水道：大本組（内線 3818）

　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２２８－０９５０）

　⑵　連絡を受けた学部運営事務部から下記の部署へ連絡する。

　　　　正門インフォメーション室（内線 2101）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４３９）

　　　　庶務部（内線 1122、1123、1124）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４３１）

時間外および休日の場合

　⑴　発見者は、状況により直接下記の業者へ連絡するか、連絡がつかなければ正門

　　インフォメーション室へ連絡する。

　　　ガス：大和マルヰガス株式会社（０８６－２２５－３６１１）

　　　電気：有限会社明電エンタープライズ（０８６－２２８－０３４９）

　　　水道：大本組（内線 3818）

　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２２８－０９５０）

　　　正門インフォメーション室（内線 2101）

　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４３９）

３．その他の事故 （ガス漏れ，電気，水漏れなど） 勤務時間外における建物管理

１．時間外の研究室・実験室等の使用について
　　研究室・実験室等を時間外使用する場合は、「時間外使用届」はガードマンの建物点検で

必要なため必ず提出が必要となる。平日の午後９時以降に使用する場合は、当日の午後４時

までに、各学部運営事務部に提出する。また、土曜日、日曜日及び祝日に使用する場合は、

休日の前日までに提出する。

　　【提出窓口】

　　　Ａ 1号館１階学部運営事務部

　　　Ｃ 2号館１階学部運営事務部分室

　　　Ｃ 8号館１階学部運営事務部分室

　　【提出対象】

　　　１．平日の午後９時以降に使用する場合。

　　　２．土、日、祝日に使用する場合。

２．Ａ 3号館、Ｂ 3号館、Ｃ 2号館の入館について
　　　下記の時間帯にはカードが必要となる。

　　　　平日の夜間　：　午後９時～午前７時

　　　　土曜日、日曜日及び祝日

　※　カードの登録について

　　　教職員は職員証、学部学生・大学院生は学生証が入館カードとなり、入館に際しては登

録が必要である。指導教員は登録を必要とする学生を各学部運営事務部に申し出る。



－４－ －５－

平日勤務時間内　９：00 ～ 17：00 の場合

　⑴　発見者は、状況により学部運営事務部に連絡するか、直接下記の業者に連絡する。

　　　　Ａ 1号館学部運営事務部（内線 1160、1161、1162）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４５１）

　　　　Ｃ 2号館学部運営事務部分室（内線 6110、6111、6112）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８００３）

　　　　Ｃ 8号館学部運営事務部分室（内線 4511、4512、4513）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４７１）

　　　ガス：大和マルヰガス株式会社（０８６－２２５－３６１１）

　　　電気：有限会社明電エンタープライズ（０８６－２２８－０３４９）

　　　水道：大本組（内線 3818）

　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２２８－０９５０）

　⑵　連絡を受けた学部運営事務部から下記の部署へ連絡する。

　　　　正門インフォメーション室（内線 2101）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４３９）

　　　　庶務部（内線 1122、1123、1124）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４３１）

時間外および休日の場合

　⑴　発見者は、状況により直接下記の業者へ連絡するか、連絡がつかなければ正門

　　インフォメーション室へ連絡する。

　　　ガス：大和マルヰガス株式会社（０８６－２２５－３６１１）

　　　電気：有限会社明電エンタープライズ（０８６－２２８－０３４９）

　　　水道：大本組（内線 3818）

　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２２８－０９５０）

　　　正門インフォメーション室（内線 2101）

　　　　　　　　　 （ダイヤルイン ０８６－２５６－８４３９）

３．その他の事故 （ガス漏れ，電気，水漏れなど） 勤務時間外における建物管理

１．時間外の研究室・実験室等の使用について
　　研究室・実験室等を時間外使用する場合は、「時間外使用届」はガードマンの建物点検で

必要なため必ず提出が必要となる。平日の午後９時以降に使用する場合は、当日の午後４時

までに、各学部運営事務部に提出する。また、土曜日、日曜日及び祝日に使用する場合は、

休日の前日までに提出する。

　　【提出窓口】

　　　Ａ 1号館１階学部運営事務部

　　　Ｃ 2号館１階学部運営事務部分室

　　　Ｃ 8号館１階学部運営事務部分室

　　【提出対象】

　　　１．平日の午後９時以降に使用する場合。

　　　２．土、日、祝日に使用する場合。

２．Ａ 3号館、Ｂ 3号館、Ｃ 2号館の入館について
　　　下記の時間帯にはカードが必要となる。

　　　　平日の夜間　：　午後９時～午前７時

　　　　土曜日、日曜日及び祝日

　※　カードの登録について

　　　教職員は職員証、学部学生・大学院生は学生証が入館カードとなり、入館に際しては登

録が必要である。指導教員は登録を必要とする学生を各学部運営事務部に申し出る。
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◎救急車はこんなときに呼びます
　　火事や地震で負傷者がでたとき
　　ガス中毒、大やけど、大出血のとき
　　以下のような急病のとき
　　・呼吸や脈が止まっていたり、不規則で弱く状態が悪いとき
　　・意識がなかったり、けいれんをおこしてなかなか治まらないとき
　　・頭痛、腹痛、胸痛などが特に強そうなとき
　　・見るからに息苦しそうなとき
　　・全身状態が悪いなど明らかに重傷と判断されるとき

◎救急車要請
　　「119」
　　救急車をお願いします
　　岡山市北区理大町１－１
　　岡山理科大学○号館です
　　　　いつ　　だれが　　どこで　　どうなった

◎同時にインフォメーション室に連絡
　　救急車を要請した　場所は○号館○階です
　　救急車のサイレンが聞こえたら誘導に出る
　　インフォメーションは開門し誘導にあたる

◎AED（自動体外式除細動器）の設置場所について
　　AEDとは心肺停止状態になった傷病者を蘇生し、救命効果を向上させる器材です。校内
では正門インフォメーション室及びＡ 1号館 1階・4階図書館、Ｃ 1号館 6階健康管理セン
ター、Ｃ 2号館学部運営事務部分室、Ｃ 8号館学部運営事務部分室、加計第２記念体育館に
設置しています。その他、笹ヶ瀬では加計記念体育館、高校野球部室、蒜山学舎に各１台設
置しています。

◎現場に到着した救急隊員に次のようなことを連絡する
　　救急隊員が到着するまでの容体の変化
　　傷病者のためにおこなった応急手当の内容
　　持病があればその病名かかりつけの病院及び主治医名

◎必ず病院まで誰か同行する
　　同行者は、搬送先の病院名を救急隊員から聞き大学へ連絡する
　　その後、容体等の様子が分かり次第大学へ連絡をする

緊　急　避　難　場　所
 平成 31 年 3 月　

ブロック 建物名 屋外避難場所 屋内避難場所

Ａ

スカイテラス

ロータリー広場　
津島東研修館北バイク置場
スカイテラス１Ｆ・屋上
Ａ 3号館周辺
芝生広場

Ａ 1号館１Ｆ多目的ホール

Ａ 3号館１Ｆ学生ホール

スカイテラス１Ｆ学生ホール

50 周年記念館
本部棟
本部棟新館
Ａ 1号館
Ａ 2号館
Ａ 3号館
Ａ 4号館
Ａ 5号館

Ｂ

Ｂ１号館

アイソトープ棟前
Ｂ３号館東側広場

Ｂ４号館２Ｆ講義室

Ｂ５号館Ｂ 1～２Ｆ講義室

Ｂ２号館
Ｂ３号館
Ｂ４号館
Ｂ５号館
Ｂ６号館
Ｂ７号館
Ｂ８号館
構造実験室
保存科学棟
ＲＩ実験施設

Ｃ・Ｄ

Ｃ１号館

Ｃ１号館周辺
Ｃ２号館周辺
Ｃ３号館周辺
東門バス停
高校グラウンド

Ｃ１号館１Ｆ学生控室
　　　　２Ｆトレーニングルーム
　　　　７Ｆ学生情報コーナー
　　　　８Ｆロビー
Ｃ２号館１Ｆホール・
　　　講義室・２Ｆ講義室
Ｃ３号館
　　　１Ｆピロティー･ホール
第２体育館１Ｆ～３Ｆ

Ｃ２号館
Ｃ３号館
Ｃ４号館
Ｃ５号館
Ｃ６号館
Ｃ７号館
Ｃ８号館
Ｃ９号館
Ｄ１号館
Ｄ２号館
Ｄ３号館
Ｄ４号館
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■障害者用トイレ，救命用品等設置場所
建　物　名　称 エレ

ベーター 障がい者用トイレ 防災
工具

火災
報知機 建　物　名　称 エレ

ベーター 障がい者用トイレ 防災
工具

火災
報知機

正門インフォメーション 1Ｆ 1Ｆ 1Ｆ Ｃ３号館 ○ 1F・   5F 1Ｆ 2Ｆ

Ａ１号館 ○ 1F～8F
10F, 11F

１F･４F
9F･10F 1Ｆ １F･４F Ｃ４号館 1Ｆ

Ｃ５号館 3Ｆ
Ａ 2号館 ○ 1Ｆ 1Ｆ Ｃ７号館 ○ 1F～5F
Ａ 3号館 ○ 2Ｆ Ｃ８号館 1Ｆ 1Ｆ
Ａ４号館 1Ｆ Ｄ２号館 1Ｆ
Ａ５号館 4F 4Ｆ Ｄ３号館 ○ 1F～5F 1Ｆ
Ｂ１号館 ○ 1Ｆ Ｄ４号館 ○ 1Ｆ
Ｂ２号館 1Ｆ 2Ｆ 本部棟新館 ○ 1Ｆ
Ｂ３号館 ○ 3Ｆ 蒜山学舎 1Ｆ 1Ｆ
Ｂ５号館 2F 2Ｆ 2Ｆ アイソトープ実験施設 2Ｆ
Ｂ６号館 3Ｆ 工学実習棟 1Ｆ
Ｂ８号館 2Ｆ スカイテラス 1Ｆ
Ｃ１号館 ○ 1F～8F 7Ｆ 6Ｆ 6Ｆ クラブハウス半田山 1Ｆ
Ｃ２号館 ○ 1F 1Ｆ 1Ｆ 1Ｆ 加計記念体育館 1F 1Ｆ 1Ｆ 1Ｆ

■マークの説明
マーク マーク説明 建物名称

屋外緊急時避難所
ロータリー広場、芝生広場、Ａ3号館周辺、Ｂ3号館東、
Ｃ１号館周辺、Ｃ2号館周辺、Ｃ３号館東、
津島東研修館北バイク置き場、アイソトープ棟前、高校グラウンド、
スカイテラス（学生広場）、東門バス停、笹ヶ瀬キャンパスグラウンド

屋内避難建物 スカイテラス（学生ホール）、Ａ１号館、Ａ３号館、Ｂ４号館、Ｂ５号館、
Ｃ１号館、Ｃ２号館、Ｃ３号館、第２体育館、50 周年記念館

ＡＥＤ 正門インフォメーション室、Ａ１号館１階・４階、Ｃ１号館６階、Ｃ２号館１階、Ｃ８号館１階、加計記念体育館、蒜山学舎

緊急シャワー Ａ１号館３階～８階、Ａ３号館３階～６階、Ｂ1 号館１階～ 3 階、Ｂ２号館２階、B６号館２階

担架 Ａ１号館１階、Ａ5 号館 4 階、Ｂ５号館２階、本部棟新館

緊急車椅子 正門インフォメーション室、Ａ１号館１階、Ｃ１号館６階、Ｃ２号館１階

防災
工具 防災工具セット 正門インフォメーション室、Ａ１号館１階・４階・９階・10 階、Ａ２号館１階、Ｂ２号館１階、Ｂ５号館２階、Ｃ１号館７階、Ｃ２号館１階、

Ｃ３号館１階、本部棟新館、加計記念体育館

最新の防災情報はこちら（登録をしてください）
●検索サイト
　　岡山県 防災 で検索 [おかやま防災情報メール ]を選択
●URLを入力
　 http://www.bousai.pref.okayama.jp/bousai/を入力
●ＱＲコード
　携帯電話の場合は、右のＱＲコードを読み取って
　も接続できます。

２．その他の事故

平日勤務時間内　９：00 ～ 17：00 の場合

　⑴　発見者は、状況により学部運営事務部または、教学・学生支援部に連絡するか、

　　守衛室に連絡する。

　　　　管理棟　学部運営事務部　 （内線 8062、8061）

　　　　管理棟　教学・学生支援部（内線 8020、8027）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン 代表０８９８－５２－９０００）

（ガス漏れ，電気，水漏れなど）

時間外および休日の場合

⑴　発見者は、守衛室に連絡する。（ダイヤルイン 代表 0898-52-9000）



火災・事故発生時の緊急連絡体制

　火災について直接発見あるいは自動火災報知機の鳴動によって知った場合は、
通報、初期消火および避難誘導を素早く、的確に、安全に行う。
　ただし、けが人や逃げ遅れた人がいれば最優先に対応する。

　平日（９：00 ～ 17：00）

－８－ －９－

保 護 者 等
状況により関係部署へ

または
または

土曜日（日直在９：00 ～ 17：00）

休日・夜間（平日17:00以降、日直不在時の休日含む）

連絡内容
 ・症状
 ・発生場所
 ・状態

 ・傷病人の氏名
　 （学生番号）
 ・報告者の氏名
　 （学生番号）

第一発見者が
必要と判断
したら119番

意識不明
頭部打撲
大火傷（薬品も含む）
爆発等

⎛
｜
｜
⎝

※　状況により、研究室等で直接
救急車・消防車を要請することが
生じた場合、119 番通報後、守衛
室と健康管理室に連絡をする。

学長
学部長･学科長
チューター･ゼミ担当

大学（今治）
事務局長代理

大学（岡山）
事務局長

大学（岡山）
事務局長 法人総務課

法人総務課
086-256-8403
内線 2119

本部
事務局長

学部運営事務部
0898-52-9024
内線 8062

健康管理室
0898-52-9030 内線8081・8080

救急車等
119 医療機関

守衛室
0898-52-9101 内線8190

守衛室
0898-52-9101 内線8190

守衛室
0898-52-9101 内線8190

学生関係→上記の教学・学生支援部長
災害時、教職員関係→上記の学部運営事務部長

救急車　　　
消防車等119

救急車
消防車等119

火災･傷病・事故発生

火災･傷病・事故発生

火災･傷病・事故発生

学部運営事務部受付（日直）
0898-52-9000（代）
内線 8050

医療機関 教学・学生支援部長

健康管理室

大学（今治）事務局長代理

学部運営事務部長

翌日、健康管理室へ連絡する

土曜日（日直在）同様に連絡する。

急を要する時連絡、
または翌日連絡

１．火災 ･傷病 ･事故

今治キャンパス

教学・学生支援部
0898-52-9019
内線 8020
防災管理者

または

または 災害、教職員関係

学生
関係

◎救急車はこんなときに呼びます
　　火事や地震で負傷者がでたとき
　　ガス中毒、大やけど、大出血のとき
　　以下のような急病のとき
　　・呼吸や脈が止まっていたり、不規則で弱く状態が悪いとき
　　・意識がなかったり、けいれんをおこしてなかなか治まらないとき
　　・頭痛、腹痛、胸痛などが特に強そうなとき
　　・見るからに息苦しそうなとき
　　・全身状態が悪いなど明らかに重傷と判断されるとき

◎救急車要請
　　「119」
　　救急車をお願いします
　　今治市いこいの丘１－３
　　岡山理科大学　今治キャンパス　○○棟です
　　　　いつ　　だれが　　どこで　　どうなった

◎同時に守衛室へ連絡
　　救急車を要請しました　場所は○○棟○階です
　　救急車のサイレンが聞こえたら誘導に出る

◎AED（自動体外式除細動器）の設置場所について
　　AEDとは心肺停止状態になった傷病者を蘇生し、救命効果を向上させる器材で、構内で
は正門守衛室及び管理棟１階、獣医学部棟 2階、獣医学教育病院棟１階、体育館１階・クラ
ブハウス１階に設置しています。

◎現場に到着した救急隊員に次のようなことを連絡する
　　救急隊員が到着するまでの容体の変化
　　傷病者のためにおこなった応急手当の内容
　　持病があればその病名かかりつけの病院及び主治医名

◎必ず病院まで誰か同行する
　　同行者は大学へ搬送先の病院名を救急隊員から聞き大学へ連絡する
　　その後、容体等の様子が分かり次第大学へ連絡をする

◎心の悩みの相談で緊急を要するとき（電話・来室等）
　　電話をかけてきた人、相談にきた人と連絡がとれるように、電話番号を聞くなどの対応を
　　しておくこと



火災・事故発生時の緊急連絡体制

　火災について直接発見あるいは自動火災報知機の鳴動によって知った場合は、
通報、初期消火および避難誘導を素早く、的確に、安全に行う。
　ただし、けが人や逃げ遅れた人がいれば最優先に対応する。

　平日（９：00 ～ 17：00）

－８－ －９－
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または
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土曜日（日直在９：00 ～ 17：00）

休日・夜間（平日17:00以降、日直不在時の休日含む）

連絡内容
 ・症状
 ・発生場所
 ・状態

 ・傷病人の氏名
　 （学生番号）
 ・報告者の氏名
　 （学生番号）

第一発見者が
必要と判断
したら119番

意識不明
頭部打撲
大火傷（薬品も含む）
爆発等

⎛
｜
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⎝

※　状況により、研究室等で直接
救急車・消防車を要請することが
生じた場合、119 番通報後、守衛
室と健康管理室に連絡をする。
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大学（今治）
事務局長代理

大学（岡山）
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救急車　　　
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救急車
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学部運営事務部長
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土曜日（日直在）同様に連絡する。

急を要する時連絡、
または翌日連絡
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防災管理者
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学生
関係

◎救急車はこんなときに呼びます
　　火事や地震で負傷者がでたとき
　　ガス中毒、大やけど、大出血のとき
　　以下のような急病のとき
　　・呼吸や脈が止まっていたり、不規則で弱く状態が悪いとき
　　・意識がなかったり、けいれんをおこしてなかなか治まらないとき
　　・頭痛、腹痛、胸痛などが特に強そうなとき
　　・見るからに息苦しそうなとき
　　・全身状態が悪いなど明らかに重傷と判断されるとき

◎救急車要請
　　「119」
　　救急車をお願いします
　　今治市いこいの丘１－３
　　岡山理科大学　今治キャンパス　○○棟です
　　　　いつ　　だれが　　どこで　　どうなった

◎同時に守衛室へ連絡
　　救急車を要請しました　場所は○○棟○階です
　　救急車のサイレンが聞こえたら誘導に出る

◎AED（自動体外式除細動器）の設置場所について
　　AEDとは心肺停止状態になった傷病者を蘇生し、救命効果を向上させる器材で、構内で
は正門守衛室及び管理棟１階、獣医学部棟 2階、獣医学教育病院棟１階、体育館１階・クラ
ブハウス１階に設置しています。

◎現場に到着した救急隊員に次のようなことを連絡する
　　救急隊員が到着するまでの容体の変化
　　傷病者のためにおこなった応急手当の内容
　　持病があればその病名かかりつけの病院及び主治医名

◎必ず病院まで誰か同行する
　　同行者は大学へ搬送先の病院名を救急隊員から聞き大学へ連絡する
　　その後、容体等の様子が分かり次第大学へ連絡をする

◎心の悩みの相談で緊急を要するとき（電話・来室等）
　　電話をかけてきた人、相談にきた人と連絡がとれるように、電話番号を聞くなどの対応を
　　しておくこと
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■障害者用トイレ，救命用品等設置場所
建　物　名　称 エレ

ベーター 障がい者用トイレ 防災
工具

火災
報知機 建　物　名　称 エレ

ベーター 障がい者用トイレ 防災
工具

火災
報知機

正門インフォメーション 1Ｆ 1Ｆ 1Ｆ Ｃ３号館 ○ 1F・   5F 1Ｆ 2Ｆ

Ａ１号館 ○ 1F～8F
10F, 11F

１F･４F
9F･10F 1Ｆ １F･４F Ｃ４号館 1Ｆ
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Ｂ３号館 ○ 3Ｆ 蒜山学舎 1Ｆ 1Ｆ
Ｂ５号館 2F 2Ｆ 2Ｆ アイソトープ実験施設 2Ｆ
Ｂ６号館 3Ｆ 工学実習棟 1Ｆ
Ｂ８号館 2Ｆ スカイテラス 1Ｆ
Ｃ１号館 ○ 1F～8F 7Ｆ 6Ｆ 6Ｆ クラブハウス半田山 1Ｆ
Ｃ２号館 ○ 1F 1Ｆ 1Ｆ 1Ｆ 加計記念体育館 1F 1Ｆ 1Ｆ 1Ｆ

■マークの説明
マーク マーク説明 建物名称

屋外緊急時避難所
ロータリー広場、芝生広場、Ａ3号館周辺、Ｂ3号館東、
Ｃ１号館周辺、Ｃ2号館周辺、Ｃ３号館東、
津島東研修館北バイク置き場、アイソトープ棟前、高校グラウンド、
スカイテラス（学生広場）、東門バス停、笹ヶ瀬キャンパスグラウンド

屋内避難建物 スカイテラス（学生ホール）、Ａ１号館、Ａ３号館、Ｂ４号館、Ｂ５号館、
Ｃ１号館、Ｃ２号館、Ｃ３号館、第２体育館、50 周年記念館

ＡＥＤ 正門インフォメーション室、Ａ１号館１階・４階、Ｃ１号館６階、Ｃ２号館１階、Ｃ８号館１階、加計記念体育館、蒜山学舎

緊急シャワー Ａ１号館３階～８階、Ａ３号館３階～６階、Ｂ1 号館１階～ 3 階、Ｂ２号館２階、B６号館２階

担架 Ａ１号館１階、Ａ5 号館 4 階、Ｂ５号館２階、本部棟新館

緊急車椅子 正門インフォメーション室、Ａ１号館１階、Ｃ１号館６階、Ｃ２号館１階

防災
工具 防災工具セット 正門インフォメーション室、Ａ１号館１階・４階・９階・10 階、Ａ２号館１階、Ｂ２号館１階、Ｂ５号館２階、Ｃ１号館７階、Ｃ２号館１階、

Ｃ３号館１階、本部棟新館、加計記念体育館

最新の防災情報はこちら（登録をしてください）
●検索サイト
　　岡山県 防災 で検索 [おかやま防災情報メール ]を選択
●URLを入力
　 http://www.bousai.pref.okayama.jp/bousai/を入力
●ＱＲコード
　携帯電話の場合は、右のＱＲコードを読み取って
　も接続できます。

２．その他の事故

平日勤務時間内　９：00 ～ 17：00 の場合

　⑴　発見者は、状況により学部運営事務部または、教学・学生支援部に連絡するか、

　　守衛室に連絡する。

　　　　管理棟　学部運営事務部　 （内線 8062、8061）

　　　　管理棟　教学・学生支援部（内線 8020、8027）

　　　　　　　　　　 （ダイヤルイン 代表０８９８－５２－９０００）

（ガス漏れ，電気，水漏れなど）

時間外および休日の場合

⑴　発見者は、守衛室に連絡する。（ダイヤルイン 代表 0898-52-9000）
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勤務時間外における建物管理

１．時間外の研究室・実験室等の使用について
　　学生が研究室・実験室等を時間外使用する場合は、「時間外使用届」の提出が必要となる。

平日の午後９時以降に使用する場合は、当日の午後４時までに、学部運営支援課に提出する。

また、土曜日、日曜日及び祝日に使用する場合は、休日の前日までに提出する。

　　　【提出窓口】

　　　　　管理棟１階学部運営支援課

　　　【提出対象】

　　　　　１．平日の午後９時以降に使用する場合。

　　　　　２．土、日、祝日に使用する場合。

２．学部棟、獣医学教育病院棟の入館について
　　　該当箇所についてはカードが必要となる。

　　

　※　カードの登録について

　　　教職員は職員証、学部学生・大学院生は学生証が入館カードとなり、入館に際しては登

録が必要である。指導教員は登録を必要とする学生を学部運営支援課に申請する。

火災発生時の活動要領
１　火災の発生を知る
　⑴　火災を直接発見する。
　⑵　火災を自動火災報知機の鳴動によって知る。
　　　出火場所　何階で鳴動しているか、火災報知器受信機で確認する。
　⑶　非常放送によって知る。
２　火災初期活動の 3 原則
　　通報、初期消火、避難誘導の 3 つ。これを早く、的確に、安全に行う。但し怪我人や逃
げ遅れた人がいれば最優先に対応する。
３　自衛消防隊長の役割
　　隊長は隊員を有効に活動させるため、様々な指揮（指示や命令）を行う。特に、隊員の行
動（通報、初期消火、避難誘導の任務分担）を迅速に決定し命令する。自分がパニックにな
らないよう冷静にしっかりと声を出し指揮する。
４　通報連絡班
　⑴　関係先の連絡（岡山キャンパス１～４ぺージ参照）、（今治キャンパス 8～ 10 ぺージ参照）
　⑵　119 番通報
　　　岡山理科大学の　○号館○棟の　○階建の○階が燃えている。怪我人がいれば救急車の
要請、消防隊が学園到着後は警備員が誘導。

　⑶　非常放送の活用
　　　※自動火災報知機の鳴動場所又は出火場所は○階を知らせる。直ちに避難する。
　　　　尚エレベーターは絶対に使用しない。
　　　※自衛消防隊の召集。
５　消火班
　⑴　放射、放水は炎ではなく、燃えているものにかける。
　⑵　消火器の使用限度は、火が天井に延焼するまで。
　⑶　屋内消火栓にも限度があるから効果がないまたは危険と判断したら避難する。
　⑷　延焼が及ぶ範囲が予測しにくいため、周囲の状況に注意し退路を確保しておく。
６　避難誘導班
　⑴　出火階及び出火階から上階に人を配し、在室者に避難を呼びかける。有効な避難階段を
判断し、階段口に人を配置し誘導する。

　⑵　退室の際の出入り口のドアは必ず閉める。避難場所は一義的には、出火階のすぐ下の階
は安全、その後、地上に避難する。

　⑶　すべての場所を見落としのないよう逃げ遅れ者の確認をする。
　⑷　避難終了後は、人員の確認をして隊長に報告する。
７　搬出班
　　非常持出し品（重要書類等）は早急に持出しできるように工夫をする。
　　設置場所、搬出場所の把握。
８　救助救護班
　⑴　怪我人がいれば安全な場所に搬送、応急手当の実施、岡山キャンパス　健康管理センター
に連絡、今治キャンパス　健康管理室に連絡、救急車の要請

　　　担架設置場所：岡山キャンパス　７ページ参照、今治キャンパス　13 ページ参照。
　　　車椅子設置場所：岡山キャンパス　７ページ参照、今治キャンパス　13 ページ参照。
　⑵　状況に応じ防火戸を閉鎖し煙の流入を遮断する。

岡山キャンパス 今治キャンパス
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緊　急　避　難　場　所
 平成 31 年 3 月　

建物名 屋外避難場所 屋内避難場所

管理棟
獣医学部棟
大講義棟

バスロータリー広場　
管理棟玄関広場
大講義棟北側広場

管理棟１階会議室
管理棟２階食堂及び東側テラス
獣医学部棟２階スチューデント・コモンズ
獣医学部棟３階学生控えホール
大講義棟

獣医学教育病院棟
大動物実習施設棟

獣医学教育病院駐車場
獣医学教育病院棟３階学生室 1･2
獣医学教育病院棟３階学生室 3

教職員駐車場 屋外駐車場

体育館
クラブハウス

グラウンド
クラブハウス駐車場

体育館 1階～ 2階

■マークの説明
マーク マーク説明 建物名称

屋外緊急時避難所 バスロータリー広場、管理棟玄関広場、大講義棟北側広場、獣医学教育病院棟駐車場、
教職員駐車場、グラウンド、クラブハウス駐車場

屋内避難建物 管理棟 1階会議室、管理棟 2階食堂及び東側テラス、大講義棟、獣医学部 2階スチューデント・コモンズ、
獣医学教育病院棟 3階学生室 1・2、獣医学教育病院棟 4階学生室 3、体育館 1階～ 2階

ＡＥＤ 管理棟 1 階（健康管理室前）、獣医学部棟 2 階（ホール）、獣医学教育病院棟 1 階（受付）
体育館 1 階（管理室横）、クラブハウス1 階、守衛室

緊急シャワー 獣医学部棟 4 階～ 6 階、病院棟 3 階

担架 管理棟 1 階（健康管理室前）、体育館 1 階

緊急車椅子 守衛室、管理棟 1 階（健康管理室）、獣医学部棟 2 階、体育館 1 階

■障害者トイレ、救命用品等設置場所

建物名称 エレベーター 障がい者用トイレ 火災報知器

管理棟 ○ 1階、3階、4階 受信機　1階 1階

獣医学部棟 ○ 1階～ 7階 2 階

獣医学教育病院棟 ○ 1階～ 4階 受信機　1階 1階

体育館 ○ 1 階 受信機　1階 1階

クラブハウス 1階

守衛室 1階

大講義棟 1 階
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緊　急　避　難　場　所
 平成 31 年 3 月　

建物名 屋外避難場所 屋内避難場所

管理棟
獣医学部棟
大講義棟

バスロータリー広場　
管理棟玄関広場
大講義棟北側広場

管理棟１階会議室
管理棟２階食堂及び東側テラス
獣医学部棟２階スチューデント・コモンズ
獣医学部棟３階学生控えホール
大講義棟

獣医学教育病院棟
大動物実習施設棟

獣医学教育病院駐車場
獣医学教育病院棟３階学生室 1･2
獣医学教育病院棟３階学生室 3

教職員駐車場 屋外駐車場

体育館
クラブハウス

グラウンド
クラブハウス駐車場

体育館 1階～ 2階

■マークの説明
マーク マーク説明 建物名称

屋外緊急時避難所 バスロータリー広場、管理棟玄関広場、大講義棟北側広場、獣医学教育病院棟駐車場、
教職員駐車場、グラウンド、クラブハウス駐車場

屋内避難建物 管理棟 1階会議室、管理棟 2階食堂及び東側テラス、大講義棟、獣医学部 2階スチューデント・コモンズ、
獣医学教育病院棟 3階学生室 1・2、獣医学教育病院棟 4階学生室 3、体育館 1階～ 2階

ＡＥＤ 管理棟 1 階（健康管理室前）、獣医学部棟 2 階（ホール）、獣医学教育病院棟 1 階（受付）
体育館 1 階（管理室横）、クラブハウス1 階、守衛室

緊急シャワー 獣医学部棟 4 階～ 6 階、病院棟 3 階

担架 管理棟 1 階（健康管理室前）、体育館 1 階

緊急車椅子 守衛室、管理棟 1 階（健康管理室）、獣医学部棟 2 階、体育館 1 階

■障害者トイレ、救命用品等設置場所

建物名称 エレベーター 障がい者用トイレ 火災報知器

管理棟 ○ 1階、3階、4階 受信機　1階 1階

獣医学部棟 ○ 1階～ 7階 2 階

獣医学教育病院棟 ○ 1階～ 4階 受信機　1階 1階

体育館 ○ 1 階 受信機　1階 1階

クラブハウス 1階

守衛室 1階

大講義棟 1 階
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勤務時間外における建物管理

１．時間外の研究室・実験室等の使用について
　　学生が研究室・実験室等を時間外使用する場合は、「時間外使用届」の提出が必要となる。

平日の午後９時以降に使用する場合は、当日の午後４時までに、学部運営支援課に提出する。

また、土曜日、日曜日及び祝日に使用する場合は、休日の前日までに提出する。

　　　【提出窓口】

　　　　　管理棟１階学部運営支援課

　　　【提出対象】

　　　　　１．平日の午後９時以降に使用する場合。

　　　　　２．土、日、祝日に使用する場合。

２．学部棟、獣医学教育病院棟の入館について
　　　該当箇所についてはカードが必要となる。

　　

　※　カードの登録について

　　　教職員は職員証、学部学生・大学院生は学生証が入館カードとなり、入館に際しては登

録が必要である。指導教員は登録を必要とする学生を学部運営支援課に申請する。

火災発生時の活動要領
１　火災の発生を知る
　⑴　火災を直接発見する。
　⑵　火災を自動火災報知機の鳴動によって知る。
　　　出火場所　何階で鳴動しているか、火災報知器受信機で確認する。
　⑶　非常放送によって知る。
２　火災初期活動の 3 原則
　　通報、初期消火、避難誘導の 3 つ。これを早く、的確に、安全に行う。但し怪我人や逃
げ遅れた人がいれば最優先に対応する。
３　自衛消防隊長の役割
　　隊長は隊員を有効に活動させるため、様々な指揮（指示や命令）を行う。特に、隊員の行
動（通報、初期消火、避難誘導の任務分担）を迅速に決定し命令する。自分がパニックにな
らないよう冷静にしっかりと声を出し指揮する。
４　通報連絡班
　⑴　関係先の連絡（岡山キャンパス１～４ぺージ参照）、（今治キャンパス 8～ 10 ぺージ参照）
　⑵　119 番通報
　　　岡山理科大学の　○号館○棟の　○階建の○階が燃えている。怪我人がいれば救急車の
要請、消防隊が学園到着後は警備員が誘導。

　⑶　非常放送の活用
　　　※自動火災報知機の鳴動場所又は出火場所は○階を知らせる。直ちに避難する。
　　　　尚エレベーターは絶対に使用しない。
　　　※自衛消防隊の召集。
５　消火班
　⑴　放射、放水は炎ではなく、燃えているものにかける。
　⑵　消火器の使用限度は、火が天井に延焼するまで。
　⑶　屋内消火栓にも限度があるから効果がないまたは危険と判断したら避難する。
　⑷　延焼が及ぶ範囲が予測しにくいため、周囲の状況に注意し退路を確保しておく。
６　避難誘導班
　⑴　出火階及び出火階から上階に人を配し、在室者に避難を呼びかける。有効な避難階段を
判断し、階段口に人を配置し誘導する。

　⑵　退室の際の出入り口のドアは必ず閉める。避難場所は一義的には、出火階のすぐ下の階
は安全、その後、地上に避難する。

　⑶　すべての場所を見落としのないよう逃げ遅れ者の確認をする。
　⑷　避難終了後は、人員の確認をして隊長に報告する。
７　搬出班
　　非常持出し品（重要書類等）は早急に持出しできるように工夫をする。
　　設置場所、搬出場所の把握。
８　救助救護班
　⑴　怪我人がいれば安全な場所に搬送、応急手当の実施、岡山キャンパス　健康管理センター
に連絡、今治キャンパス　健康管理室に連絡、救急車の要請

　　　担架設置場所：岡山キャンパス　７ページ参照、今治キャンパス　13 ページ参照。
　　　車椅子設置場所：岡山キャンパス　７ページ参照、今治キャンパス　13 ページ参照。
　⑵　状況に応じ防火戸を閉鎖し煙の流入を遮断する。

岡山キャンパス 今治キャンパス



－18－ －15－

安
全
の
心
得

安
全
の
心
得

第 1章　安全についての心得
第１節　はじめに
　　安全の基本は実験室等の整理・整頓・清掃といわれている。実験室等で起こった災害では，
整理・整頓の悪いことが原因となっている場合が多い。また，よく整理・整頓された実験室
等は，気持ちよく仕事もはかどるものである。
　　また，実験装置や実験器具等の構造や機能・性能を良く理解し，操作方法を習練するとと
もに，大切に使用することは実験室等の安全に繋がる。どんな些細な事でも，不審な点や分
からない事があったら教職員や周りの人に尋ねること。勝手な判断や早合点はケガのもとと
なるので十分注意すべきである。

第２節　防火と消火について
 2.  1　火災について
　　一般に，火災が一度発生すると，人身事故につながる危険性が高く，建物や設備にも大損
害をもたらす事となる。火気を不用意に扱ったり，燃料や設備器具の取り扱いを知らなかっ
たり，また，知っていてもその通りにしなかったために，引き起こした火災の例は非常に多
い。今までに，実験室等で火災が発生し，建物や実験器具・機械設備はもとより，長年苦労
して作成した研究データ等をも，一瞬にして灰にしてしまったという残念な例が数多く報告
されている。これらの火災を繰り返し発生させないためにも，日頃から十分注意し，自分の
職場または実験室から絶対に火災を発生させない責任を負わなければならない。

 2.  2　火災をおこさないためには
　　［空気］・［熱］・［可燃物］は，火災の三要素である。従って，火災をおこさないためにも，
消火する場合にも，この３つの要素の一つを取り除けば良い事を覚えておく必要がある。
　例えば，ガスストーブの栓を閉じると可燃物であるガスの供給が無くなり火が消える。また，
燃えている油缶に金属製の蓋をすると酸素の供給が断たれて火が消える。更に燃えているも
のに水（油等を除く）を掛けるか又は濡れた布などをかぶせると，発火点以下に冷却されて
火は消えるのである。

 2.  3　火災予防
　火災予防の為に次の心得を守らなければならない。
　⑴　「火気厳禁」の表示のある場所で，火気を使用してはならない。
　⑵　指定数量を超える危険物を実験室に置かない。
　⑶　実験室内は，どこで事故が起こっても全員が廊下に退避できるように装置類の配置場　
　所を考慮し，常に安全な出口を確保する。
　⑷　ゴム管，塩ビ管は，完全なものを使用し（折曲げて亀裂のはいるものは不可）脱落や電
　気コードとの接触に注意する。
　⑸　スイッチ，ヒューズ及び電気コードは，規格品を用い，タコ足配線にしたり，床に垂れ

　　2　ホースを伸ばす。
　　3　バルブを開ける。

 2.  7　避難
　⑴　火災又はガスの発生が，初期消火の手段では手に負えないと判断された時は，速やかに
安全な場所に避難する。

　⑵　消火器で消火できる火災の限界は，その時の状況によるが，壁の内装材が燃えている程
度までであって，天井が燃え始めると消火は難しいので速やかに避難する。

　⑶　部屋を退出する場合は，ガス源，電源，危険物の処理を行った後，内部に人が居ない事
を確認して，出口の扉を閉める。

　⑷　廊下における避難路の選択は，アナウンスなどの情報がない場合，煙の動きを見て風上
に逃げる。室内での煙の速度は，縦方向は 3～ 4m/sec、横方向は 0.5 ～ 0.8m/sec あるの
で熟知しておく必要がある。

　⑸　階段は，煙の通路になり危険が多い。平常から避難経路を考え，建物の構造等を良く調
べておく必要がある。

　⑹　煙が多い場合は，手拭い等を口に当て，低い姿勢で避難する。煙が床まで下がるにはか
なりの時間がかかる。

　⑺　非常階段，非常梯子その他が使用できない緊急の場合は，窓を開けて大声で助けを呼ぶ。
　⑻　屋上は，比較的安全な避難場所と考えられる。
　⑼　廊下の防火扉は，必ず内側に人のいない事を確かめてから閉める。

 ２. ８　夜間の通報連絡
　　昼間と同じ手順で初期消火を行うが，人手が少ないので，日頃から指導教員の在室時と不
在時の場合を考えて対処しなければならない。また，岡山キャンパス１ページ，今治キャン
パス 9ページを参照にインフォメーション室への連絡方法を把握しておくこと。
　　火災が発生したときは，落ち着いて電話で「119 番」に，火災の発生場所（建物の所在地）
とその建物名，電話番号等を的確に報告する。

第３節　地震対策
 3.  1　地震の知識
　地震が起きる原因については，かなり良く分かってきたが
　⑴　現在地震の予知技術は，確実な予知をする段階になっていない。
　⑵　いわゆる直下型地震は，その地域内陸の直下の浅いところに震源を持ち，規模は小さく
ても，その真上では下から突き上げるような上下動と激しい水平動が入り交じってものす
ごい振動となり，局部的ではあっても甚大な被害に見舞われる事がある。

　⑶　過密都市に直下型地震が起こったら社会的混乱等の予測しきれない様々な惨事が生ずる
恐れがあると心配されている。
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下がる配線をしない。
　⑹　火気使用器具は，不燃性の台の上に置き，破損，ガラス器具の傷等は，実験前に必ず点
検する。

　⑺　熱源の近くに引火性，可燃性の物質を置かない事は勿論，室内は常に整理しておく。
　⑻　可燃性の溶剤は，必要な量のみを小出しにして使用する事。これらの量の大小が事故の
拡大，避難の容易さの決定的要因になる事が多い。

　⑼　未知の点が多く危険を伴うような実験は，夜間を避けるとともに一人だけでは実験しな
い。

　⑽　実験室の整理・清掃に日頃から心掛け，雑然としたところでの実験は避ける。
　⑾　退室時は，職場内を点検し，火気の始末，電気器具の電源コードの抜き取り，戸締り，
消灯等を確認した上で退室する。

　⑿　火災発生，又は爆発などの恐れがある箇所を発見したときは，初期消火等の臨機の措置
を講ずる。

　⒀　消火器・消火栓・配電盤及び分電盤等の設置場所は，必ず操作に必要な空間を保ち，傷
害となる物品を置かない。

　⒁　喫煙については次の点に留意する。（喫煙所を減らしています）
　　・仕事中のくわえタバコ及び歩行中の喫煙はしない。
　　・置きタバコはしない。
　　・喫煙は灰皿設備のある場所で行う。灰皿設備の無い場所や禁煙表示のある場所では喫煙
　　　しない。灰皿の中に紙屑など燃えるものは入れない。
　　・灰皿の周囲には，紙など燃えやすいものを散乱させない。
　　・喫煙用灰皿は，退室等の際に吸殻の後始末をする。
　　・タバコの吸殻の後始末をするときは，水をかけるなどして火が完全に消えていることを
　　確認する。

 2.  4　火災が起こったときの処置
　⑴　火災の発生状況を確認し，「火事だ！」と叫ぶと共に，火災報知器などがあれば発信機
ボタンを押し，周囲の人たちに知らせる。

　⑵　消防署（119 番）に通報すると共に，本冊子裏表紙に記載されている所に連絡する。
　⑶　消火器や屋内消火栓で初期消火する。
　　　正確にすばやく操作すれば初期の火災は容易に消せる。
　　　また，消火器での消火が困難と思われる場合は，屋内消火栓を操作しての消火も有効で
あり，日頃から設置してある場所（通路・廊下）を把握しておくと共に使い方もよく知っ
ておく必要がある。

　⑷　電気，ガス源は切る。周囲の燃えやすい物は早く取り除く。
　⑸　被服に着火したら，非常用シャワーを設置しているところは使用する。それがなければ，
手又は有り合わせの物でもみ消すか，近くの水をかぶる。更に，廊下などにころげてもみ
消すのも良い。

　⑹　ドラフト内での火災は，上方への火災の拡大と消火の効果からいって，換気を止めるの
がよい。ただし，煙，有毒ガスの発生を伴う場合等の状況によっては，換気を続けた方が
良く，その判断は，爆発物質及び状況を良く確認の上で決める。

　⑺　可燃性ガスボンベの噴出により発火が起これば，消火はしないで出来るだけ周囲の可燃
物を除去するように努める。

　⑻　発火を伴わないで可燃性ガスが噴出した場合は，なるべく離れた位置で電源を切る等，
着火源を除き，次に窓を開けて換気をはかり，出来れば噴出口を塞ぐように努める。

　⑼　有毒ガスの発生を伴う恐れのある場合には，消火にあたって防毒具をつけるか，少なく
とも風上側により消火に努める。

 2.  5　爆発が起こったときの処置
　⑴　付近に居る人が被害を受ける可能性が大きいので，負傷者の救護をまず心掛ける。
　⑵　爆発を起こした装置は，直ちに危険の無い状態にする。それが困難で引き続き爆発の危
険性がある時は早めに避難する。

　⑶　爆風，飛散物による破壊のため，付近で二次的な事故が起こる恐れがあるので，爆発し
た装置だけでなく，付近も点検する。

　⑷　爆風によって火災報知機が作動したときまたは爆発によって火災が発生したときは，「火
災が起こったときの処置」に準じて行動する。

 2.  6　消火器の種類と使用法
　　消火器は火災の程度，燃焼物の種類，周囲の状況によって適切なものを使用しなければな
らない。特に，実験室のちょっとした火災では，消火剤による被害を考えて次の順序で用い
ることが望ましい。
　　　　　　炭酸ガス消火器　→　粉末消火器　→　泡消火器

　⑴　炭酸ガス消火器（油・電気火災）

　　　有機溶剤の引火や電気による火災の初期に有効で消火後の被害も少ない。有機溶媒によ
る，ある程度広範囲の火災の場合はあまり効果がない。（一方を消火しても，もう一方を
消火すると既に消火していたところが再燃する。）

　　1　安全栓を抜き左手でレバーを，右手で握り手を持つ。
　　2　ホーンを火点のそばに出来るだけ近づけてレバーを引く。

　⑵　粉末消火器（一般火災・油・電気火災用）

　　小火災から大火災にも用いる。使用後粉末を清掃すれば機材の損傷は軽微である。
　　1　安全栓を抜き，ホースを外しノズルを火元に向ける。レバーを強く握ると噴射する。
　　2　使用した消火器は粉末薬剤を交換することとなる。

　⑶　泡消火器（一般火災・油火災用）

　　　火災がひろがった時に用いる。使用後かなり汚れるので小さな火災の時には用いない。
　　1　起動ボタンを押す（火災報知器の発信ボタンと間違えないようにする）。
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下がる配線をしない。
　⑹　火気使用器具は，不燃性の台の上に置き，破損，ガラス器具の傷等は，実験前に必ず点
検する。

　⑺　熱源の近くに引火性，可燃性の物質を置かない事は勿論，室内は常に整理しておく。
　⑻　可燃性の溶剤は，必要な量のみを小出しにして使用する事。これらの量の大小が事故の
拡大，避難の容易さの決定的要因になる事が多い。

　⑼　未知の点が多く危険を伴うような実験は，夜間を避けるとともに一人だけでは実験しな
い。

　⑽　実験室の整理・清掃に日頃から心掛け，雑然としたところでの実験は避ける。
　⑾　退室時は，職場内を点検し，火気の始末，電気器具の電源コードの抜き取り，戸締り，
消灯等を確認した上で退室する。

　⑿　火災発生，又は爆発などの恐れがある箇所を発見したときは，初期消火等の臨機の措置
を講ずる。

　⒀　消火器・消火栓・配電盤及び分電盤等の設置場所は，必ず操作に必要な空間を保ち，傷
害となる物品を置かない。

　⒁　喫煙については次の点に留意する。（喫煙所を減らしています）
　　・仕事中のくわえタバコ及び歩行中の喫煙はしない。
　　・置きタバコはしない。
　　・喫煙は灰皿設備のある場所で行う。灰皿設備の無い場所や禁煙表示のある場所では喫煙
　　　しない。灰皿の中に紙屑など燃えるものは入れない。
　　・灰皿の周囲には，紙など燃えやすいものを散乱させない。
　　・喫煙用灰皿は，退室等の際に吸殻の後始末をする。
　　・タバコの吸殻の後始末をするときは，水をかけるなどして火が完全に消えていることを
　　確認する。

 2.  4　火災が起こったときの処置
　⑴　火災の発生状況を確認し，「火事だ！」と叫ぶと共に，火災報知器などがあれば発信機
ボタンを押し，周囲の人たちに知らせる。

　⑵　消防署（119 番）に通報すると共に，本冊子裏表紙に記載されている所に連絡する。
　⑶　消火器や屋内消火栓で初期消火する。
　　　正確にすばやく操作すれば初期の火災は容易に消せる。
　　　また，消火器での消火が困難と思われる場合は，屋内消火栓を操作しての消火も有効で
あり，日頃から設置してある場所（通路・廊下）を把握しておくと共に使い方もよく知っ
ておく必要がある。

　⑷　電気，ガス源は切る。周囲の燃えやすい物は早く取り除く。
　⑸　被服に着火したら，非常用シャワーを設置しているところは使用する。それがなければ，
手又は有り合わせの物でもみ消すか，近くの水をかぶる。更に，廊下などにころげてもみ
消すのも良い。

　⑹　ドラフト内での火災は，上方への火災の拡大と消火の効果からいって，換気を止めるの
がよい。ただし，煙，有毒ガスの発生を伴う場合等の状況によっては，換気を続けた方が
良く，その判断は，爆発物質及び状況を良く確認の上で決める。

　⑺　可燃性ガスボンベの噴出により発火が起これば，消火はしないで出来るだけ周囲の可燃
物を除去するように努める。

　⑻　発火を伴わないで可燃性ガスが噴出した場合は，なるべく離れた位置で電源を切る等，
着火源を除き，次に窓を開けて換気をはかり，出来れば噴出口を塞ぐように努める。

　⑼　有毒ガスの発生を伴う恐れのある場合には，消火にあたって防毒具をつけるか，少なく
とも風上側により消火に努める。

 2.  5　爆発が起こったときの処置
　⑴　付近に居る人が被害を受ける可能性が大きいので，負傷者の救護をまず心掛ける。
　⑵　爆発を起こした装置は，直ちに危険の無い状態にする。それが困難で引き続き爆発の危
険性がある時は早めに避難する。

　⑶　爆風，飛散物による破壊のため，付近で二次的な事故が起こる恐れがあるので，爆発し
た装置だけでなく，付近も点検する。

　⑷　爆風によって火災報知機が作動したときまたは爆発によって火災が発生したときは，「火
災が起こったときの処置」に準じて行動する。

 2.  6　消火器の種類と使用法
　　消火器は火災の程度，燃焼物の種類，周囲の状況によって適切なものを使用しなければな
らない。特に，実験室のちょっとした火災では，消火剤による被害を考えて次の順序で用い
ることが望ましい。
　　　　　　炭酸ガス消火器　→　粉末消火器　→　泡消火器

　⑴　炭酸ガス消火器（油・電気火災）

　　　有機溶剤の引火や電気による火災の初期に有効で消火後の被害も少ない。有機溶媒によ
る，ある程度広範囲の火災の場合はあまり効果がない。（一方を消火しても，もう一方を
消火すると既に消火していたところが再燃する。）

　　1　安全栓を抜き左手でレバーを，右手で握り手を持つ。
　　2　ホーンを火点のそばに出来るだけ近づけてレバーを引く。

　⑵　粉末消火器（一般火災・油・電気火災用）

　　小火災から大火災にも用いる。使用後粉末を清掃すれば機材の損傷は軽微である。
　　1　安全栓を抜き，ホースを外しノズルを火元に向ける。レバーを強く握ると噴射する。
　　2　使用した消火器は粉末薬剤を交換することとなる。

　⑶　泡消火器（一般火災・油火災用）

　　　火災がひろがった時に用いる。使用後かなり汚れるので小さな火災の時には用いない。
　　1　起動ボタンを押す（火災報知器の発信ボタンと間違えないようにする）。
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第 1章　安全についての心得
第１節　はじめに
　　安全の基本は実験室等の整理・整頓・清掃といわれている。実験室等で起こった災害では，
整理・整頓の悪いことが原因となっている場合が多い。また，よく整理・整頓された実験室
等は，気持ちよく仕事もはかどるものである。
　　また，実験装置や実験器具等の構造や機能・性能を良く理解し，操作方法を習練するとと
もに，大切に使用することは実験室等の安全に繋がる。どんな些細な事でも，不審な点や分
からない事があったら教職員や周りの人に尋ねること。勝手な判断や早合点はケガのもとと
なるので十分注意すべきである。

第２節　防火と消火について
 2.  1　火災について
　　一般に，火災が一度発生すると，人身事故につながる危険性が高く，建物や設備にも大損
害をもたらす事となる。火気を不用意に扱ったり，燃料や設備器具の取り扱いを知らなかっ
たり，また，知っていてもその通りにしなかったために，引き起こした火災の例は非常に多
い。今までに，実験室等で火災が発生し，建物や実験器具・機械設備はもとより，長年苦労
して作成した研究データ等をも，一瞬にして灰にしてしまったという残念な例が数多く報告
されている。これらの火災を繰り返し発生させないためにも，日頃から十分注意し，自分の
職場または実験室から絶対に火災を発生させない責任を負わなければならない。

 2.  2　火災をおこさないためには
　　［空気］・［熱］・［可燃物］は，火災の三要素である。従って，火災をおこさないためにも，
消火する場合にも，この３つの要素の一つを取り除けば良い事を覚えておく必要がある。
　例えば，ガスストーブの栓を閉じると可燃物であるガスの供給が無くなり火が消える。また，
燃えている油缶に金属製の蓋をすると酸素の供給が断たれて火が消える。更に燃えているも
のに水（油等を除く）を掛けるか又は濡れた布などをかぶせると，発火点以下に冷却されて
火は消えるのである。

 2.  3　火災予防
　火災予防の為に次の心得を守らなければならない。
　⑴　「火気厳禁」の表示のある場所で，火気を使用してはならない。
　⑵　指定数量を超える危険物を実験室に置かない。
　⑶　実験室内は，どこで事故が起こっても全員が廊下に退避できるように装置類の配置場　
　所を考慮し，常に安全な出口を確保する。
　⑷　ゴム管，塩ビ管は，完全なものを使用し（折曲げて亀裂のはいるものは不可）脱落や電
　気コードとの接触に注意する。
　⑸　スイッチ，ヒューズ及び電気コードは，規格品を用い，タコ足配線にしたり，床に垂れ

　　2　ホースを伸ばす。
　　3　バルブを開ける。

 2.  7　避難
　⑴　火災又はガスの発生が，初期消火の手段では手に負えないと判断された時は，速やかに
安全な場所に避難する。

　⑵　消火器で消火できる火災の限界は，その時の状況によるが，壁の内装材が燃えている程
度までであって，天井が燃え始めると消火は難しいので速やかに避難する。

　⑶　部屋を退出する場合は，ガス源，電源，危険物の処理を行った後，内部に人が居ない事
を確認して，出口の扉を閉める。

　⑷　廊下における避難路の選択は，アナウンスなどの情報がない場合，煙の動きを見て風上
に逃げる。室内での煙の速度は，縦方向は 3～ 4m/sec、横方向は 0.5 ～ 0.8m/sec あるの
で熟知しておく必要がある。

　⑸　階段は，煙の通路になり危険が多い。平常から避難経路を考え，建物の構造等を良く調
べておく必要がある。

　⑹　煙が多い場合は，手拭い等を口に当て，低い姿勢で避難する。煙が床まで下がるにはか
なりの時間がかかる。

　⑺　非常階段，非常梯子その他が使用できない緊急の場合は，窓を開けて大声で助けを呼ぶ。
　⑻　屋上は，比較的安全な避難場所と考えられる。
　⑼　廊下の防火扉は，必ず内側に人のいない事を確かめてから閉める。

 ２. ８　夜間の通報連絡
　　昼間と同じ手順で初期消火を行うが，人手が少ないので，日頃から指導教員の在室時と不
在時の場合を考えて対処しなければならない。また，岡山キャンパス１ページ，今治キャン
パス 9ページを参照にインフォメーション室への連絡方法を把握しておくこと。
　　火災が発生したときは，落ち着いて電話で「119 番」に，火災の発生場所（建物の所在地）
とその建物名，電話番号等を的確に報告する。

第３節　地震対策
 3.  1　地震の知識
　地震が起きる原因については，かなり良く分かってきたが
　⑴　現在地震の予知技術は，確実な予知をする段階になっていない。
　⑵　いわゆる直下型地震は，その地域内陸の直下の浅いところに震源を持ち，規模は小さく
ても，その真上では下から突き上げるような上下動と激しい水平動が入り交じってものす
ごい振動となり，局部的ではあっても甚大な被害に見舞われる事がある。

　⑶　過密都市に直下型地震が起こったら社会的混乱等の予測しきれない様々な惨事が生ずる
恐れがあると心配されている。



　　②　意識があるかどうか
　　　　耳元で傷病者の名前を呼んでみる。
　　　　・体を揺り動かしたりすると症状を悪化させるので，注意。
　　　　・意識がないのは，脳に何らかの異変も考えられる。（後述の顔色はどうか参照）
　　　　　　意識がなければ 　　　 ③④⑤⑥の確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後述の気道確保及びAEDの利用を参照）
　　③　呼吸しているかどうか
　　　　胸とお腹の動きをみて普段どおりの呼吸をしているか 10 秒以内で確認する。
　　　　しゃくりあげるような不規則な呼吸の場合は普段どおりの呼吸とはみなしません。
　　　　分かりにくいときは，傷病者の口や鼻に自分のほおを近づけて，呼気が触れるかどう

か確かめる。
　　　　　　呼吸していない 　　　 直ぐに人工呼吸及びＡＥＤの利用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後述の人工呼吸法及びAEDの利用を参照）
　　④　脈は触れるかどうか
　　　・手首，分かりにくいときは，頚動脈（のどぼとけの左右 2.5 ～ 3 センチ）が一番触れ
　　　　やすい。
　　　・脈が触れないときは，血圧が非常に下がっているか，心臓が止まっているとき。
　　⑤　瞳孔（ひとみ，黒瞳）は正常か
　　　正常なときは瞳孔が収縮する。
　　　・意識がなく瞳孔が大きく開いたまま 　　　 死が迫っている。
　　　・左右の瞳孔の大きさが異なる　　　　　　　脳の異変。
　　⑥　顔色はどうか
　　　・青白く，皮膚（特にくちびる）や爪が暗紫色
　　　　　チアノーゼといい，呼吸や心臓が止まりかけているなど危険な状態。
　　　・皮膚が白く，冷たく湿った感じ
　　　　　大出血（内出血の場合もある）や心臓発作などによるショック状態や脳貧血の時。
　　　・皮膚が赤みを帯びる
　　　　　血圧が高いことを示す。（一酸化炭素中毒，熱中症など）
　　⑦　手足の位置は正常かどうか
　　　　・普通ではできない姿勢
　　　　・手足が力なくぶらんとしている　　―――→　骨折や神経マヒの可能性

　⑵　出血多量の手当
　　【応急手当】
　　　止血をしたら，その部位を高くして寝かせ，毛布などに包んで保温する。
　　　　・頭や胸をケガしたときは，顔色が青くても足を高くしない。
　　　　・出血多量のときは，寒がっても保温はしても加温してはならない。
　　　　・飲み物を欲しがるが，意識が不明瞭な時は決して与えてはいけない。
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 3.  2　地震にそなえて
　本学でも，自主防災体制の設置を進めると共に，防災教育・訓練を行い定期的に次のような
点検を行う必要がある。
　⑴　建物やブロック塀の転倒や看板などの落下する危険性はないか。
　⑵　危険物は正しく保管されているか。
　⑶　非常作業用資機材・救急薬品・非常食等が揃っているか。
　⑷　消火器や避難設備・放送設備は，いつも有効に使えるようにしてあるか。
　⑸　液体燃料を使う設備の安全装置は正しく作動するか。
　⑹　ボンベ及び爆発その他危険性のある装置は，転倒しないように十分な強度を持った固定
がなされているか。

　⑺　実験機械・装置等の固定及び配管，配線類がはずれる事がないように十分な強度を持っ
た固定がなされているか。

　⑻　アスタイル・ビニールタイルの床上では金庫等のような重量物が地震の加速度で移動し
ないように固定されているか。

　⑴　薬品
　　　薬品瓶は，ロック機能を備えたスチール棚に保管するのが望ましい。上下に重ねず，一
体式の棚を使用する。小さな棚は，ドラフトの下におく。薬品棚は，壁に密着させ，なげ
しなどを利用して頑丈に固定する。やむを得ず実験台に薬品棚を設置するときは，上部に
橋を渡して各実験台の薬品棚を相互に連結するとか，フレームでしっかりと固定する。

　⑵　ボンベ
　　　強震の場合は，ボンベ固定の鎖が根元から抜けたり，ボンベ支持台ごと転倒する。鎖で
固定する場合には，頭部に近い１ヵ所だけでなく，中腹部に鉄製ベルトを巻き固定する。
鎖はコンクリート壁に埋め込んだ止め金につなぎ，ボンベと壁との間に遊びがないように
密着させてしばる。数本のボンベをまとめて固定せずに 1本ずつ強く固定する。

　⑶　ガラス器具と試料
　　　蒸留など使用中のガラス器具は，しっかりと実験台あるいは建物に固定したフレームに
組み込まなければならない。棚に保管しておく場合も，薬品の場合と同様に，引き戸のあ
る棚にいれ，隙間の無いようにパッキングしておく。棚板と戸との間にスペースがないよ
うに，幅広い棚板を用いる。薬品棚と同じく，使用後は必ず引き戸をしめておく。

 3.  3　警戒警報が発令されたら
　⑴　テレビやラジオで正しい情報を得る。
　⑵　消防署などの防災機関の広報に注意する。
　⑶　火を使う場合は最小限にとどめいつでも消せるようにする。
　⑷　電熱器等のコンセントは抜く。
　⑸　石油ストーブや炭火等すぐ消せないものは使わない。
　⑹　消火器や屋内消火栓は，いつでも使えるようにする。
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 3.  4　地震！！その時どうするか
　地震を感じたら，第一に地震の大きさ，強さを判断することが必要であると思われる。

　⑴　グラッときたら　火の始末
　　　地震の強いときは，「火を消せ！！」と声を掛け合い，できる限り装置類の運転を停止
又は停止の手順を手早く行い，可能な限り実験等は中止し，火を消し，ボンベを閉める等，
火を出したり，危険なガスが流出したりすることのないように処置を講ずる。

　　　主要動が始まってからは，そのような始末は困難であり，自分の身の安全を考えるのに
精一杯となる。特に，停電した場合を考えて，緊急遮断できない装置類は，早めにその準
備にかかる必要がある。また，掛け声は，本人はもちろんのこと地震でおびえている人々
が忘れている「火を消す」という行動意識を呼び起こす役目も果たすこととなるのである。

　⑵　身体を安全な場所に！！
　　　身体を安全な場所によせること，特に地震が大きいと感じたとき又は危険を伴う作業中
では，すばやく作業から離れ，身の安全を第一に考えて行動をするべきである。

　　　鉄筋コンクリートの建物内にいるときは，危険物のない広いスペースを探し，そこにい
る方がよい。スチール家具，本棚等は倒れることがあるので身をよせない。上からの落下
物に注意し，机の下にいることは安全である。プラスチックタイル張りの部屋は，家具類
がすべり動くことがあるので注意する。特に重量物は，平素動かすのに大変だが，地震時
には，簡単に動き出すので，壁等の間にはさまれると身動きできなくなるから十分注意する。

　　　あわてて外へ飛び出すと，窓ガラスの破片等が落ちてきたり，ブロック塀等が倒れる。
段差のあるところでは転んだり踏み外す等で，ケガをすることもあるので，日頃から気を
付ける。

　⑶　強い揺れが数分間続くこともある
　　　東南海・南海地震のような海溝型地震では，強い揺れが数分続くこともあるので注意が
必要である。

　　　テレビ又はラジオ等で，正しい情報に耳を傾けることが大切である。
　　　●  緊急速報（エリア）メール
　　　　　災害が発生する恐れがある場合などの緊急時には，各市，気象庁及び消防庁から，
　　一定の区域に存在する携帯電話等に災害・避難情報が一斉配信されます。

　⑷　火が出たら　すばやく消火！！
　　　日本の大地震では，やはり火災が恐ろしい。大学でも火災には，特に注意を要する。ま
して，研究室等から出火の可能性が大であることは，過去の火災件数から見ても明らかで
ある。

　　　地震による火災のときは，学内外ともに火災が多発し，消火力が集中できなくなるので，
出来るだけ初期消火に努めることが大事である。

　　　この時期には，余震はまだまだ続いていると思われるが，本震よりも強いものはまずな
いと考えてよく，消火に努めることが最も重要である。

　⑸　避難について
　　　建物内の火災が大火になった場合には，建物外に避難することとなるが，あわてて飛び
出さない方がよい。

　　　一人一人が冷静になって，的確な情報をもとに行動したり互いに助け合えば，ケガなど
の被害はかなり軽減できる。（夜間は，懐中電灯などで合図するとよい。）

　　　なお，地震等発生時の避難場所は巻頭岡山キャンパス 6～ 7 ページ、今治キャンパス
12 ～ 13 ページの「緊急避難場所」を参照。

　　　ただし，災害状況により避難路等も変えざる得ないこともあるので，日頃から複数の避
難場所，避難経路を念頭に置いておくことが大切である。

　　　また，一斉に避難すると避難路が少ないうえに狭隘であるため，混乱を招くことから，
建物の耐震性・火災発生・危険物やガスの漏出など，緊急性のある建物からの非難を優先
するよう心がけること。

第４節　ケガの応急処置
 4.  1　人身事故が起こったら
　　学内で事故にあったとき又はその場に遭遇したときは，２ページを参考に健康管理セン
ターに連絡するか，「１１９」番で救急車を呼ぶ。
　　慌てずその状況を的確に判断し，できるだけ可能な応急手当等を施す。

　　●救急電話のかけ方●
　　　①　局番なしの１１９
　　　②　つながったら，「救急です。」
　　　③　事故の場所（住所）を告げる。
　　　④　「誰が」「いつ」「どこで」「どういうふうに」「どうなったか」等事故の状況を知らせる。
　　　⑤　傷病者の人数を知らせる。
　　　⑥　これまでの応急処置を報告し，次に何をしたら良いか指示を仰ぐ。

　　●救急車を出迎えて，誘導すること。
　　　　（夜間は，懐中電灯などで合図するとよい。）

 4.  2　救急処置
　⑴　傷病者の見方
　　　【大急ぎでまず次の①～③を調べる。】
　　①　大出血があるかどうか
　　　　勢いよく血が出て，止まらないような出血を指す。
　　　　　　大出血があれば 　　　 直ぐに止血　　（後述の止血法を参照）
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 3.  4　地震！！その時どうするか
　地震を感じたら，第一に地震の大きさ，強さを判断することが必要であると思われる。

　⑴　グラッときたら　火の始末
　　　地震の強いときは，「火を消せ！！」と声を掛け合い，できる限り装置類の運転を停止
又は停止の手順を手早く行い，可能な限り実験等は中止し，火を消し，ボンベを閉める等，
火を出したり，危険なガスが流出したりすることのないように処置を講ずる。

　　　主要動が始まってからは，そのような始末は困難であり，自分の身の安全を考えるのに
精一杯となる。特に，停電した場合を考えて，緊急遮断できない装置類は，早めにその準
備にかかる必要がある。また，掛け声は，本人はもちろんのこと地震でおびえている人々
が忘れている「火を消す」という行動意識を呼び起こす役目も果たすこととなるのである。

　⑵　身体を安全な場所に！！
　　　身体を安全な場所によせること，特に地震が大きいと感じたとき又は危険を伴う作業中
では，すばやく作業から離れ，身の安全を第一に考えて行動をするべきである。

　　　鉄筋コンクリートの建物内にいるときは，危険物のない広いスペースを探し，そこにい
る方がよい。スチール家具，本棚等は倒れることがあるので身をよせない。上からの落下
物に注意し，机の下にいることは安全である。プラスチックタイル張りの部屋は，家具類
がすべり動くことがあるので注意する。特に重量物は，平素動かすのに大変だが，地震時
には，簡単に動き出すので，壁等の間にはさまれると身動きできなくなるから十分注意する。

　　　あわてて外へ飛び出すと，窓ガラスの破片等が落ちてきたり，ブロック塀等が倒れる。
段差のあるところでは転んだり踏み外す等で，ケガをすることもあるので，日頃から気を
付ける。

　⑶　強い揺れが数分間続くこともある
　　　東南海・南海地震のような海溝型地震では，強い揺れが数分続くこともあるので注意が
必要である。

　　　テレビ又はラジオ等で，正しい情報に耳を傾けることが大切である。
　　　●  緊急速報（エリア）メール
　　　　　災害が発生する恐れがある場合などの緊急時には，各市，気象庁及び消防庁から，
　　一定の区域に存在する携帯電話等に災害・避難情報が一斉配信されます。

　⑷　火が出たら　すばやく消火！！
　　　日本の大地震では，やはり火災が恐ろしい。大学でも火災には，特に注意を要する。ま
して，研究室等から出火の可能性が大であることは，過去の火災件数から見ても明らかで
ある。

　　　地震による火災のときは，学内外ともに火災が多発し，消火力が集中できなくなるので，
出来るだけ初期消火に努めることが大事である。

　　　この時期には，余震はまだまだ続いていると思われるが，本震よりも強いものはまずな
いと考えてよく，消火に努めることが最も重要である。

　⑸　避難について
　　　建物内の火災が大火になった場合には，建物外に避難することとなるが，あわてて飛び
出さない方がよい。

　　　一人一人が冷静になって，的確な情報をもとに行動したり互いに助け合えば，ケガなど
の被害はかなり軽減できる。（夜間は，懐中電灯などで合図するとよい。）

　　　なお，地震等発生時の避難場所は巻頭岡山キャンパス 6～ 7 ページ、今治キャンパス
12 ～ 13 ページの「緊急避難場所」を参照。

　　　ただし，災害状況により避難路等も変えざる得ないこともあるので，日頃から複数の避
難場所，避難経路を念頭に置いておくことが大切である。

　　　また，一斉に避難すると避難路が少ないうえに狭隘であるため，混乱を招くことから，
建物の耐震性・火災発生・危険物やガスの漏出など，緊急性のある建物からの非難を優先
するよう心がけること。

第４節　ケガの応急処置
 4.  1　人身事故が起こったら
　　学内で事故にあったとき又はその場に遭遇したときは，２ページを参考に健康管理セン
ターに連絡するか，「１１９」番で救急車を呼ぶ。
　　慌てずその状況を的確に判断し，できるだけ可能な応急手当等を施す。

　　●救急電話のかけ方●
　　　①　局番なしの１１９
　　　②　つながったら，「救急です。」
　　　③　事故の場所（住所）を告げる。
　　　④　「誰が」「いつ」「どこで」「どういうふうに」「どうなったか」等事故の状況を知らせる。
　　　⑤　傷病者の人数を知らせる。
　　　⑥　これまでの応急処置を報告し，次に何をしたら良いか指示を仰ぐ。

　　●救急車を出迎えて，誘導すること。
　　　　（夜間は，懐中電灯などで合図するとよい。）

 4.  2　救急処置
　⑴　傷病者の見方
　　　【大急ぎでまず次の①～③を調べる。】
　　①　大出血があるかどうか
　　　　勢いよく血が出て，止まらないような出血を指す。
　　　　　　大出血があれば 　　　 直ぐに止血　　（後述の止血法を参照）



　　②　意識があるかどうか
　　　　耳元で傷病者の名前を呼んでみる。
　　　　・体を揺り動かしたりすると症状を悪化させるので，注意。
　　　　・意識がないのは，脳に何らかの異変も考えられる。（後述の顔色はどうか参照）
　　　　　　意識がなければ 　　　 ③④⑤⑥の確認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後述の気道確保及びAEDの利用を参照）
　　③　呼吸しているかどうか
　　　　胸とお腹の動きをみて普段どおりの呼吸をしているか 10 秒以内で確認する。
　　　　しゃくりあげるような不規則な呼吸の場合は普段どおりの呼吸とはみなしません。
　　　　分かりにくいときは，傷病者の口や鼻に自分のほおを近づけて，呼気が触れるかどう

か確かめる。
　　　　　　呼吸していない 　　　 直ぐに人工呼吸及びＡＥＤの利用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（後述の人工呼吸法及びAEDの利用を参照）
　　④　脈は触れるかどうか
　　　・手首，分かりにくいときは，頚動脈（のどぼとけの左右 2.5 ～ 3 センチ）が一番触れ
　　　　やすい。
　　　・脈が触れないときは，血圧が非常に下がっているか，心臓が止まっているとき。
　　⑤　瞳孔（ひとみ，黒瞳）は正常か
　　　正常なときは瞳孔が収縮する。
　　　・意識がなく瞳孔が大きく開いたまま 　　　 死が迫っている。
　　　・左右の瞳孔の大きさが異なる　　　　　　　脳の異変。
　　⑥　顔色はどうか
　　　・青白く，皮膚（特にくちびる）や爪が暗紫色
　　　　　チアノーゼといい，呼吸や心臓が止まりかけているなど危険な状態。
　　　・皮膚が白く，冷たく湿った感じ
　　　　　大出血（内出血の場合もある）や心臓発作などによるショック状態や脳貧血の時。
　　　・皮膚が赤みを帯びる
　　　　　血圧が高いことを示す。（一酸化炭素中毒，熱中症など）
　　⑦　手足の位置は正常かどうか
　　　　・普通ではできない姿勢
　　　　・手足が力なくぶらんとしている　　―――→　骨折や神経マヒの可能性

　⑵　出血多量の手当
　　【応急手当】
　　　止血をしたら，その部位を高くして寝かせ，毛布などに包んで保温する。
　　　　・頭や胸をケガしたときは，顔色が青くても足を高くしない。
　　　　・出血多量のときは，寒がっても保温はしても加温してはならない。
　　　　・飲み物を欲しがるが，意識が不明瞭な時は決して与えてはいけない。
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 3.  2　地震にそなえて
　本学でも，自主防災体制の設置を進めると共に，防災教育・訓練を行い定期的に次のような
点検を行う必要がある。
　⑴　建物やブロック塀の転倒や看板などの落下する危険性はないか。
　⑵　危険物は正しく保管されているか。
　⑶　非常作業用資機材・救急薬品・非常食等が揃っているか。
　⑷　消火器や避難設備・放送設備は，いつも有効に使えるようにしてあるか。
　⑸　液体燃料を使う設備の安全装置は正しく作動するか。
　⑹　ボンベ及び爆発その他危険性のある装置は，転倒しないように十分な強度を持った固定
がなされているか。

　⑺　実験機械・装置等の固定及び配管，配線類がはずれる事がないように十分な強度を持っ
た固定がなされているか。

　⑻　アスタイル・ビニールタイルの床上では金庫等のような重量物が地震の加速度で移動し
ないように固定されているか。

　⑴　薬品
　　　薬品瓶は，ロック機能を備えたスチール棚に保管するのが望ましい。上下に重ねず，一
体式の棚を使用する。小さな棚は，ドラフトの下におく。薬品棚は，壁に密着させ，なげ
しなどを利用して頑丈に固定する。やむを得ず実験台に薬品棚を設置するときは，上部に
橋を渡して各実験台の薬品棚を相互に連結するとか，フレームでしっかりと固定する。

　⑵　ボンベ
　　　強震の場合は，ボンベ固定の鎖が根元から抜けたり，ボンベ支持台ごと転倒する。鎖で
固定する場合には，頭部に近い１ヵ所だけでなく，中腹部に鉄製ベルトを巻き固定する。
鎖はコンクリート壁に埋め込んだ止め金につなぎ，ボンベと壁との間に遊びがないように
密着させてしばる。数本のボンベをまとめて固定せずに 1本ずつ強く固定する。

　⑶　ガラス器具と試料
　　　蒸留など使用中のガラス器具は，しっかりと実験台あるいは建物に固定したフレームに
組み込まなければならない。棚に保管しておく場合も，薬品の場合と同様に，引き戸のあ
る棚にいれ，隙間の無いようにパッキングしておく。棚板と戸との間にスペースがないよ
うに，幅広い棚板を用いる。薬品棚と同じく，使用後は必ず引き戸をしめておく。

 3.  3　警戒警報が発令されたら
　⑴　テレビやラジオで正しい情報を得る。
　⑵　消防署などの防災機関の広報に注意する。
　⑶　火を使う場合は最小限にとどめいつでも消せるようにする。
　⑷　電熱器等のコンセントは抜く。
　⑸　石油ストーブや炭火等すぐ消せないものは使わない。
　⑹　消火器や屋内消火栓は，いつでも使えるようにする。
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　　【止血法】
　　①　直接圧迫止血法 ≪最も基本的で確実な方法≫
　　　　できるだけきれいな布（ガーゼやハンカチなど）で傷口を直接強く押さえるか，強め

に包帯をし，出血部分を心臓より高くする。（直接血液に触れないように，ゴム手袋・
ナイロン袋等で処置する。）

　　②　間接圧迫止血法
　　　　直接圧迫をするための布がなかった場合，傷口より心臓に近い動脈の止血点を，手や

指で圧迫して止血する。
　　③　止血帯
　　　　手足の止血で，直接・間接圧迫止血ができない（例えば切断など）場合だけ，止血帯

を使う。止血帯をかけた部位から先は，壊死するおそれがあるので，むやみに止血帯を
使わない。

　　　・止血ができたら，それ以上きつく締めない。
　　　・止血帯は，できるだけ幅５センチくらいのものにする。
　　　・傷口から心臓よりに３センチほど健康な皮膚を残した位置で締める。
　　　・止血帯をかけた上は覆わずに，止血時間を書いた札をつける。
　　　・止血帯の締めた方が緩いと静脈のみを止め，動脈を止血できないのでうっ血状態とな
　　　　り，かえって出血を増すので，末端の脈が消失する程度とする。

　⑶　意識不明のとき
　　　意識を失うと，舌根がのどの奥に落ち込んで気道をふさいで，呼吸ができないために死
ぬことが多い。

　　【応急手当】
　　①　気道確保の体位をとる
　　　　下あごを前に突き出して，のどを伸ばす姿勢をとらせる。
　　②　まぶたを閉じさせる
　　　　意識不明でまぶたを開けていると失明することがあるので，閉じさせる。
　　③　嘔吐に注意する
　　　　嘔吐したら，必ず顔を横に向け，吐いたものがのどに落ち込まないようにし，口の中
　　　に入っているものは，指にハンカチなどを巻いて，かき出しておく。
　　【気道確保】（図１－２）
　　　① 気道確保が必要なとき
　　　　・意識不明のとき：　気道確保だけで呼吸が正常になることが多い。
　　　　・呼吸停止のとき：　人工呼吸の前には，必ず気道を確保しないと効果がない。
　　　　・呼吸困難なとき：　気道確保だけで呼吸が正常になることが多い。
　　　② 気道確保の方法
　　　　・仰向けに倒れたとき
　　　　　　一方の手を額に当て，他方の手の人差指と中指の２本をあご先（骨のある硬い部
　　　　　分）に当てて，頭を後ろにのけぞらせ（頭部後屈），あご先を上げる（あご先拳出）。
　　　　・うつ伏せに倒れたとき
　　　　　　片側を起こし（なるべく左側を上に），頭を反らしてあごを上に押し上げ，のど
　　　　　を伸ばす。
　　　　・首の骨（頚椎）を折ったとき
　　　　　　体の向きを変えたり，頭を後ろに動かしてはいけない。下あごを前に押し出すだ
　　　　　けにする。
 

図１－２　気道確保の方法
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表１－１　間接圧迫止血法による止血点

　　　　傷の位置　　　　　　　　　　　　　　　止血点

　　ひたい・こめかみ　　　　耳の中央部の前 0.4 ～ 0.5 センチの点
　　後頭部　　　　　　　　　耳の中央部の後 0.8 ～ 1.0 センチの点
　　顔面下部（顎）　　　　　 下顎の角から前の方に約１.0 センチの点
　　顎の上部　　　　　　　　鎖骨の中央部で顎の方に約 1.2 ～ 1.5 センチの点
　　腋（肩上腕の上部）　　　 鎖骨の上方でその中央より内方のところで第一肋骨に向
　　　　　　　　　　　　　　かって強く押さえること。
　　上腕又は前腕　　　　　　上腕の内側で（力コブのできる内側）骨に向かって強く
　　　　　　　　　　　　　　圧すること。（前腕の場合肘内側の中央部で押さえる）
　　指　　　　　　　　　　　指のつけ根に近いところで両側から押さえること。
　　大腿　　　　　　　　　　股関節の部分にあたる外上から内下に走る骨盤と大腿
　　　　　　　　　　　　　　との境の線の中央やや内側
　　下腿　　　　　　　　　　膝関節の背面の中央部
　　趾　　　　　　　　　　　足指のつけ根に近く両側にある。

図１－１　代表的な止血点と止血の方法
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表１－１　間接圧迫止血法による止血点

　　　　傷の位置　　　　　　　　　　　　　　　止血点

　　ひたい・こめかみ　　　　耳の中央部の前 0.4 ～ 0.5 センチの点
　　後頭部　　　　　　　　　耳の中央部の後 0.8 ～ 1.0 センチの点
　　顔面下部（顎）　　　　　 下顎の角から前の方に約１.0 センチの点
　　顎の上部　　　　　　　　鎖骨の中央部で顎の方に約 1.2 ～ 1.5 センチの点
　　腋（肩上腕の上部）　　　 鎖骨の上方でその中央より内方のところで第一肋骨に向
　　　　　　　　　　　　　　かって強く押さえること。
　　上腕又は前腕　　　　　　上腕の内側で（力コブのできる内側）骨に向かって強く
　　　　　　　　　　　　　　圧すること。（前腕の場合肘内側の中央部で押さえる）
　　指　　　　　　　　　　　指のつけ根に近いところで両側から押さえること。
　　大腿　　　　　　　　　　股関節の部分にあたる外上から内下に走る骨盤と大腿
　　　　　　　　　　　　　　との境の線の中央やや内側
　　下腿　　　　　　　　　　膝関節の背面の中央部
　　趾　　　　　　　　　　　足指のつけ根に近く両側にある。

図１－１　代表的な止血点と止血の方法
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　　【止血法】
　　①　直接圧迫止血法 ≪最も基本的で確実な方法≫
　　　　できるだけきれいな布（ガーゼやハンカチなど）で傷口を直接強く押さえるか，強め

に包帯をし，出血部分を心臓より高くする。（直接血液に触れないように，ゴム手袋・
ナイロン袋等で処置する。）

　　②　間接圧迫止血法
　　　　直接圧迫をするための布がなかった場合，傷口より心臓に近い動脈の止血点を，手や

指で圧迫して止血する。
　　③　止血帯
　　　　手足の止血で，直接・間接圧迫止血ができない（例えば切断など）場合だけ，止血帯

を使う。止血帯をかけた部位から先は，壊死するおそれがあるので，むやみに止血帯を
使わない。

　　　・止血ができたら，それ以上きつく締めない。
　　　・止血帯は，できるだけ幅５センチくらいのものにする。
　　　・傷口から心臓よりに３センチほど健康な皮膚を残した位置で締める。
　　　・止血帯をかけた上は覆わずに，止血時間を書いた札をつける。
　　　・止血帯の締めた方が緩いと静脈のみを止め，動脈を止血できないのでうっ血状態とな
　　　　り，かえって出血を増すので，末端の脈が消失する程度とする。

　⑶　意識不明のとき
　　　意識を失うと，舌根がのどの奥に落ち込んで気道をふさいで，呼吸ができないために死
ぬことが多い。

　　【応急手当】
　　①　気道確保の体位をとる
　　　　下あごを前に突き出して，のどを伸ばす姿勢をとらせる。
　　②　まぶたを閉じさせる
　　　　意識不明でまぶたを開けていると失明することがあるので，閉じさせる。
　　③　嘔吐に注意する
　　　　嘔吐したら，必ず顔を横に向け，吐いたものがのどに落ち込まないようにし，口の中
　　　に入っているものは，指にハンカチなどを巻いて，かき出しておく。
　　【気道確保】（図１－２）
　　　① 気道確保が必要なとき
　　　　・意識不明のとき：　気道確保だけで呼吸が正常になることが多い。
　　　　・呼吸停止のとき：　人工呼吸の前には，必ず気道を確保しないと効果がない。
　　　　・呼吸困難なとき：　気道確保だけで呼吸が正常になることが多い。
　　　② 気道確保の方法
　　　　・仰向けに倒れたとき
　　　　　　一方の手を額に当て，他方の手の人差指と中指の２本をあご先（骨のある硬い部
　　　　　分）に当てて，頭を後ろにのけぞらせ（頭部後屈），あご先を上げる（あご先拳出）。
　　　　・うつ伏せに倒れたとき
　　　　　　片側を起こし（なるべく左側を上に），頭を反らしてあごを上に押し上げ，のど
　　　　　を伸ばす。
　　　　・首の骨（頚椎）を折ったとき
　　　　　　体の向きを変えたり，頭を後ろに動かしてはいけない。下あごを前に押し出すだ
　　　　　けにする。
 

図１－２　気道確保の方法
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(5)  

　⑷　呼吸停止の手当
　　　呼吸が止まると，体中の酸素が不足するために，普通の人はたった 2～ 4分以上そのま
まで経過すれば，心臓が止まり，ついには死亡する。しかも助かっても後遺症を残すこと
も多い。

　　【応急手当】
　　　①　心臓が止まってしまう前に，直ちに胸骨圧迫を開始する。
　　　②　人工呼吸のリズムの間に，脈と瞳孔を調べ，心臓の動きを確かめる。
　　　③　人工呼吸をしながら，顔色を見て，できるだけ保温する。
　　【胸骨圧迫】
　　　脈が止まっていたら，胸骨圧迫をする。胸の真ん中に重ねた両手で両肘を伸ばし胸骨を
約5㎝  押し下げる。１分間に100～120回の速さで圧迫する。人工呼吸２回，胸骨圧迫30回，
同じ要領で繰り返す。

図１－３　人工呼吸法

　　【人工呼吸法】（図１－３）
　　　呼気吹き込み法：　特別な用具がなくても一人ででき，しかも最も効果がある。
　　　①　のどが詰まっていると効果がないので，気道確保の体位をとる。
　　　②　ひたいを押さえていた手をずらし，指で傷病者の鼻をつまみ，深く息を吸い，自分
　　　　の口を大きく開ける。
　　　③　傷病者の口の周りに自分の口をかぶせ，傷病者の胸が軽くふくらむまで息を吹き込
　　　　む。（傷病者の口を閉じさせて，鼻に息を吹き込んでもよい。）
　　　④　いったん口を離し，同じ要領でもう 1回吹き込む。吹きこみは 2回までとし，すぐ
　　　　に胸骨圧迫に進む。
　　　　・他人に呼気吹き込み法を行うときは，ハンカチなどを口に当ててもよい。
　　　　・口対口人工呼吸がためらわれる場合は人口呼吸を省略してすぐ胸骨圧迫でもよい。
 

 4.  4　火傷の処理
　火傷は，小さいものでも痛みがひどく，ショックを起こしやすいので，気をつける必要がある。
　【応急手当】
　　第１度火傷　（皮膚が赤みを帯びてヒリヒリ痛む程度）
　　　①　きれいなタオルなどを当て，水道水で痛みがなくなるまで冷やす。（10 分以上）
　　第２度火傷　（水泡が生じる程度）
　　　①　きれいなタオルなどを当て，水道水で痛みがなくなるまで冷やす。
　　　②　消毒ガーゼを当てて，ドーナツ包帯をする。（水ぶくれがつぶれないようにする）
　　　③　包帯をして医師（外科）へ
　　第３度火傷　（更に進んで黒褐色となり組織が死滅する程度）
　　　①　きれいなタオルなどを当て，水道水で痛みがなくなるまで冷やす。
　　　②　包帯をして医師（外科）へ（たとえ小さい火傷でも必ず医師へ）
　　　　　第２度，第３度火傷は，熱傷部位へ家庭薬等を塗布せず医師へ罹る。
　　広範囲（体の 20％以上）の火傷
　　　①　衣類は着たまま，上から水をかけて冷やす。
　　　②　痛みがとれたら衣類を脱がせ，冷水に浸したタオル，シーツなどで冷やし続ける。
　　　③　衣類が皮膚にくっついているときは，その部分を残して衣類を切り取る。
　　　④　体は毛布等で保温しながら，火傷の部分を冷やし続け，急いで医師（総合病院）へ
　　　⑤　飲み物を欲しがっても，医師の許可があるまで，決して飲ませない。くちびるを濡
　　　　らす程度ならよい。（煙や熱風を吸い込んだ場合，のどや気管が火傷する場合がある）

 4.  5　骨折・捻挫
　⑴　骨折
　　　患者はなるべく動かさないで，その場で応急手当をすること。動かすときは必ず副木で
固定してから。

　　【応急手当】
　　　・骨折の部分を，副木で固定し，安静にするとともに，付近の関節も動かないようにする。
　　　・出血が多量のときは止血し，消毒したガーゼで覆う。
　　　・仰向けに寝かせるが，腕の骨折の場合は座らせる。（三角布で良肢位に固定）
　　　・保温する。（出血と強い痛みが重なってショック症状を起こすことが多いので，注意
　　　　する。）
　　【固定法】
　　　・副木には，骨折部分の上下の関節を固定できる長さのものを使う。
　　　・副木の上に，柔らかい布，タオル，綿などをのせる。
　　　・一人は骨折部を動かさないようにしっかりと持ち，もう一人は三角巾や手ぬぐいなど

を使って，きつすぎないように副木を固定する。
　　　・出血やはれのために血行障害を起こすことがあるので，30 分おきぐらいにしまり具

合を調べる。
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　⑸　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の利用
　　　以下は，心室細動の傷病者に対しての，「心肺蘇生法の指針 2015（市民用）」対応によ
るAEDを用いた救命の手順である。AEDを使用する前に，①～⑤の処置を行う。

　　①　意識の確認
　　　　『大丈夫ですか』など，３回呼びかける。肩（鎖骨のあたり）を叩き，反応を確認する。
　　②　救急車，AEDの依頼
　　　　『誰か，来て下さい！』と，大きな声で応援を呼び，周りの人に『119 番で救急車の
　　　手配をお願いします』　『AEDを持って来て下さい』と依頼する。
　　③　呼吸の確認
　　　　胸部および腹部の動きを全体的に 10 秒以内で普段どおりの呼吸をしているか胸部の

上下運動，呼吸音を観察する。観察は上からでは分かりにくいため，横からも観察する。
　　　普段どおりの呼吸であるか確認をする。（5～ 10 秒以内）
　　④　胸骨圧迫
　　　１）服を脱がせ，胸の真ん中に手のひらの付け根を置く。
　　　２）１分間に 100 ～ 120 回のリズムでたえまなく胸骨圧迫を行う。
　　　　　（約５cmの深さで圧迫）
　　　３）胸骨圧迫を救急車が来るまでたえまなく行う。
　　⑤　AEDが到着しだい，AEDを使用
　　　１）AEDの電源を入れる
　　　　　カバーを外すと電源が入るタイプもある。
　　　２）電極パッドを貼る
　　　　　右の鎖骨の下と左の脇腹に電極パッドを貼る。自動的に心電図の解析を行うので，

あとは器械（AED）の音声の指示に従って処置する。
　　　３）電気ショックが必要な場合は，放電ボタンを押す
　　　　　誰も体に触れていないことを確認し，放電ボタンを押す。
　　　　　電気ショックが不要な場合は，『ショックは不要です』と器械から音声が流れる。
　　　　　必要であれば，救急隊が来るまで胸骨圧迫を続ける。
　　　　　普段どおりの呼吸が戻った場合は，身体を横向きにして救急隊員の到着を待つ。
　　　　　（電極パッドは付けたままにして置く。）
　　　　※人工呼吸を行う場合は、胸骨圧迫 30 回に対して 2回息を吹き込む。フェイスシー

　ルドなどの感染防止器具がない場合は、人工呼吸を省略してもよい。

回　復　体　位

　■AED（自動体外式除細動器）設置場所　岡山キャンパス（7ページ参照）、今治キャンパ
　　ス（14 ページ参照）

　⑹　傷病者の扱い方
　　　安静と保温が最も大切である。
　　①　寝かせる（体位を決める）
　　　・意識のあるとき　
　　　　　普通の顔色：　水平に
　　　　　顔色が青い：　足を高く（10 ～ 30 センチ）
　　　　　顔色が赤い：　頭を高く（肩から自然に）
　　　・意識のないとき
　　　　　うつ伏せに倒れたとき：　片側（なるべく左を上に）をそっと起こし，体を横向き
　　　　　　　　　　　　　　　　　として頭を反らし，のどを伸ばして気道確保をする。
　　　　　仰向けに倒れたとき：　背中に 20 ～ 30 センチの当て物を差し込み気道確保する。
　　　　　　　　　　　　　　　　（図１－２気道確保の方法を参照）。
　　②　保温する
　　　・傷病者は，たいていの場合寒気を感じる。体温を奪われると容態が悪くなるので，必

ず毛布やシート，衣類などで保温する必要がある。
　　③　安静にする
　　　・周囲が取り乱したり騒いだりすると，心理的なショックを与えることがあるので注意

する。
　　　・傷病者には，できるだけ傷や血液や吐いたものなどを見せない。
　　　・傷病者にはできるだけ，力づけるような言葉や気遣いを示す。

 4.  3　外傷性ショック（大出血，火傷，骨折などによる）
　　ショック状態では，出血，寒さ，暑さ，痛みなどのために，血管に流れる血液量が不足し，
やがて体の重要な器官や脳にも十分な血液が行かなくなり，場合によっては，ショック状態
になっただけで死に至るときがある。
　【ショック症状】
　　1　顔色が青白くなる　　　　　　　2　寒気がする
　　3　冷や汗が出る　　　　　　　　　4　脈が乱れる（弱く，速くなる）
　　5　嘔吐，吐き気がある　　　　　　6　生あくびが出る
　　7　意識がぼんやりして，次第に意識不明になる
　　　ショック状態を避けるには…
　　1　止血する　　　　　　　　　2　痛みを和らげる
　　3　保温する　　　　　　　　　4　足を高くして安静にする
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　⑸　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の利用
　　　以下は，心室細動の傷病者に対しての，「心肺蘇生法の指針 2015（市民用）」対応によ
るAEDを用いた救命の手順である。AEDを使用する前に，①～⑤の処置を行う。

　　①　意識の確認
　　　　『大丈夫ですか』など，３回呼びかける。肩（鎖骨のあたり）を叩き，反応を確認する。
　　②　救急車，AEDの依頼
　　　　『誰か，来て下さい！』と，大きな声で応援を呼び，周りの人に『119 番で救急車の
　　　手配をお願いします』　『AEDを持って来て下さい』と依頼する。
　　③　呼吸の確認
　　　　胸部および腹部の動きを全体的に 10 秒以内で普段どおりの呼吸をしているか胸部の

上下運動，呼吸音を観察する。観察は上からでは分かりにくいため，横からも観察する。
　　　普段どおりの呼吸であるか確認をする。（5～ 10 秒以内）
　　④　胸骨圧迫
　　　１）服を脱がせ，胸の真ん中に手のひらの付け根を置く。
　　　２）１分間に 100 ～ 120 回のリズムでたえまなく胸骨圧迫を行う。
　　　　　（約５cmの深さで圧迫）
　　　３）胸骨圧迫を救急車が来るまでたえまなく行う。
　　⑤　AEDが到着しだい，AEDを使用
　　　１）AEDの電源を入れる
　　　　　カバーを外すと電源が入るタイプもある。
　　　２）電極パッドを貼る
　　　　　右の鎖骨の下と左の脇腹に電極パッドを貼る。自動的に心電図の解析を行うので，

あとは器械（AED）の音声の指示に従って処置する。
　　　３）電気ショックが必要な場合は，放電ボタンを押す
　　　　　誰も体に触れていないことを確認し，放電ボタンを押す。
　　　　　電気ショックが不要な場合は，『ショックは不要です』と器械から音声が流れる。
　　　　　必要であれば，救急隊が来るまで胸骨圧迫を続ける。
　　　　　普段どおりの呼吸が戻った場合は，身体を横向きにして救急隊員の到着を待つ。
　　　　　（電極パッドは付けたままにして置く。）
　　　　※人工呼吸を行う場合は、胸骨圧迫 30 回に対して 2回息を吹き込む。フェイスシー

　ルドなどの感染防止器具がない場合は、人工呼吸を省略してもよい。

回　復　体　位

　■AED（自動体外式除細動器）設置場所　岡山キャンパス（7ページ参照）、今治キャンパ
　　ス（14 ページ参照）

　⑹　傷病者の扱い方
　　　安静と保温が最も大切である。
　　①　寝かせる（体位を決める）
　　　・意識のあるとき　
　　　　　普通の顔色：　水平に
　　　　　顔色が青い：　足を高く（10 ～ 30 センチ）
　　　　　顔色が赤い：　頭を高く（肩から自然に）
　　　・意識のないとき
　　　　　うつ伏せに倒れたとき：　片側（なるべく左を上に）をそっと起こし，体を横向き
　　　　　　　　　　　　　　　　　として頭を反らし，のどを伸ばして気道確保をする。
　　　　　仰向けに倒れたとき：　背中に 20 ～ 30 センチの当て物を差し込み気道確保する。
　　　　　　　　　　　　　　　　（図１－２気道確保の方法を参照）。
　　②　保温する
　　　・傷病者は，たいていの場合寒気を感じる。体温を奪われると容態が悪くなるので，必

ず毛布やシート，衣類などで保温する必要がある。
　　③　安静にする
　　　・周囲が取り乱したり騒いだりすると，心理的なショックを与えることがあるので注意

する。
　　　・傷病者には，できるだけ傷や血液や吐いたものなどを見せない。
　　　・傷病者にはできるだけ，力づけるような言葉や気遣いを示す。

 4.  3　外傷性ショック（大出血，火傷，骨折などによる）
　　ショック状態では，出血，寒さ，暑さ，痛みなどのために，血管に流れる血液量が不足し，
やがて体の重要な器官や脳にも十分な血液が行かなくなり，場合によっては，ショック状態
になっただけで死に至るときがある。
　【ショック症状】
　　1　顔色が青白くなる　　　　　　　2　寒気がする
　　3　冷や汗が出る　　　　　　　　　4　脈が乱れる（弱く，速くなる）
　　5　嘔吐，吐き気がある　　　　　　6　生あくびが出る
　　7　意識がぼんやりして，次第に意識不明になる
　　　ショック状態を避けるには…
　　1　止血する　　　　　　　　　2　痛みを和らげる
　　3　保温する　　　　　　　　　4　足を高くして安静にする
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　⑷　呼吸停止の手当
　　　呼吸が止まると，体中の酸素が不足するために，普通の人はたった 2～ 4分以上そのま
まで経過すれば，心臓が止まり，ついには死亡する。しかも助かっても後遺症を残すこと
も多い。

　　【応急手当】
　　　①　心臓が止まってしまう前に，直ちに胸骨圧迫を開始する。
　　　②　人工呼吸のリズムの間に，脈と瞳孔を調べ，心臓の動きを確かめる。
　　　③　人工呼吸をしながら，顔色を見て，できるだけ保温する。
　　【胸骨圧迫】
　　　脈が止まっていたら，胸骨圧迫をする。胸の真ん中に重ねた両手で両肘を伸ばし胸骨を
約5㎝  押し下げる。１分間に100～120回の速さで圧迫する。人工呼吸２回，胸骨圧迫30回，
同じ要領で繰り返す。

図１－３　人工呼吸法

　　【人工呼吸法】（図１－３）
　　　呼気吹き込み法：　特別な用具がなくても一人ででき，しかも最も効果がある。
　　　①　のどが詰まっていると効果がないので，気道確保の体位をとる。
　　　②　ひたいを押さえていた手をずらし，指で傷病者の鼻をつまみ，深く息を吸い，自分
　　　　の口を大きく開ける。
　　　③　傷病者の口の周りに自分の口をかぶせ，傷病者の胸が軽くふくらむまで息を吹き込
　　　　む。（傷病者の口を閉じさせて，鼻に息を吹き込んでもよい。）
　　　④　いったん口を離し，同じ要領でもう 1回吹き込む。吹きこみは 2回までとし，すぐ
　　　　に胸骨圧迫に進む。
　　　　・他人に呼気吹き込み法を行うときは，ハンカチなどを口に当ててもよい。
　　　　・口対口人工呼吸がためらわれる場合は人口呼吸を省略してすぐ胸骨圧迫でもよい。
 

 4.  4　火傷の処理
　火傷は，小さいものでも痛みがひどく，ショックを起こしやすいので，気をつける必要がある。
　【応急手当】
　　第１度火傷　（皮膚が赤みを帯びてヒリヒリ痛む程度）
　　　①　きれいなタオルなどを当て，水道水で痛みがなくなるまで冷やす。（10 分以上）
　　第２度火傷　（水泡が生じる程度）
　　　①　きれいなタオルなどを当て，水道水で痛みがなくなるまで冷やす。
　　　②　消毒ガーゼを当てて，ドーナツ包帯をする。（水ぶくれがつぶれないようにする）
　　　③　包帯をして医師（外科）へ
　　第３度火傷　（更に進んで黒褐色となり組織が死滅する程度）
　　　①　きれいなタオルなどを当て，水道水で痛みがなくなるまで冷やす。
　　　②　包帯をして医師（外科）へ（たとえ小さい火傷でも必ず医師へ）
　　　　　第２度，第３度火傷は，熱傷部位へ家庭薬等を塗布せず医師へ罹る。
　　広範囲（体の 20％以上）の火傷
　　　①　衣類は着たまま，上から水をかけて冷やす。
　　　②　痛みがとれたら衣類を脱がせ，冷水に浸したタオル，シーツなどで冷やし続ける。
　　　③　衣類が皮膚にくっついているときは，その部分を残して衣類を切り取る。
　　　④　体は毛布等で保温しながら，火傷の部分を冷やし続け，急いで医師（総合病院）へ
　　　⑤　飲み物を欲しがっても，医師の許可があるまで，決して飲ませない。くちびるを濡
　　　　らす程度ならよい。（煙や熱風を吸い込んだ場合，のどや気管が火傷する場合がある）

 4.  5　骨折・捻挫
　⑴　骨折
　　　患者はなるべく動かさないで，その場で応急手当をすること。動かすときは必ず副木で
固定してから。

　　【応急手当】
　　　・骨折の部分を，副木で固定し，安静にするとともに，付近の関節も動かないようにする。
　　　・出血が多量のときは止血し，消毒したガーゼで覆う。
　　　・仰向けに寝かせるが，腕の骨折の場合は座らせる。（三角布で良肢位に固定）
　　　・保温する。（出血と強い痛みが重なってショック症状を起こすことが多いので，注意
　　　　する。）
　　【固定法】
　　　・副木には，骨折部分の上下の関節を固定できる長さのものを使う。
　　　・副木の上に，柔らかい布，タオル，綿などをのせる。
　　　・一人は骨折部を動かさないようにしっかりと持ち，もう一人は三角巾や手ぬぐいなど

を使って，きつすぎないように副木を固定する。
　　　・出血やはれのために血行障害を起こすことがあるので，30 分おきぐらいにしまり具

合を調べる。
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　⑵　捻挫，脱臼
　　　冷湿布や氷嚢で冷やし，副木，弾力包帯等で患部を固定すること。はれがくる場合は，
原則として医者にかかること。脱臼の場合は，専門医（外科）の治療が必要である。

 4.  6　感電の処置
　　スイッチや電源を切って直ぐ電流を止めること。止められないときは，救助者が感電しな
いよう，乾いた棒，布，不良導体の手袋等を用いて感電から引き離すようにする。電気の流
れを傷病者から切離すまでは，救助者は傷病者に触れてはいけない。呼吸停止あるいは呼吸
がないときは，胸骨圧迫人工呼吸をしながら救急車を呼ぶ。
　　傷の処置は，火傷の時と同じで，保温，安静にする。

 4.  7　薬品・その他の応急処置
　　薬品による障害だけでなく，重態になった患者は，医者に任せるまでは安静と保温が大切
である。腕や腹を圧迫しないように衣服を緩め，寒くないように十分に保温する。あまり重
い症状のように見えなくても，少なくとも数時間は安静が必要である。強酸，アルカリ，殺
虫剤，漂白剤は吐かせてはいけない。（吐物・薬品は病院へ持参する）

　⑴　皮膚についた時
　　　速やかに大量の清潔な冷水で 15 分以上洗浄する。局部をこすってはならない。濃硫酸
等水によって発熱するものは，はじめに乾いた布，紙，ティッシュペーパー等でできるだ
け早くその大部分を拭きとった後，大量の水で一挙に洗い流すようにする。

　　　酸やアルカリは，皮膚のひだや毛髪の間に残ることが多いので，酸なら炭酸水素ナトリ
ウムあるいは炭酸ナトリウム等の弱アルカリの水溶液，アルカリなら２～３％の酢酸やレ
モン汁で中和しておくとよい。

　⑵　目に入った時
　　　素早く大量の水で洗う。特にアルカリは眼球を腐蝕するので，よく水洗いしてすぐに医
者にかかるようにする。

　　　洗眼には，噴射式の洗眼装置が良いが，ない場合は清潔な水をオーバーフローさせた洗
面器に顔を反復して入れ，はじめは目を閉じたまま後に眼を水中で開閉して洗眼する。蛇
口につないだゴム管からの緩やかな水流を用いてもよい。

　　　水圧が強いと顔についている酸等を眼に圧入したり，腐蝕された皮膚表面をはぎとるこ
とになるので注意する。

　　　中和剤は適用しない。洗眼を終わったら厚めのガーゼ湿布をあて。眼帯等で固定し，な
るべく早く眼科医の処置をうける。

　　・紫外線・レーザー光線を直視したり誤って眼に入った時は眼科医を受診する。
　　　（眼の水晶体を傷つけ重大な事態を引起すことがある。紫外線用保護眼鏡等着用する）

　　　救急措置は，一般方法と同じであるが，洗浄には，合成洗剤と水を用いるとよい。後遺
症が残ることがあるので注意が必要である。

　⒀　酸素欠乏
　　　短時間で致命的な状態になるので，速やかに新鮮な空気中に搬出する。救助者が道連れ
にならないように酸素呼吸，命綱等を用いる。防毒マスクは無効である。
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　⑶　吸引した時
　　　患者を直ちに新鮮な空気の場所に移す。汚染衣服は取り除き皮膚を洗浄し，保温安静に
する。顔が青白く唇や爪が紫色になった場合や，呼吸器を刺激するガスを吸引したときは，
酸素吸入や人工呼吸が必要である。なお，救助者は，不用意に無防備に汚染環境に飛び込
まない。

　　　酸ミスト，塩素ガス等の濃厚曝露では，気管粘膜ばかりだけでなく肺胞も損傷し，気管
支炎，肺炎，肺水腫（血しょうが肺に侵出）を引き起こし，呼吸困難に陥ることとなる。ショッ
クを起こすこともあるので医者の治療が必要である。

　⑷　飲み込んだ時
　　　大量の水又は牛乳を飲ませ，嘔吐させる。胃，食道の損傷は数分で死を招くことがある
ので，処置は寸刻を争う。与える水は飲んだ薬の約 100 倍必要である。酸に対しては生卵，
アルカリに対しては，果汁，酸等も使える。指でのどを刺激したりして吐かせても良いが，
意識がないときは窒息するおそれがあるので，何もしないで早急に医師を呼ぶ必要がある。
保温，安静にし，ショックや呼吸麻痺に注意する。

 4.  8　各薬品に対する処置
　⑴　シアン化水素・シアン化合物
　　　特に，迅速な処置が必要である。
　　　新鮮な空気中に搬出し，意識があれば亜硝酸アミルを５分おきに３分間吸入させ，最高
血圧が 80mmHg になったらやめる。この処置は数分以内にとらなければならない。呼吸
停止には 100％酸素による人工呼吸を要する。シアン化水素は経皮吸収されるから石けん
と水で洗い，患者の保温に注意すること。亜硝酸アミルによるショックもあるので速やか
に医師を呼ぶようにすることが大切である。

　⑵　ハロゲンガス
　　　新鮮な空気のところに移し，安静に保つ。臭素ガスを吸引したときは，希アンモニア水
をしませた脱脂綿を短時間ずつかがせる。塩素ガスの場合は，アルコール，エーテル等量
混液を用いて行う。

　⑶　一酸化炭素
　　　新鮮な空気中に搬出し（患者を歩かせてはいけない）安静と保温に注意する。発熱に対
しては冷却する。５％二酸化炭素添加の酸素の吸入がよい。

　　　重症者は，30 分以内に２L以上の交換輸血が効果があるので，早急に医師と血液の手
配をする。意識回復後は，２～３時間絶対安静，数日は休養が必要である。

　⑷　アンモニアガス
　　　直ちに新鮮な空気のところに移し，酸素吸入を行う。

　　　目に入った場合は，寝かせて少なくとも５分間角膜を洗浄したあとで酢酸かホウ酸の希
薄水で洗う。

　⑸　フェノール類
　　　皮膚はその臭気がなくなるまで，アルコールで洗い落とし，次いで，石けん及び水で洗
う。付着した衣類は脱ぐ。

　　　飲み込んだら，水道水，牛乳又は活性炭をあたえて吸収を遅らせ，次に吐かせる。

　⑹　メタノール
　　　１～２％炭酸水素ナトリウム水溶液で十分に胃洗浄する。アシドーシスを防ぐために，
炭酸水素ナトリウムを２～３時間毎に５～ 15 ｇずつ経口に与える。

　⑺　フッ化水素
　　　皮膚を激しく腐蝕するので30分間水で洗浄後，マグネシア泥膏（酸化マグネシウム20ｇ，
グリセリン 80 ｇ）でおおい，乾いた包帯をする。

　⑻　二酸化窒素
　　　曝露後かなり遅れて突然発症する。呼吸器障害が軽度でも酸素吸入を行うこと。肺水腫
を主症状とする口，鼻，眼の粘膜，皮膚を１％重曹水で洗浄する。

　⑼　硫化水素
　　　５％二酸化炭素を添加した酸素の吸入が有効とされる。眼については，洗眼と損傷結膜
感染防止が必要である。

　⑽　ホスゲン
　　　重症の肺水腫を起こすので，汚染衣服を除き，２％炭酸水素ナトリウム水溶液で洗うこ
と。酸素吸入はできるだけ早く始める。２０％アルコールをくぐらせた酸素吸入は呼吸困
難を緩和する。

　⑾　黄リン
　　　治癒困難な第２度または第３度の火傷を生じやすい。水中か大量の流水で洗い流す。火
傷には５％炭酸水素ナトリウム水溶液を注ぎ，次いで５％硫酸銅液で洗浄しリンを固定し
てピンセットでとる。但し，無理にはがさないこと。

　⑿　有機溶媒
　　　危険な急性中毒は低沸点溶剤によって起こりやすく，呼吸器からの侵入による中毒が主
だが，経皮呼吸もある。一般に麻酔作用があり重傷の場合は意識障害，呼吸中枢麻痺を起
こし，回復時には狂暴になることがある。
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　⑶　吸引した時
　　　患者を直ちに新鮮な空気の場所に移す。汚染衣服は取り除き皮膚を洗浄し，保温安静に
する。顔が青白く唇や爪が紫色になった場合や，呼吸器を刺激するガスを吸引したときは，
酸素吸入や人工呼吸が必要である。なお，救助者は，不用意に無防備に汚染環境に飛び込
まない。

　　　酸ミスト，塩素ガス等の濃厚曝露では，気管粘膜ばかりだけでなく肺胞も損傷し，気管
支炎，肺炎，肺水腫（血しょうが肺に侵出）を引き起こし，呼吸困難に陥ることとなる。ショッ
クを起こすこともあるので医者の治療が必要である。

　⑷　飲み込んだ時
　　　大量の水又は牛乳を飲ませ，嘔吐させる。胃，食道の損傷は数分で死を招くことがある
ので，処置は寸刻を争う。与える水は飲んだ薬の約 100 倍必要である。酸に対しては生卵，
アルカリに対しては，果汁，酸等も使える。指でのどを刺激したりして吐かせても良いが，
意識がないときは窒息するおそれがあるので，何もしないで早急に医師を呼ぶ必要がある。
保温，安静にし，ショックや呼吸麻痺に注意する。

 4.  8　各薬品に対する処置
　⑴　シアン化水素・シアン化合物
　　　特に，迅速な処置が必要である。
　　　新鮮な空気中に搬出し，意識があれば亜硝酸アミルを５分おきに３分間吸入させ，最高
血圧が 80mmHg になったらやめる。この処置は数分以内にとらなければならない。呼吸
停止には 100％酸素による人工呼吸を要する。シアン化水素は経皮吸収されるから石けん
と水で洗い，患者の保温に注意すること。亜硝酸アミルによるショックもあるので速やか
に医師を呼ぶようにすることが大切である。

　⑵　ハロゲンガス
　　　新鮮な空気のところに移し，安静に保つ。臭素ガスを吸引したときは，希アンモニア水
をしませた脱脂綿を短時間ずつかがせる。塩素ガスの場合は，アルコール，エーテル等量
混液を用いて行う。

　⑶　一酸化炭素
　　　新鮮な空気中に搬出し（患者を歩かせてはいけない）安静と保温に注意する。発熱に対
しては冷却する。５％二酸化炭素添加の酸素の吸入がよい。

　　　重症者は，30 分以内に２L以上の交換輸血が効果があるので，早急に医師と血液の手
配をする。意識回復後は，２～３時間絶対安静，数日は休養が必要である。

　⑷　アンモニアガス
　　　直ちに新鮮な空気のところに移し，酸素吸入を行う。

　　　目に入った場合は，寝かせて少なくとも５分間角膜を洗浄したあとで酢酸かホウ酸の希
薄水で洗う。

　⑸　フェノール類
　　　皮膚はその臭気がなくなるまで，アルコールで洗い落とし，次いで，石けん及び水で洗
う。付着した衣類は脱ぐ。

　　　飲み込んだら，水道水，牛乳又は活性炭をあたえて吸収を遅らせ，次に吐かせる。

　⑹　メタノール
　　　１～２％炭酸水素ナトリウム水溶液で十分に胃洗浄する。アシドーシスを防ぐために，
炭酸水素ナトリウムを２～３時間毎に５～ 15 ｇずつ経口に与える。

　⑺　フッ化水素
　　　皮膚を激しく腐蝕するので30分間水で洗浄後，マグネシア泥膏（酸化マグネシウム20ｇ，
グリセリン 80 ｇ）でおおい，乾いた包帯をする。

　⑻　二酸化窒素
　　　曝露後かなり遅れて突然発症する。呼吸器障害が軽度でも酸素吸入を行うこと。肺水腫
を主症状とする口，鼻，眼の粘膜，皮膚を１％重曹水で洗浄する。

　⑼　硫化水素
　　　５％二酸化炭素を添加した酸素の吸入が有効とされる。眼については，洗眼と損傷結膜
感染防止が必要である。

　⑽　ホスゲン
　　　重症の肺水腫を起こすので，汚染衣服を除き，２％炭酸水素ナトリウム水溶液で洗うこ
と。酸素吸入はできるだけ早く始める。２０％アルコールをくぐらせた酸素吸入は呼吸困
難を緩和する。

　⑾　黄リン
　　　治癒困難な第２度または第３度の火傷を生じやすい。水中か大量の流水で洗い流す。火
傷には５％炭酸水素ナトリウム水溶液を注ぎ，次いで５％硫酸銅液で洗浄しリンを固定し
てピンセットでとる。但し，無理にはがさないこと。

　⑿　有機溶媒
　　　危険な急性中毒は低沸点溶剤によって起こりやすく，呼吸器からの侵入による中毒が主
だが，経皮呼吸もある。一般に麻酔作用があり重傷の場合は意識障害，呼吸中枢麻痺を起
こし，回復時には狂暴になることがある。
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　⑵　捻挫，脱臼
　　　冷湿布や氷嚢で冷やし，副木，弾力包帯等で患部を固定すること。はれがくる場合は，
原則として医者にかかること。脱臼の場合は，専門医（外科）の治療が必要である。

 4.  6　感電の処置
　　スイッチや電源を切って直ぐ電流を止めること。止められないときは，救助者が感電しな
いよう，乾いた棒，布，不良導体の手袋等を用いて感電から引き離すようにする。電気の流
れを傷病者から切離すまでは，救助者は傷病者に触れてはいけない。呼吸停止あるいは呼吸
がないときは，胸骨圧迫人工呼吸をしながら救急車を呼ぶ。
　　傷の処置は，火傷の時と同じで，保温，安静にする。

 4.  7　薬品・その他の応急処置
　　薬品による障害だけでなく，重態になった患者は，医者に任せるまでは安静と保温が大切
である。腕や腹を圧迫しないように衣服を緩め，寒くないように十分に保温する。あまり重
い症状のように見えなくても，少なくとも数時間は安静が必要である。強酸，アルカリ，殺
虫剤，漂白剤は吐かせてはいけない。（吐物・薬品は病院へ持参する）

　⑴　皮膚についた時
　　　速やかに大量の清潔な冷水で 15 分以上洗浄する。局部をこすってはならない。濃硫酸
等水によって発熱するものは，はじめに乾いた布，紙，ティッシュペーパー等でできるだ
け早くその大部分を拭きとった後，大量の水で一挙に洗い流すようにする。

　　　酸やアルカリは，皮膚のひだや毛髪の間に残ることが多いので，酸なら炭酸水素ナトリ
ウムあるいは炭酸ナトリウム等の弱アルカリの水溶液，アルカリなら２～３％の酢酸やレ
モン汁で中和しておくとよい。

　⑵　目に入った時
　　　素早く大量の水で洗う。特にアルカリは眼球を腐蝕するので，よく水洗いしてすぐに医
者にかかるようにする。

　　　洗眼には，噴射式の洗眼装置が良いが，ない場合は清潔な水をオーバーフローさせた洗
面器に顔を反復して入れ，はじめは目を閉じたまま後に眼を水中で開閉して洗眼する。蛇
口につないだゴム管からの緩やかな水流を用いてもよい。

　　　水圧が強いと顔についている酸等を眼に圧入したり，腐蝕された皮膚表面をはぎとるこ
とになるので注意する。

　　　中和剤は適用しない。洗眼を終わったら厚めのガーゼ湿布をあて。眼帯等で固定し，な
るべく早く眼科医の処置をうける。

　　・紫外線・レーザー光線を直視したり誤って眼に入った時は眼科医を受診する。
　　　（眼の水晶体を傷つけ重大な事態を引起すことがある。紫外線用保護眼鏡等着用する）

　　　救急措置は，一般方法と同じであるが，洗浄には，合成洗剤と水を用いるとよい。後遺
症が残ることがあるので注意が必要である。

　⒀　酸素欠乏
　　　短時間で致命的な状態になるので，速やかに新鮮な空気中に搬出する。救助者が道連れ
にならないように酸素呼吸，命綱等を用いる。防毒マスクは無効である。
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第 2節　高圧ガスの安全な利用

 2.  1　規程

。

 2.  3　液体窒素の安全な利用

(6) 容器再検査

　容器（ボンベ）は高圧ガス保安法で、容器の種類や製造年月日によって決まった期間ごとに、

気密試験、耐熱性能試験などの再検査が義務付けられている。容器自体を研究室で購入した場合

でも、決められた期間ごとに上記再検査に出さなければならない。
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第 2節　高圧ガスの安全な利用

 2.  1　規程

。

 2.  3　液体窒素の安全な利用

(6) 容器再検査

　容器（ボンベ）は高圧ガス保安法で、容器の種類や製造年月日によって決まった期間ごとに、

気密試験、耐熱性能試験などの再検査が義務付けられている。容器自体を研究室で購入した場合

でも、決められた期間ごとに上記再検査に出さなければならない。
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第 3節　工作機械の安全な利用（岡山キャンパス）

 1.  1　一般的な注意事項
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・　保護カバー（アクリル板）より先に指を入れてはいけない。

 33 

(9)  
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(11)  

 33 
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(11)  

・　工作物に切断カッターを当てたままスイッチを入れたり、急激な切り込みをしない。

　　（カッターの破損の原因となる）

・　カッターの交換は担当の職員が行う。

 2.  3　注意事項

　　実験責任教員は，実験担当者に対して本手引に則した安全教育を行い，実験作業が安全か
つ円滑に行われるように指導を行う。実験担当者は，本手引の内容を十分理解し，実験室の
安全確保に努めるものとする。
　（1）基本事項
　　・実験責任教員は実験担当者の安全に対して責任を持ち，実験の作業内容や安全性を把握

して，適切な人員配置を行う。
　　・実験担当者は，床面の清掃を行うなど実験室内での整理整頓を行い，良好な実験環境を

整える。
　　・危険を伴う実験作業中は，実験責任教員あるいは構造分野教員が必ず立ち会う。

　（2）使用時間
　　　実験室の使用時間は，実験責任教員が安全性を確保できるように適切に定める。実験責
任教員は，無理のない作業工程及び作業日程を計画することに責任を持つ。

　（3）服装
　　・だぶつきやほころびがあれば，機械に巻き込まれやすいため，実験作業に適した衣服を

着用する。
　　・実験室内に入る際は，安全確保に必要な靴を着用する。
　　・作業内容および作業領域に見合った保護具（ヘルメット，安全靴，手袋，安全帯※1，保

護メガネ等）を着用する。
　　※ 1：高さ 2m以上で作業する場合は手摺を設ける。手摺がない場合は親綱を張り安全帯
　　　を使用する。

　（4）載荷
　　・試験機およびジャッキ等の載荷装置の操作に関しては，操作に習熟した者の指導を受け

る。
　　・実験担当責任者は，常に，載荷装置が暴走した場合の安全策を講じる。

　（5）エ具，エ作機械，試験機等
　　　実験室内の工具，工作機械，試験機，アクチュエータ，ジャッキ等の機器を使用する場
合は，実験室管理者の許可を受け，管理者の指導のもとに行う。

　（6）玉掛け
　　　玉掛け作業は，有資格者が資格の範囲で行うものとする。
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第 4節　建築学科構造実験室利用の安全対策（岡山キャンパス）
 2.  1　はじめに

　（1）目的
　　　本節は，岡山理科大学工学部建築学科構造実験室（以下，実験室）における安全管理に
必要な事項を定め，安全で快適な研究・教育環境の確立と維持を図り，実験研究における
安全意識の向上，事故防止を図ることを目的とする。

　（2）用語
　　本節の主な用語は，以下の通りとする。
　　・実験室：　　　　　岡山理科大学工学部建築学科構造実験室
　　・実験室管理責任者：安全の手引に則った実験室の使用と，手引内容の改善および使用
　　　　　　　　　　　　スケジュール管理に責任をもつ者。原則，構造分野教員の中から選
　　　　　　　　　　　　出する。
　　・実験責任教員：　　実験を安全に実施することに責任をもつ者。当該実験に関係する教
　　　　　　　　　　　　員から選出する
　　・実験担当責任者：　実験担当者の長。担当する実験に関わる作業の安全等に配慮する。
　　・実験担当者：　　　当該実験を研究目的として実験室で実際に作業を行う者
　　　　　　　　　　　　（学内外問わない）

　（3）適用
　　本節に記載する事項は，実験室における実験研究やこれに付随する作業ならびに実験室内
で行う全ての作業に従事する者に適用する。

 2.  2　使用許可

　　以下に示す手続きを経て，実験室管理責任者は実験室の使用許可を出し，最終計画書を保
　管する。
　①実験責任者は，実験及び安全に関する計画書を作成する。
　②実験責任者は，実験実施の安全管理に関する会議において，他の構造分野教員に計画書の
　　内容について意見を聞き，必要に応じて計画書を修正する。
　③構造分野教員は計画書に押印（サインを）し，これを実験室管理責任者に提出する。

物
理
的
要
因

物
理
的
要
因



－48－ －49－

 33 

(9)  

(10)  

(11)  

 33 

(9)  

(10)  

(11)  

 

 34 

(12)  

(13) 

 

(14)  

(10) 

 

 34 

(12)  

(13) 

 

(14)  

 

 34 

(12)  

(13) 

 

(14)  

(11) 

(12) 

 

 34 

(12)  

(13) 

 

(14)  

(13) 

第 4節　建築学科構造実験室利用の安全対策（岡山キャンパス）
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　　　本節は，岡山理科大学工学部建築学科構造実験室（以下，実験室）における安全管理に
必要な事項を定め，安全で快適な研究・教育環境の確立と維持を図り，実験研究における
安全意識の向上，事故防止を図ることを目的とする。
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　　本節の主な用語は，以下の通りとする。
　　・実験室：　　　　　岡山理科大学工学部建築学科構造実験室
　　・実験室管理責任者：安全の手引に則った実験室の使用と，手引内容の改善および使用
　　　　　　　　　　　　スケジュール管理に責任をもつ者。原則，構造分野教員の中から選
　　　　　　　　　　　　出する。
　　・実験責任教員：　　実験を安全に実施することに責任をもつ者。当該実験に関係する教
　　　　　　　　　　　　員から選出する
　　・実験担当責任者：　実験担当者の長。担当する実験に関わる作業の安全等に配慮する。
　　・実験担当者：　　　当該実験を研究目的として実験室で実際に作業を行う者
　　　　　　　　　　　　（学内外問わない）

　（3）適用
　　本節に記載する事項は，実験室における実験研究やこれに付随する作業ならびに実験室内
で行う全ての作業に従事する者に適用する。

 2.  2　使用許可

　　以下に示す手続きを経て，実験室管理責任者は実験室の使用許可を出し，最終計画書を保
　管する。
　①実験責任者は，実験及び安全に関する計画書を作成する。
　②実験責任者は，実験実施の安全管理に関する会議において，他の構造分野教員に計画書の
　　内容について意見を聞き，必要に応じて計画書を修正する。
　③構造分野教員は計画書に押印（サインを）し，これを実験室管理責任者に提出する。
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(11)  

・　工作物に切断カッターを当てたままスイッチを入れたり、急激な切り込みをしない。

　　（カッターの破損の原因となる）

・　カッターの交換は担当の職員が行う。

 2.  3　注意事項

　　実験責任教員は，実験担当者に対して本手引に則した安全教育を行い，実験作業が安全か
つ円滑に行われるように指導を行う。実験担当者は，本手引の内容を十分理解し，実験室の
安全確保に努めるものとする。
　（1）基本事項
　　・実験責任教員は実験担当者の安全に対して責任を持ち，実験の作業内容や安全性を把握

して，適切な人員配置を行う。
　　・実験担当者は，床面の清掃を行うなど実験室内での整理整頓を行い，良好な実験環境を

整える。
　　・危険を伴う実験作業中は，実験責任教員あるいは構造分野教員が必ず立ち会う。

　（2）使用時間
　　　実験室の使用時間は，実験責任教員が安全性を確保できるように適切に定める。実験責
任教員は，無理のない作業工程及び作業日程を計画することに責任を持つ。

　（3）服装
　　・だぶつきやほころびがあれば，機械に巻き込まれやすいため，実験作業に適した衣服を

着用する。
　　・実験室内に入る際は，安全確保に必要な靴を着用する。
　　・作業内容および作業領域に見合った保護具（ヘルメット，安全靴，手袋，安全帯※1，保

護メガネ等）を着用する。
　　※ 1：高さ 2m以上で作業する場合は手摺を設ける。手摺がない場合は親綱を張り安全帯
　　　を使用する。

　（4）載荷
　　・試験機およびジャッキ等の載荷装置の操作に関しては，操作に習熟した者の指導を受け

る。
　　・実験担当責任者は，常に，載荷装置が暴走した場合の安全策を講じる。

　（5）エ具，エ作機械，試験機等
　　　実験室内の工具，工作機械，試験機，アクチュエータ，ジャッキ等の機器を使用する場
合は，実験室管理者の許可を受け，管理者の指導のもとに行う。

　（6）玉掛け
　　　玉掛け作業は，有資格者が資格の範囲で行うものとする。
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　（7）クレーン
　　　クレーンの運転は，有資格者が資格の範囲で行うものとする。

　（8）運搬作業
　　　運搬車を用いる場合は，積荷を正しく積み，安全に配慮して運搬を行う。必要に応じて，
複数人で作業を行う。また，人力による場合は，無理な力がかからないように配慮する。

　（9）PC緊張作業
　　　pc 銅棒および PCより線を緊張する際には，周囲の安全に十分気を配ること。また，
緊張中や緊張後に緊張材が破断することを考慮して，十分な安全対策を講じること。

　（10）高所作業
　　・高所での危険な作業には，足場を架設する。架設が困難であれば命綱を使用する。
　　・高所から落下物，飛来物がないようにする。
　　・架設に関しては，資格を持ったものが資格の範囲で行うこと。
　　・梯子及び脚立は，点検を行い，定められた使用方法に従うこと。

　（11）溶接
　　　溶接を行う場合は，資格を持ったものが資格の範囲で行うこと。

　（12）火気の取り扱い
　　　火気を取り扱う場合は，消火器等の位置および操作を確認すること。使用後は，消火を
確認する。

　（13）電気
　　　電気機器は正しく接続し，決められた使用方法を守る。

　（14）その他
　　・共同作業では，連絡・合図・確認を確実にする。
　　・吊り荷の下は，通らない。また，吊り荷が倒れても安全な場所にいる。逃げ場の無いと

ころには，身をおかない。
　　・作業に必要ないものは片付け，工具の清掃，点検を行う。作業後に床面の清掃を行う。

持ち込んだ私物は退出時に持ち出し，実験室内に放置しない。
　　・安全な通路を確保する。
　　・漏電や感電による電気災害が起きないように，注意する。
　　・化学薬品は，薬品名を明記し，鍵のかかる場所に保管する。使用に関しては，実験責任

教員の指導の下に行う。
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 2.  2　危険物の分類
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ｂ
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　（15）災害発生時の措置
　　災害が発生した場合は直ちに作業を中止し，状況を判断して速やかに必要な連絡を行う。
　　・負傷者がいれば，救護の措置をとる。
　　・安全を確保するための措置を講じる。機器の停止，電源を止めるなどである。
　　・実験責任教員へ速やかに連絡をする。
　　・火災，地震，風水害に関しては，実験室管理者や実験室安全委員と十分連絡を取り，適

切な対応を講じる。
　　・実験室管理責任者は，緊急連絡先を分かりやすい場所に掲示する。

　（16）救急法
　　　救急法は，医師またはこれに順じる者が到着するまでの応急手当である。
　　・実験室管理責任者は，実験室の使用者を対象として救急法に関する注意を周知させる。
　　　また，初歩的な救急法に関して，実験室内の分かりやすい場所に掲示する。
　　・実験室管理責任者は，救急箱を実験室内の 1箇所に設置し，これを維持管理する。

.

a

b

PRTR

.

SDS

水質汚濁防止法

第 3章　化学物質の取扱いについて
第１節　はじめに

第２節　法令の基礎知識
 2.  1　化学物質に関する法令

表３－１
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第 3章　化学物質の取扱いについて
第１節　はじめに

第２節　法令の基礎知識
 2.  1　化学物質に関する法令
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　（7）クレーン
　　　クレーンの運転は，有資格者が資格の範囲で行うものとする。

　（8）運搬作業
　　　運搬車を用いる場合は，積荷を正しく積み，安全に配慮して運搬を行う。必要に応じて，
複数人で作業を行う。また，人力による場合は，無理な力がかからないように配慮する。

　（9）PC緊張作業
　　　pc 銅棒および PCより線を緊張する際には，周囲の安全に十分気を配ること。また，
緊張中や緊張後に緊張材が破断することを考慮して，十分な安全対策を講じること。

　（10）高所作業
　　・高所での危険な作業には，足場を架設する。架設が困難であれば命綱を使用する。
　　・高所から落下物，飛来物がないようにする。
　　・架設に関しては，資格を持ったものが資格の範囲で行うこと。
　　・梯子及び脚立は，点検を行い，定められた使用方法に従うこと。

　（11）溶接
　　　溶接を行う場合は，資格を持ったものが資格の範囲で行うこと。

　（12）火気の取り扱い
　　　火気を取り扱う場合は，消火器等の位置および操作を確認すること。使用後は，消火を
確認する。

　（13）電気
　　　電気機器は正しく接続し，決められた使用方法を守る。

　（14）その他
　　・共同作業では，連絡・合図・確認を確実にする。
　　・吊り荷の下は，通らない。また，吊り荷が倒れても安全な場所にいる。逃げ場の無いと

ころには，身をおかない。
　　・作業に必要ないものは片付け，工具の清掃，点検を行う。作業後に床面の清掃を行う。

持ち込んだ私物は退出時に持ち出し，実験室内に放置しない。
　　・安全な通路を確保する。
　　・漏電や感電による電気災害が起きないように，注意する。
　　・化学薬品は，薬品名を明記し，鍵のかかる場所に保管する。使用に関しては，実験責任

教員の指導の下に行う。
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 2.  2　危険物の分類
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表３－ 2

化
学
物
質

化
学
物
質

.  (PRTR) 

PRTR: Pollutant Release and Transfer Register

. (SDS)

SDS: Safety Data Sheet

SDS

SDS

SDS ( )
1 SDS SDS
2  3  4
5  6  7
8  9  10
11  12  13
14  15  16

SDS CRIS .

SDS PRTR

( ) http://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr_index.html 

http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html 

.  (GHS) 
GHS The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 2003

GHS

 2.  3　化学物質排出移動量届出（PRTR）制度

 2.  4　安全データシート（SDS）

 2.  5　化学品の分類および表示に関する世界調和システム（GHS）

・（独）製品評価技術基盤機構　http://www.nite.go.jp/chem/prtr/prtr.html

・経済産業省　http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/msds/msds.html
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LD50(mg/kg)
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表３－３
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HS

 2 57-2 

第３節　化学物質の入手と保管
 3.  1　試薬の入手

 3.  2　試薬の保管
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 3.  3　試薬の管理

（CRIS） を導入している。 薬品管理システムを新たに導入するまたは廃止

する研究室は水質管理室に届け出る必要がある。

で行っているが、 毒物に限っては、 毒物使用管理台帳と同様、 使用するたびに登録しなければなら

薬品管理システムから必ず出庫登録をする必要があ

大学で定期

　指定数量を超える危険物は、法令で定められた方法により貯蔵所で保管する必要がある。学内で

は、第４類危険物（可燃性液体）の屋内貯蔵所（以下「溶媒倉庫」）が岡山キャンパスではA３号館

西、B７号館東、構造実験室裏に設置され、今治キャンパスでは排水処理施設棟に設置され、各倉

庫に危険物保安監督者が選任されている。複数の危険物が同一場所にあるときは、それぞれの

危険物の指定数量の倍数の和が対象になるので注意が必要である（ヘキサン0.5倍とメタノール

0.5倍で規制対象）。指定数量以下の危険物でも、できるだけ溶媒倉庫で保管するようにする。

　溶媒倉庫は施錠し、関係者以外の出入りをさせないようにする。倉庫内および周辺は火気厳禁

であり、庫内は常に整理や清掃を行い、可燃物などの不要なものを置かないようにする。定期的に

貯蔵量を確認し、届出の指定数量の倍数を超えないようにする。

化
学
物
質

(5)

a)

b)

(6)

a)

化
学
物
質
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(1)

第４節　化学物質の使用

 4.  2　無機試薬

 4.  1　試薬の使用の準備と一般的注意

(2)

 N–N N–O

(3)

(4)
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b)

c)

II II

II

d)

e)

(1)

 4.  3　有機試薬

(1)

(2)

.

. .

ppm 1 kg 1 mg

ppb 1 kg 1 g

(1)

実験室からの廃棄物は実験廃

液類も含めほとんどが産業廃棄物になると心得ておかねばならない。

担当部署に連絡し、指定場所へ搬入、

⑴ 岡山キャンパス

　 「実験排液」と「実験洗浄水」の定義は次のとおりである。

　　　　実験排液　　→　実験で使用した有害物を含む溶液等

　　　　実験洗浄水　→　実験器具の洗浄に用いた有害物を含まない水

　「実験廃液」は実験者が分別収集し研究室単位で水質管理室に搬入する（5.4 ～ 5.5 節参照）。

一方、実験室の流れから排出される「実験洗浄水」は基本的に洗浄水であり、無害になってい

なければならない。排水基準（表３－４参照）はすべて ppm（1㎏の溶液中に 1㎎が溶けている）

レベル以下、ものによっては ppb（1㎏の溶液中に 1μ gが溶けている）レベルである。一人

のミスで排水が汚染されると簡単に排水基準を超え、最悪の場合、岡山キャンパス全体で水の

使用禁止、排水の放流禁止命令がでる。汚染された排水は笹ヶ瀬川・児島湖・瀬戸内海へ流れ、

食物連鎖等により有害物質が蓄積され、我々の体をむしばむ原因を増やすことになるので、微

量であっても有害物質を排水へ流さないことを肝に銘じなければならない。

(1)- ①　岡山キャンパス内の排水経路

　       ・ 実験洗浄水

　　実験洗浄水は東、西の 2系統に分かれて専用排水管経由で集められ、常時モニターされて

　　いる（西モニター：Ｃ８号館脇、東モニター：Ｄ１号館脇）。

廃液は実験洗浄水として放流

し担当部署へ連絡し、指定場所へ搬入

 5.  2　岡山理科大学における廃棄物処理の流れ
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100°C –20°C 40°C

b)

21°C

40 220°C

c)

n-

d)

n-

21°C 70°C

145 270°C

e)

(2)

実験

(3)

TNT AIBN

(4)

(5)

.

第５節　化学物質の廃棄
 5.  1　化学物質を廃棄する上での一般的注意

者本人が廃棄物を無害化処理するのが原則である。

学内の処理施設または外部の廃棄物処理業者に集約処理を依頼することが多い。この場合に

は、実験者が可能な範囲で無害化を行った上で、廃棄物の内容と量を正確に相手に伝えるこ

とが必要である。本節では、岡山理科大学で定められている廃棄物の分類と廃棄方法につい

て述べる。
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pH EC

pH

pH EC COD UV TP

TN

(2)

pH EC

pH

pH EC COD UV TP

TN

(2)

生活排水

実験洗浄水は基本的に無害なので、公共用水域（用水路や河川）へ無処理で放流。

実験洗浄水

洗浄施設

洗浄施設

実験洗浄水

(1)- ②　排水基準

　　　岡山県は瀬戸内海 (閉鎖海域で海水が入れ替わるのに時間がかかる )に面しているため

その他の地域より排水基準が厳しい。表３-４の数値は水質汚濁防止法で定められている値だ

が、岡山県では条例でより厳しい基準を適用している。岡山キャンパスではそれに準じている。

mg/L ppm

0.06 mg/L 

-1,2- 0.04 mg/L 

1,2- 0.06 mg/L 

p- 0.2 mg/L 

0.04 mg/L 

0.6 mg/L 

0.4 mg/L 

0.06 mg/L 

0.07 mg/L 

0.02 mg/L 

0.002 mg/L 

0.0004 mg/L 

0.2 mg/L 

0.002 mg/L 

(2) *

mg/L ppm

pH 5.8 8.6
5.0 9.0

BOD 160 mg/L 120 mg/L
* 30 mg/L 20 mg/L

COD 160 mg/L 120 mg/L
* 50 mg/L 30 mg/L

SS 200 mg/L 150 mg/L
* 70 mg/L 50 mg/L

5 mg/L 

30 mg/L 

5 mg/L 

3 mg/L 

2 mg/L 

10 mg/L 

10 mg/L 

2 mg/L 

3000 /cm3

120 mg/L 60 mg/L
* 50 mg/L 25 mg/L

15 mg/L 8 mg/L
* 6 mg/L 3 mg/L
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(2) 今治キャンパス

　 「バイオハザード系洗浄水」、「実験排液」と「実験洗浄水」の定義は次のとおりである。

　　　バイオハザード系洗浄水　→　血液が付着した実験器具の洗浄に用いた水

　　　実験排液　　　　　　　　→　実験で使用した有害物を含む溶液等

　　　　　　　　　　　　　　　　　(流しには流さず分別回収する )

　　　実験洗浄水　　　　　　　→　実験器具の洗浄に用いた有害物を含まない水

　「実験廃液」は実験者が分別収集し研究室単位で担当部署へ連絡し、指定場所へ搬入する（5.4

～ 5.5 節参照）。一方、実験室の流しから排出される「実験洗浄水」は基本的に洗浄水であり、

無害になっていなければならない。排水基準（表３－５参照）はすべて ppm（1㎏の溶液中に 1

㎎が溶けている）レベル以下、ものによっては ppb（1 ㎏の溶液中に 1μgが溶けている）レベ

ルである。

　一人のミスで排水が汚染されると簡単に排水基準を超え、最悪の場合、今治キャンパス全体

で水の使用禁止、排水の放流禁止命令がでる。

(2)- ①　今治キャンパスの排水の経路

　       ・ 実験洗浄水

　　実験洗浄水は専用排水管経由で専用の排水処理施設で中和した後、公共下水道へ放流。

　       ・ バイオハザード系洗浄水

　　バイオハザード系洗浄水は専用排水管経由で専用の排水処理施設で滅菌した後、公共下水

　　道へ放流。

　       ・ 生活排水（食堂での排水、手洗いの水、トイレの汚水等）

　　無処理で公共下水道へ放流。
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定
施
設
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実
験
流
し
）

バイオハザード系洗浄水

実験洗浄水

生活排水

雨水 解放路へ
一部中水利用

バイオハザード洗浄水
処理施設

ﾓﾆﾀｰ
流量･pH

ﾓﾆﾀｰ
流量･pH

最終排水口 下水道へ

実験洗浄水
処理施設

(2)- ②　排水基準

　　表３-５の数値は下水道法で定められている値である。今治キャンパスの排水基準は、表

　　３-５の値に準じている。

(1)

mg/L ppm

0.03 mg Cd/L 

1 mg CN/L 

EPN
1 mg/L 

0.1 mg Pb/L 

0.5mg Cr(VI)/L 

0.1 mg As/L 

0.005 mg Hg/L 

PCB 0.003 mg/L 

0.1 mg/L 

0.1 mg/L 

0.2 mg/L 

0.02 mg/L 

1,2- 0.04 mg/L 

1,1- 1 mg/L 

-1,2- 0.4 mg/L 

1,1,1- 3 mg/L 

1,1,2- 0.06 mg/L 

1,3- 0.02 mg/L 

0.06 mg/L 

0.03 mg/L 

0.2 mg/L 

0.1 mg/L 

0.1 mg Se/L 

10 mg B/L 230 mg B/L 

8 mg F/L 15 mg F/L 

0.4
100 mg/L 

1,4- 0.5 mg/L 
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pH EC

pH

pH EC COD UV TP

TN

(2)

pH EC

pH

pH EC COD UV TP

TN

(2)

生活排水

実験洗浄水は基本的に無害なので、公共用水域（用水路や河川）へ無処理で放流。

実験洗浄水

洗浄施設

洗浄施設

実験洗浄水

(1)- ②　排水基準

　　　岡山県は瀬戸内海 (閉鎖海域で海水が入れ替わるのに時間がかかる )に面しているため

その他の地域より排水基準が厳しい。表３-４の数値は水質汚濁防止法で定められている値だ

が、岡山県では条例でより厳しい基準を適用している。岡山キャンパスではそれに準じている。

mg/L ppm

0.06 mg/L 

-1,2- 0.04 mg/L 

1,2- 0.06 mg/L 

p- 0.2 mg/L 

0.04 mg/L 

0.6 mg/L 

0.4 mg/L 

0.06 mg/L 

0.07 mg/L 

0.02 mg/L 

0.002 mg/L 

0.0004 mg/L 

0.2 mg/L 

0.002 mg/L 

(2) *

mg/L ppm

pH 5.8 8.6
5.0 9.0

BOD 160 mg/L 120 mg/L
* 30 mg/L 20 mg/L

COD 160 mg/L 120 mg/L
* 50 mg/L 30 mg/L

SS 200 mg/L 150 mg/L
* 70 mg/L 50 mg/L

5 mg/L 

30 mg/L 

5 mg/L 

3 mg/L 

2 mg/L 

10 mg/L 

10 mg/L 

2 mg/L 

3000 /cm3

120 mg/L 60 mg/L
* 50 mg/L 25 mg/L

15 mg/L 8 mg/L
* 6 mg/L 3 mg/L
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表３- ５　下水道法による排水基準

（１）　有害物質に係る一律排水基準

　　　2017 年版　p68、69 を掲載

　　　ただし、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物は削除

（２）　生活環境項目に係る基準

項     　　　　　    目 許容限度（mg/L は ppm）

温度 45℃以下

沃素消費量 220mg/L

アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 380mg/L

水素イオン濃度（pH） 5.0 以上 9 未満

生物化学的酸素要求量（BOD） 600mg/L

浮遊物質（SS） 600mg/L

ノルマルヘキサン抽出物質含有量
鉱油類含有量 5mg/L

動植物油脂類含有量 30mg/L

フェノール類含有量 5mg/L

銅含有量 3mg/L

亜鉛含有量 2mg/L

溶解性鉄含有量 10mg/L

溶解性マンガン含有量 10mg/L

クロム含有量 2mg/L

窒素含有量 240mg/L

燐含有量 32mg/L

.

TLC

図３－１
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pH 11

pH 3

Fe Al Zn Mg

H2

Li Na K H2

LiH NaH KH CaH2 NH4Cl

H2

BuLi MeLi LiAlH4 DIBALH

Na2S2O3

.

 5.  3　廃棄物の原点処理

  5.  4　廃棄物の収集

表３-６

表３-５

絡する。

9595
95

、 写真現像液及び定着液 （注）

写真現像液及び定着液 （注）

（注） 銀含有のものは分別し、 有価金属含有廃液とする。

含水有機廃液

表３-６　実験系廃棄物の収集区分
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⑵　今治キャンパス

　　分別収集した廃液・廃棄物は表３－８、図３－３にしたがって処理する。

　　　　　　　　　　　　表３－８　実験系廃棄物の処理

分類 処理方法

無機系廃液

有害物質を含まないもの

無害化できるもの
各研究室で処理後排水へ

水銀、シアン等含有廃液

有害重金属廃液

有機無機混合廃液

学部運営支援課へ連絡

　（処理は専門業者委託）

有機系廃液

可燃性有機廃液
学部運営支援課へ連絡

　（処理は専門業者委託）

含ハロゲン有機廃液
学部運営支援課へ連絡

　（処理は専門業者委託）

含水有機廃液
学部運営支援課へ連絡

　（処理は専門業者委託）

固形廃棄物
学部運営支援課へ連絡

　（処理は専門業者委託）

動物死体

血液付着物

学部運営支援課へ連絡

　（処理は専門業者委託）
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 ５. ５　収集した廃棄物の搬出

図３－２　廃棄物の搬入手順

⑴　岡山キャンパス

　　分別収集した廃液・廃棄物は表３－７、図３－２にしたがって処理する。

　　　　　　　　　　　　表３－７　実験系廃棄物の処理

http://www.ous.ac.jp/suikan/

http://www.ous.ac.jp/suikan/ PDF Excel

また、安全袋（運搬中の事故の際に使用する応急用品一式が入っている袋）を必ず携帯し、

搬入物の漏れや飛散に注意しながら搬入すること。

図３－２　廃棄物の搬入手順（続き）
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図３－３　廃棄物の搬入手順（続き）

学部運営支援課に電話連絡後
指定場所へ搬入

http://www.ous.ac.jp/suikan/

http://www.ous.ac.jp/suikan/ PDF Excel

学部運営支援課に電話連絡後
指定場所へ搬入

学部運営支援課に電話連絡後
指定場所へ搬入

学部運営支援課に電話連絡後
指定場所へ搬入

第２節　微生物実験における安全

 2.  1　はじめに
　　「微生物（microorganisms）」というのは正式な分類学上の用語ではない。通常は，原生
生物（protozoa），藻（algae），真菌（fungi）等の一部と細菌（bacteria）およびウイルス（viruses）
を総称して微生物という。ところで，実験に微生物を使用するのは，微生物そのものを研究
対象とする場合と研究手段として微生物を使う場合とに分けられるが，他に環境調査等で環
境試料中の不特定の微生物を培養する場合もある。いずれにしても，微生物の中には，人に
直接または間接に感染して障害を引き起こすものや動物や植物に感染するものがある。これ
ら以外でも，水や空気の汚染につながるものもある。生物による災害をバイオハザードとい
うが，その中でも大きな割合を占めているのは微生物によるバイオハザードである。微生物
を扱う実験者は，自分自身および実験室に出入りする人々の健康を損なわないためにも，ま
た，環境に余分な負荷をかけないためにも，自分が扱っている微生物の性質（特に，病原性）
を十分に知り，実験に際しては必要な処置を講じなければならない。ここでは，このような
観点から，微生物実験における安全対策について述べる。

 2.  2　微生物の危険度レベル
　　微生物の中には人に感染して病気を起こすもの（つまり，病原性を持つもの）がある。微
生物の感染で伝播する伝染病の中には法律で指定されたものがある（表 4－１）。これら以
外にも人に感染する微生物は多い（当然，微生物の種類によって危険度に違いがある）が，
微生物の危険度について，国としての網羅的な規定はない。ただし，多くの病原微生物を実験
材料として使っている国立感染症研究所では，病原性微生物を４つの危険度に区分し，それ

 

 70 

 

 

 

 

 
表4－１　感染症法（1999年４月制定、2003年、2007年、2008年改正）

生
物
的
要
因
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図３－３　廃棄物の搬入手順（続き）

動物死体・血液付着物

学部運営支援課へ連絡

完　了

指定日に専用の容器に

入れる

電話連絡後、指定場所

へ搬入

＜搬入する際の注意＞

　・運搬の際は事前に学部運営支援課（内線 8053）へ電話連絡する。

第 4章　生物的要因について
第１節　はじめに
　　バイオハザード（生物災害，biohazard）とは，生物学的要因による災害であり，病原微
生物を取り扱う機会の多い医学薬学の分野では特に気をつけなければならない。人獣共通感
染症に感染した動物をそうとは知らずに扱ったために，実験者が発症した例もある。バイオ
ハザードの原因となる病原微生物は肉眼では見ることが出来ず，ちょっとした手抜きや油断
が重大な感染事故につながる可能性がある。また，感染事故が仮に起きたとしても因果関係
を実証することは難しい。ある製薬会社の研究所で、なんらバイオハザード対策をとらずに
ヒト胎盤から蛋白質を単離する実験を行い C型肝炎になった事例があるが，製薬会社側は
研究内容と C型肝炎の因果関係を認めなかった。その理由は，C型肝炎になる原因は他に
もある（私生活が原因とも考えられる）からである（会社側の主張）。さらに，原因不明の
疾患になった場合その原因を追及することはきわめて難しい。結論として言えることは，バ
イオハザードの第一被害者は実験者自身であることを認識すること，そして，自己防衛こそ
がバイオハザード防止の最善の方法であるということである。性急にデータを取ろうとして
バイオハザード対策をなおざりにしてはいけない。バイオハザード対策が十分に行えていな
い条件で行った実験結果は，細胞や動物が正常であったかどうかの保証もなく，信頼性が低
いと考えるぐらいの心構えが必要である。
　　なお，本章に書かれた事柄については，それぞれ参考文献が付されているが，これ以外に
も，インターネットを介して関係省庁，研究所，施設のホームページから関連法規，実験指
針等の各種情報を入手することが可能である。

○文部科学省ホームページ

　http://www.mext.go.jp/

○厚生労働省ホームページ

　https://www.mhlw.go.jp/index.html

○環境省ホームページ

　http://www.env.go.jp/

○国立感染症研究所ホームページ

　https://www.niid.go.jp/niid/ja/

○長崎大学の動物実験施設のホームページ。動物実験に関する情報も充実している。

　http:// www.med.nagasaki-u.ac.jp/lac/
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図３－３　廃棄物の搬入手順（続き）
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第 4章　生物的要因について
第１節　はじめに
　　バイオハザード（生物災害，biohazard）とは，生物学的要因による災害であり，病原微
生物を取り扱う機会の多い医学薬学の分野では特に気をつけなければならない。人獣共通感
染症に感染した動物をそうとは知らずに扱ったために，実験者が発症した例もある。バイオ
ハザードの原因となる病原微生物は肉眼では見ることが出来ず，ちょっとした手抜きや油断
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ヒト胎盤から蛋白質を単離する実験を行い C型肝炎になった事例があるが，製薬会社側は
研究内容と C型肝炎の因果関係を認めなかった。その理由は，C型肝炎になる原因は他に
もある（私生活が原因とも考えられる）からである（会社側の主張）。さらに，原因不明の
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い条件で行った実験結果は，細胞や動物が正常であったかどうかの保証もなく，信頼性が低
いと考えるぐらいの心構えが必要である。
　　なお，本章に書かれた事柄については，それぞれ参考文献が付されているが，これ以外に
も，インターネットを介して関係省庁，研究所，施設のホームページから関連法規，実験指
針等の各種情報を入手することが可能である。

○文部科学省ホームページ

　http://www.mext.go.jp/

○厚生労働省ホームページ

　https://www.mhlw.go.jp/index.html

○環境省ホームページ

　http://www.env.go.jp/

○国立感染症研究所ホームページ

　https://www.niid.go.jp/niid/ja/

○長崎大学の動物実験施設のホームページ。動物実験に関する情報も充実している。

　http:// www.med.nagasaki-u.ac.jp/lac/
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第２節　微生物実験における安全

 2.  1　はじめに
　　「微生物（microorganisms）」というのは正式な分類学上の用語ではない。通常は，原生
生物（protozoa），藻（algae），真菌（fungi）等の一部と細菌（bacteria）およびウイルス（viruses）
を総称して微生物という。ところで，実験に微生物を使用するのは，微生物そのものを研究
対象とする場合と研究手段として微生物を使う場合とに分けられるが，他に環境調査等で環
境試料中の不特定の微生物を培養する場合もある。いずれにしても，微生物の中には，人に
直接または間接に感染して障害を引き起こすものや動物や植物に感染するものがある。これ
ら以外でも，水や空気の汚染につながるものもある。生物による災害をバイオハザードとい
うが，その中でも大きな割合を占めているのは微生物によるバイオハザードである。微生物
を扱う実験者は，自分自身および実験室に出入りする人々の健康を損なわないためにも，ま
た，環境に余分な負荷をかけないためにも，自分が扱っている微生物の性質（特に，病原性）
を十分に知り，実験に際しては必要な処置を講じなければならない。ここでは，このような
観点から，微生物実験における安全対策について述べる。

 2.  2　微生物の危険度レベル
　　微生物の中には人に感染して病気を起こすもの（つまり，病原性を持つもの）がある。微
生物の感染で伝播する伝染病の中には法律で指定されたものがある（表 4－１）。これら以
外にも人に感染する微生物は多い（当然，微生物の種類によって危険度に違いがある）が，
微生物の危険度について，国としての網羅的な規定はない。ただし，多くの病原微生物を実験
材料として使っている国立感染症研究所では，病原性微生物を４つの危険度に区分し，それ
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表4－１　感染症法（1999年４月制定、2003年、2007年、2008年改正）
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　ぞれに実験室の構造や設備等ならびに微生物取扱い上の注意事項を定めているので参考にな
る。いずれにしても，微生物を扱うときには，その微生物について（特に，病原微生物にお
いては病原機構について）十分な知識を持っているべきである。

 2.  3　消毒・滅菌
　　微生物を扱う実験においては，実験の再現性を確保するために，実験系に外部の微生物が
混入しないようにすることが肝心である。また，病原微生物を扱う実験では，バイオハザー
ドを防ぐために，その微生物が実験系の外に出ないようにする必要がある。ここで要求され
るのがいわゆる“無菌操作”であり，基本になるのは，「消毒・滅菌」についての知識である（表
４－２）。消毒・滅菌の目的を達成するには様々な方法（表４－３）があるが，微生物を扱
う実験では，状況に応じて，各方法の特徴を生かして（単独または組み合わせで）有効に目
的を達成するように工夫する。なお，いずれの滅菌法でも，微生物毎に感受性（＝耐性）が
異なることを念頭においておくことが重要である（必要に応じて，確認テストを行う必要が
ある）。

　⑴　オートクレーブ滅菌法

　　⒜　微生物実験で最も頻繁に使われる（微生物実験室にはオートクレーブ装置が不可欠で
ある）。

　　⒝　培地等の液体の滅菌に適している。
　　⒞　滅菌効率は温度（圧）と時間に依存する。
　　⒟　廃棄するプラスチック器具（特に，シャーレ）の場合には，滅菌だけでなく容量を小

さくできるという利点もある。
　⑵　オートクレーブ装置使用上の注意

　　⒜　器内に所定量の水を入れる（“から炊き”を防止する）。
　　⒝　器に入った物を滅菌する場合には，密封しない（キャップをゆるめる，綿栓を使用す

る等；綿栓には，脱脂綿ではなく吸水性の小さい生綿を使用する）。
　　⒞　オートクレーブ終了後に滅菌状態を維持する必要がある物は，少量ずつ通気性のある

表４－２
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(10) 

(a)   

(b)   

(c)   

(d)   

(e)   

(f)   

(g)   

(h)  3,000  

(11)  

(a)   

(b)   

(c)   

(12)  

(a)   

(b)   

(c)   

(d)   

(e)   

(13)  
(a)   

　　⒞　プラスチック器具等の加熱できないものに使用できる（照射箱は既製品もあるが，キャ
ビネットやガラスケースを改造して簡単に作れる）。

　⑽　紫外線滅菌法の注意

　　⒜　線源からの距離が近いほど，滅菌効果は高い（距離の二乗に反比例する）。
　　⒝　照射時間は長い方がよい。
　　⒞　紫外線は直進するので，影になる部分には有効ではない。
　　⒟　ガラスやプラスチックは紫外線を通さない。
　　(e)　紫外線の殺菌効果は可視光線で弱められるので，暗所で使用する。
　　⒡　紫外線を直視しない（目の水晶体は紫外線に極めて弱い；安全眼鏡等を使用する）。
　　⒢　皮膚に直射しない（皮膚癌の原因になる；手袋等を使用する）。
　　⒣　殺菌灯の寿命は約 3,000 時間である（定期的に交換する）。
　⑾　ガス滅菌法
　　⒜　エチレンオキシドによる方法が一般的である。
　　⒝　熱や高圧で変性する物に使用できる。
　　⒞　プラスチックや紙で包装したままで滅菌できる。
　⑿　ガス滅菌法の注意
　　⒜　時間がかかる（通常は，一晩放置する）。
　　⒝　ガスの漏洩に注意する。
　　⒞　ガスの残留に注意する。
　　⒟　ガスの引火・爆発に注意する。
　　(e)　特別な装置が必要で，費用がかかる（簡便法もあるが使用には注意を要する）。
　⒀　化学的滅菌法（消毒法）
　　⒜　消毒剤によって効力が異なる。
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(d)   

(e)   

(f)   

(g)   

(h)   

(i)  

 

(j)   

(k)   

(l)  

50 80  
 

(3)  

(a)  

 

(b)  

 

材質で包装する（綿栓の部分はアルミホイルや硫酸紙で覆う）。
　　⒟　器内に物を詰めすぎると滅菌効率が低下する。
　　(e)　蓋を締めすぎない（パッキングの消耗を防止する）。
　　⒡　温度（圧）・時間の設定を確認する。
　　⒢　スイッチを入れる。
　　⒣　温度（圧）の上昇を確認する（計器類のチェックを常時心がける）。
　　⒤　滅菌サイクルが終了した後，十分に温度（圧）が下がるまで蓋を開かない（トラブル

が起こったときは，電源を切り，温度が下がるまで待つ）。
　　⒥　必要に応じて，滅菌した物を乾燥器で乾燥する。
　　⒦　滅菌した物は，滅菌状態が維持される場所に迅速に移す。
　　⒧　器内の清掃（特に，器内で物が破損したとき）を心がける（器内に水を入れ，蓋を締

めて温度を 50 ～ 80℃に上げた後にドレイン弁を開くと，汚水が出る）。

　⑶　火炎（焼却）滅菌法

　　⒜　火炎滅菌は，菌体に直接接触する白金耳（エーゼ）やガラスピペット等の滅菌に適し
ている（微生物操作をするときには，ガスバーナーまたはアルコールランプを点火し，
手元に置いておく）。

　　⒝　培地に植菌する時には，操作の前後に培地の容器の口の部分と蓋（キャップや綿栓）
を軽く火炎滅菌する。

表４－３　消毒・滅菌法

　　⒞　小型の金属器具は，アルコールを塗布した後に炎をくぐらせると，焼却滅菌の効果も
得られる（容器のアルコールに着火しないように注意する；着火したときは，あわて
ずに容器に蓋をする）。

　　⒟　少量の可燃性の汚染物はフード内で焼却する事も可能であるが，大量の場合は焼却装
置を使用する（発生するガスに注意する）。

　⑷　火炎（焼却）滅菌法の注意

　　⒜　大量の菌体がついたエーゼを火炎に入れない（菌体がはじき飛ぶおそれがある；先ず，
アルコールで洗浄する）。

　　⒝　エーゼは菌体に触れる部分だけでなく，より広い部分を火炎にくぐらせる。
　　⒞　菌体を扱ったガラスピペットの外側表面は容易に火炎滅菌できるが，内側や内部に

残っている菌液を火炎で滅菌するのは実際的ではない（消毒液を使用する）。
　　⒟　火炎滅菌においては，綿栓の発火およびプラスチック器具の変形・発火に注意する。
　　(e)　操作終了後は，ガスバーナ（またはアルコールランプ）の消火を確認する。
　⑸　乾熱滅菌法

　　⒜　温度調節ができるオーブンは乾燥器としても使える。
　　⒝　ガラス器具等の滅菌に適している。
　　⒞　ガラスピペットは金属容器に入れて滅菌すると便利である（ピペットを容器から出す

ときは火炎滅菌法を活用する）。
　　⒟　滅菌効率は温度と時間に依存する。
　⑹　乾熱滅菌法の注意

　　⒜　プラスチック器具を入れない（特に，乾燥器としても使用している場合には，使用前
に内部をチェックする）。

　　⒝　器内に物を詰めすぎない。
　　⒞　滅菌温度と時間を確認する。
　　⒟　滅菌中は扉を開かない（器内温度が低下するだけでなく，綿栓や紙類等が発火する恐

れがある）。
　　(e)　被滅菌物（綿栓等）に含まれる揮発性成分による影響に注意する。
　　⒡　滅菌終了後，電源を切る（熱による発火の恐れがあるだけでなく消費電力がかさむの

で，長期休暇前には特に注意する）。
　⑺　濾過滅菌法

　　⒜　少量の溶液（特に，加熱できない溶液）の滅菌に適している。
　　⒝　排気の浄化に適している。
　⑻　濾過滅菌法の注意
　　⒜　フィルターの扱い（破損）に注意する。
　　⒝　ウイルスは除去できない。
　⑼　紫外線滅菌法

　　⒜　あまり強力な滅菌法ではないが，殺菌灯が市販されているので簡便に利用できる。
　　⒝　部屋全体の消毒に適している。
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ずに容器に蓋をする）。

　　⒟　少量の可燃性の汚染物はフード内で焼却する事も可能であるが，大量の場合は焼却装
置を使用する（発生するガスに注意する）。

　⑷　火炎（焼却）滅菌法の注意

　　⒜　大量の菌体がついたエーゼを火炎に入れない（菌体がはじき飛ぶおそれがある；先ず，
アルコールで洗浄する）。

　　⒝　エーゼは菌体に触れる部分だけでなく，より広い部分を火炎にくぐらせる。
　　⒞　菌体を扱ったガラスピペットの外側表面は容易に火炎滅菌できるが，内側や内部に

残っている菌液を火炎で滅菌するのは実際的ではない（消毒液を使用する）。
　　⒟　火炎滅菌においては，綿栓の発火およびプラスチック器具の変形・発火に注意する。
　　(e)　操作終了後は，ガスバーナ（またはアルコールランプ）の消火を確認する。
　⑸　乾熱滅菌法

　　⒜　温度調節ができるオーブンは乾燥器としても使える。
　　⒝　ガラス器具等の滅菌に適している。
　　⒞　ガラスピペットは金属容器に入れて滅菌すると便利である（ピペットを容器から出す

ときは火炎滅菌法を活用する）。
　　⒟　滅菌効率は温度と時間に依存する。
　⑹　乾熱滅菌法の注意

　　⒜　プラスチック器具を入れない（特に，乾燥器としても使用している場合には，使用前
に内部をチェックする）。

　　⒝　器内に物を詰めすぎない。
　　⒞　滅菌温度と時間を確認する。
　　⒟　滅菌中は扉を開かない（器内温度が低下するだけでなく，綿栓や紙類等が発火する恐

れがある）。
　　(e)　被滅菌物（綿栓等）に含まれる揮発性成分による影響に注意する。
　　⒡　滅菌終了後，電源を切る（熱による発火の恐れがあるだけでなく消費電力がかさむの

で，長期休暇前には特に注意する）。
　⑺　濾過滅菌法

　　⒜　少量の溶液（特に，加熱できない溶液）の滅菌に適している。
　　⒝　排気の浄化に適している。
　⑻　濾過滅菌法の注意
　　⒜　フィルターの扱い（破損）に注意する。
　　⒝　ウイルスは除去できない。
　⑼　紫外線滅菌法

　　⒜　あまり強力な滅菌法ではないが，殺菌灯が市販されているので簡便に利用できる。
　　⒝　部屋全体の消毒に適している。
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　ぞれに実験室の構造や設備等ならびに微生物取扱い上の注意事項を定めているので参考にな
る。いずれにしても，微生物を扱うときには，その微生物について（特に，病原微生物にお
いては病原機構について）十分な知識を持っているべきである。

 2.  3　消毒・滅菌
　　微生物を扱う実験においては，実験の再現性を確保するために，実験系に外部の微生物が
混入しないようにすることが肝心である。また，病原微生物を扱う実験では，バイオハザー
ドを防ぐために，その微生物が実験系の外に出ないようにする必要がある。ここで要求され
るのがいわゆる“無菌操作”であり，基本になるのは，「消毒・滅菌」についての知識である（表
４－２）。消毒・滅菌の目的を達成するには様々な方法（表４－３）があるが，微生物を扱
う実験では，状況に応じて，各方法の特徴を生かして（単独または組み合わせで）有効に目
的を達成するように工夫する。なお，いずれの滅菌法でも，微生物毎に感受性（＝耐性）が
異なることを念頭においておくことが重要である（必要に応じて，確認テストを行う必要が
ある）。

　⑴　オートクレーブ滅菌法

　　⒜　微生物実験で最も頻繁に使われる（微生物実験室にはオートクレーブ装置が不可欠で
ある）。

　　⒝　培地等の液体の滅菌に適している。
　　⒞　滅菌効率は温度（圧）と時間に依存する。
　　⒟　廃棄するプラスチック器具（特に，シャーレ）の場合には，滅菌だけでなく容量を小

さくできるという利点もある。
　⑵　オートクレーブ装置使用上の注意

　　⒜　器内に所定量の水を入れる（“から炊き”を防止する）。
　　⒝　器に入った物を滅菌する場合には，密封しない（キャップをゆるめる，綿栓を使用す

る等；綿栓には，脱脂綿ではなく吸水性の小さい生綿を使用する）。
　　⒞　オートクレーブ終了後に滅菌状態を維持する必要がある物は，少量ずつ通気性のある

表４－２
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(a)   

　　⒞　プラスチック器具等の加熱できないものに使用できる（照射箱は既製品もあるが，キャ
ビネットやガラスケースを改造して簡単に作れる）。

　⑽　紫外線滅菌法の注意

　　⒜　線源からの距離が近いほど，滅菌効果は高い（距離の二乗に反比例する）。
　　⒝　照射時間は長い方がよい。
　　⒞　紫外線は直進するので，影になる部分には有効ではない。
　　⒟　ガラスやプラスチックは紫外線を通さない。
　　(e)　紫外線の殺菌効果は可視光線で弱められるので，暗所で使用する。
　　⒡　紫外線を直視しない（目の水晶体は紫外線に極めて弱い；安全眼鏡等を使用する）。
　　⒢　皮膚に直射しない（皮膚癌の原因になる；手袋等を使用する）。
　　⒣　殺菌灯の寿命は約 3,000 時間である（定期的に交換する）。
　⑾　ガス滅菌法
　　⒜　エチレンオキシドによる方法が一般的である。
　　⒝　熱や高圧で変性する物に使用できる。
　　⒞　プラスチックや紙で包装したままで滅菌できる。
　⑿　ガス滅菌法の注意
　　⒜　時間がかかる（通常は，一晩放置する）。
　　⒝　ガスの漏洩に注意する。
　　⒞　ガスの残留に注意する。
　　⒟　ガスの引火・爆発に注意する。
　　(e)　特別な装置が必要で，費用がかかる（簡便法もあるが使用には注意を要する）。
　⒀　化学的滅菌法（消毒法）
　　⒜　消毒剤によって効力が異なる。
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　　⒝　エタノール（60 ～ 90％）やイソプロパノール（30 ～ 50％）は一般細菌に有効である
（アルコール綿として，実験前後の手指や実験台の消毒に使用する）。

　　⒞　金属化合物（特に，水銀化合物）には強力な殺菌作用があるが，毒性が強いことと環
境への負荷を考慮すると，実用的ではない。

　　⒟　サラシ粉（Ca(OCl)2，CaC12，Ca(OH)2 等の混合物）は安価で，液体（排水等）の消
毒に適している。

　　(e)　次亜塩素酸ナトリウム（アンチホルミン；NaClO）は B型肝炎ウイルスにも使え，
かなり有効な殺菌剤である。10 ～ 500 ppm溶液を器具や手の消毒に用いる（冷暗所
に保存する）。

　　⒡　オキシドール，過マンガン酸カリウム（0.1 ～ 0.01％）は創傷や粘膜の消毒に使用さ
れる。

　　⒢　フェノール（石炭酸）の 5％溶液は，空中散布による消毒剤として使用したり（皮膚
への付着や吸入に注意すること），菌液を扱ったピペットの消毒に使用したりする。

　　⒣　クレゾールを石鹸水に溶かしたクレゾール石鹸液は手指（3％）や器具（5％）の消毒
に使用する。他に，洗剤と殺菌剤とを配合した洗浄剤が各種市販されているので，適
宜希釈して器具の消毒・洗浄に使用するとよい（使用説明書をよく読むこと；殺菌効
果は洗浄液に浸しておく時間による）。

 2.  4　微生物実験における安全操作の実際
　・使用する微生物の危険度に応じて，微生物実験を行う場所（部屋）の構造・設備を整える
（可能な限り，他の実験をする場所との区別を明確にする）。

　・実験室の扉や窓を閉める。
　・微生物実験室は使用前後には，殺菌灯を点灯しておく（使用時には消灯する）。
　・微生物実験室は時々 5％フェノール溶液を噴霧し，空気の消毒を行う（実験室が微生物で
重度に汚染された場合には，部屋を目張りし，ホルマリンに過マンガン酸カリウムを加え
て（ホルマリン溶液を加熱するだけでもよい）ホルムアルデヒドを発生させた後，7～ 12
時間放置する；ホルムアルデヒドの殺菌効果はアルカリで中和されるので注意する）。

　・使用する器具・試薬はそれぞれ適切な方法で消毒・滅菌しておく。
　・実験の前後には，衣服を着替える（長髪の場合は，適当に束ねる；必要に応じて，帽子等
を着用する）。

　・実験の前後に，実験台および手指をアルコール綿等で消毒する（爪は短く切っておく；手
指に傷がある時は，十分な手当をしておく；場合によっては，手袋等を使用する）。

　・実験中も，手指の消毒・洗浄を心がける（清浄なタオルを使用する）。
　・微生物実験室内では喫煙・飲食をしない。
　・実験台は常に整理・整頓を心がける。
　・ピペットの吸い口には綿栓をする（可能な限り安全ピペッター使用する）。
　・菌液を誤って口に入れたり，飲み込んだりした時は，唾液と共に近くにある容器（ビー
カー等）に吐き出し（吐き出した物は後で消毒する），0.1％過マンガン酸カリウム溶液で
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 3.  3　クリーンベンチと安全キャビネット
　　クリーンベンチとは，幅 120 ～ 180 cm，奥行 90 cm，高さ 180 cm程度の箱型の実験台で，
天井あるいは正面からフィルターでろ過された空気が流入するようになっている。使用時以
外は殺菌のため紫外線ランプを照射しておく。無菌操作は全てこのクリーンベンチ内で行う。
また，実験開始前および実験中においても必要に応じて手指を消毒して操作しなければなら
ない。クリーンベンチ内には器具の加熱滅菌のためガスバーナーが設置されているが，これ
が引火しないよう付近に可燃性のものを置かないよう気をつけたい。
　　クリーンベンチは庫内の清浄に重点がおかれており，空気流（エアロゾル）は実験者に向

表４－４　リスク評価の要素 3）

表４－５　細胞や組織を培養する実験室で発生し得る典型的かつ一般的な安全災害の原因 3）
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口をよくすすぐ。その後，指導管理責任者に状況を連絡する（必要に応じて医学的処置を
受ける）。

　・注射器の使用は可能な限り避けるようにし，やむを得ず菌液を注射器で注入するときは十
分に注意する（注射針を突き刺した時には，菌液を指で絞り出し，流水で十分洗い流し，
アルコール等で消毒する）。

　・注射器を使用した後は，針をはずして容器に入れる（後で先端を折り曲げるなり切り落と
して，オートクレーブをかけてから廃棄する）。

　・バケツ等の容器に殺菌作用のある洗浄液を入れておき，菌液を扱った後のピペット等のガ
ラス器具はその中に浸す（後でまとめて洗浄する）。

　・菌体が付着したガラス器具については破損に注意する（破損したときには，怪我をしない
ようにする；怪我をしたときには，注射針を突き刺したときと同様に処置する）。

　・菌液がこぼれた時は，アルコール綿で迅速に拭き取る（大量の時は，雑巾やティシューで
拭き取った後，アルコール等で消毒する；拭き取った雑巾やティシューは後で消毒する）。

　・菌体を遠心した後は，チェンバー内部およびローターを消毒・洗浄する。
　・菌液を扱うときにはエアロゾル（しぶき）が発生しないように注意する（エアロゾルが発
生する操作はフードや安全キャビネットの中で行う）。

　・使い捨てのプラスチック器具は専用の容器に入れる（後でまとめて処分する）。
　・菌体の入った溶液（培養液等）はオートクレーブした後，pH を調整して生活排水系に
流す。

　・寒天培地は，シャーレからはがし十分量の水を加えて（寒天濃度を 0.3％以下にする）
オートクレーブをかけた後，pHを調整して生活排水系に流す。

　・変異原および発癌物質を含んだ溶液は適切な処置（多くの場合，次亜塩素酸ナトリウム溶
液を約 1％容量加えて数時間放置した後，生活排水系に流す（個々の薬品の化学的特性・
危険性について事前に調べておく）。

　・重金属と有機物とを共に含む溶液等については処理の方法がないので，適切な容器に貯め
ておく（従って，使用する量をできるだけ少なくする）。

　・プラスチック器具を捨てる時には，オートクレーブ等で滅菌する。
　・プラスチック器具を再使用する時は，殺菌作用のある洗浄液に十分な時間漬けて置き，そ
の後よく洗浄する（殺菌剤の残存に注意する）。その後，よく乾燥させて紫外線滅菌を行う。

　・殺菌作用のある洗浄液を捨てる時は，十分に薄めて生活排水系に流す。
　微生物（特に，病原微生物）を使用する時には，起こり得るバイオハザードに十分な配慮
をする必要がある。バイオハザードの予防には，実験室の設計や器具の設置等に加えて，実
験者の微生物や公衆衛生についての知識および実験技量が大きな働きをする（実験者の不断
の努力があって始めて施設や設備が十分に生かせる）。また，健康状態によって，微生物によ
る感染の起こり易さ，感染したときの症状の強さは異なるので，微生物を扱う実験者は普段か
ら自身の健康管理に心がけておくことも肝心である。

参考文献
　1　国立感染症研究所病原体等安全管理規定。
　2　日本微生物協会編「微生物学辞典」，技報堂出版，1989。
　3　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき 5 バイオハザード防止法」
　化学同人，1986。

第３節　動物細胞培養実験における安全

 3.  1　はじめに
　　動物の組織あるいは細胞を適当な培地を用いて生育させる技術を組織培養法という。多細
胞生物における組織あるいはその構成細胞の性質を研究するためには必要不可欠な手段であ
る。それらのうち，細胞をひとつひとつばらばらにして培養することが細胞培養であり，こ
の技術の進歩によって，細胞を生体から独立させて扱うことが可能となった。そして，人為
的な条件の中で細胞レベルでの分化・代謝・発癌機構・老化などを解析できるようになった。
　　細胞培養を行うにあたって常に注意されている点は，実験操作を無菌的に行い雑菌の混入
を防ぐことであるが，それと同時に実験者の安全性に関しても十分気をつけなければならな
い。バイオハザードの点から考慮した安全対策は微生物実験の場合とほぼ同じであるが，こ
こでは，動物細胞を扱う実験で特に気をつけたいことに重点をおいて述べる。

 3.  2　リスク評価と一般的注意について
　　いかなる実験においても共通することであるが，その実験に伴うリスクについて適切な評
価を行うことが，実験を安全に行う上で重要である。リスク評価は，その実験を構成する個々
の要素について適切になされなければならない。バイオハザードという観点からリスク評価
を行う際に，リスク評価の要素となるのは表４－４に示したような項目である。
　　試薬・物品の購入，貯蔵，実験，廃棄といった取り扱いの各段階で，十分に配慮するとと
もに，実験を構成する個々のステップや構成要素が，全体のリスクにどのように影響を及ぼ
すかについて注意する。
　　動物細胞や組織の培養を行う際に発生する可能性のある一般的な災害の原因として，表４
－５のようなものをあげることができる。それぞれは，どんな種類の実験でも注意するべき
項目であるが，特にバイオハザードという観点からは，例えば割れたガラス器具・注射針・
メスやハサミなどの鋭い器具・パスツールピペットなどは，防護のための手袋を貫通する可
能性があり，汚染や感染の原因になる可能性がある。また，感染した細胞などを扱ったピペッ
トやプラスチック器具などは，使用後の滅菌は不可欠である。クリーンベンチでは，滅菌に
アルコールを使用するが，同時に無菌操作にブンゼンバーナーも使用する。従って，火気に
は十分に注意する必要がある。
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口をよくすすぐ。その後，指導管理責任者に状況を連絡する（必要に応じて医学的処置を
受ける）。

　・注射器の使用は可能な限り避けるようにし，やむを得ず菌液を注射器で注入するときは十
分に注意する（注射針を突き刺した時には，菌液を指で絞り出し，流水で十分洗い流し，
アルコール等で消毒する）。

　・注射器を使用した後は，針をはずして容器に入れる（後で先端を折り曲げるなり切り落と
して，オートクレーブをかけてから廃棄する）。

　・バケツ等の容器に殺菌作用のある洗浄液を入れておき，菌液を扱った後のピペット等のガ
ラス器具はその中に浸す（後でまとめて洗浄する）。

　・菌体が付着したガラス器具については破損に注意する（破損したときには，怪我をしない
ようにする；怪我をしたときには，注射針を突き刺したときと同様に処置する）。

　・菌液がこぼれた時は，アルコール綿で迅速に拭き取る（大量の時は，雑巾やティシューで
拭き取った後，アルコール等で消毒する；拭き取った雑巾やティシューは後で消毒する）。

　・菌体を遠心した後は，チェンバー内部およびローターを消毒・洗浄する。
　・菌液を扱うときにはエアロゾル（しぶき）が発生しないように注意する（エアロゾルが発
生する操作はフードや安全キャビネットの中で行う）。

　・使い捨てのプラスチック器具は専用の容器に入れる（後でまとめて処分する）。
　・菌体の入った溶液（培養液等）はオートクレーブした後，pH を調整して生活排水系に
流す。

　・寒天培地は，シャーレからはがし十分量の水を加えて（寒天濃度を 0.3％以下にする）
オートクレーブをかけた後，pHを調整して生活排水系に流す。

　・変異原および発癌物質を含んだ溶液は適切な処置（多くの場合，次亜塩素酸ナトリウム溶
液を約 1％容量加えて数時間放置した後，生活排水系に流す（個々の薬品の化学的特性・
危険性について事前に調べておく）。

　・重金属と有機物とを共に含む溶液等については処理の方法がないので，適切な容器に貯め
ておく（従って，使用する量をできるだけ少なくする）。

　・プラスチック器具を捨てる時には，オートクレーブ等で滅菌する。
　・プラスチック器具を再使用する時は，殺菌作用のある洗浄液に十分な時間漬けて置き，そ
の後よく洗浄する（殺菌剤の残存に注意する）。その後，よく乾燥させて紫外線滅菌を行う。

　・殺菌作用のある洗浄液を捨てる時は，十分に薄めて生活排水系に流す。
　微生物（特に，病原微生物）を使用する時には，起こり得るバイオハザードに十分な配慮
をする必要がある。バイオハザードの予防には，実験室の設計や器具の設置等に加えて，実
験者の微生物や公衆衛生についての知識および実験技量が大きな働きをする（実験者の不断
の努力があって始めて施設や設備が十分に生かせる）。また，健康状態によって，微生物によ
る感染の起こり易さ，感染したときの症状の強さは異なるので，微生物を扱う実験者は普段か
ら自身の健康管理に心がけておくことも肝心である。

参考文献
　1　国立感染症研究所病原体等安全管理規定。
　2　日本微生物協会編「微生物学辞典」，技報堂出版，1989。
　3　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき 5 バイオハザード防止法」
　化学同人，1986。

第３節　動物細胞培養実験における安全

 3.  1　はじめに
　　動物の組織あるいは細胞を適当な培地を用いて生育させる技術を組織培養法という。多細
胞生物における組織あるいはその構成細胞の性質を研究するためには必要不可欠な手段であ
る。それらのうち，細胞をひとつひとつばらばらにして培養することが細胞培養であり，こ
の技術の進歩によって，細胞を生体から独立させて扱うことが可能となった。そして，人為
的な条件の中で細胞レベルでの分化・代謝・発癌機構・老化などを解析できるようになった。
　　細胞培養を行うにあたって常に注意されている点は，実験操作を無菌的に行い雑菌の混入
を防ぐことであるが，それと同時に実験者の安全性に関しても十分気をつけなければならな
い。バイオハザードの点から考慮した安全対策は微生物実験の場合とほぼ同じであるが，こ
こでは，動物細胞を扱う実験で特に気をつけたいことに重点をおいて述べる。

 3.  2　リスク評価と一般的注意について
　　いかなる実験においても共通することであるが，その実験に伴うリスクについて適切な評
価を行うことが，実験を安全に行う上で重要である。リスク評価は，その実験を構成する個々
の要素について適切になされなければならない。バイオハザードという観点からリスク評価
を行う際に，リスク評価の要素となるのは表４－４に示したような項目である。
　　試薬・物品の購入，貯蔵，実験，廃棄といった取り扱いの各段階で，十分に配慮するとと
もに，実験を構成する個々のステップや構成要素が，全体のリスクにどのように影響を及ぼ
すかについて注意する。
　　動物細胞や組織の培養を行う際に発生する可能性のある一般的な災害の原因として，表４
－５のようなものをあげることができる。それぞれは，どんな種類の実験でも注意するべき
項目であるが，特にバイオハザードという観点からは，例えば割れたガラス器具・注射針・
メスやハサミなどの鋭い器具・パスツールピペットなどは，防護のための手袋を貫通する可
能性があり，汚染や感染の原因になる可能性がある。また，感染した細胞などを扱ったピペッ
トやプラスチック器具などは，使用後の滅菌は不可欠である。クリーンベンチでは，滅菌に
アルコールを使用するが，同時に無菌操作にブンゼンバーナーも使用する。従って，火気に
は十分に注意する必要がある。
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　　⒝　エタノール（60 ～ 90％）やイソプロパノール（30 ～ 50％）は一般細菌に有効である
（アルコール綿として，実験前後の手指や実験台の消毒に使用する）。

　　⒞　金属化合物（特に，水銀化合物）には強力な殺菌作用があるが，毒性が強いことと環
境への負荷を考慮すると，実用的ではない。

　　⒟　サラシ粉（Ca(OCl)2，CaC12，Ca(OH)2 等の混合物）は安価で，液体（排水等）の消
毒に適している。

　　(e)　次亜塩素酸ナトリウム（アンチホルミン；NaClO）は B型肝炎ウイルスにも使え，
かなり有効な殺菌剤である。10 ～ 500 ppm溶液を器具や手の消毒に用いる（冷暗所
に保存する）。

　　⒡　オキシドール，過マンガン酸カリウム（0.1 ～ 0.01％）は創傷や粘膜の消毒に使用さ
れる。

　　⒢　フェノール（石炭酸）の 5％溶液は，空中散布による消毒剤として使用したり（皮膚
への付着や吸入に注意すること），菌液を扱ったピペットの消毒に使用したりする。

　　⒣　クレゾールを石鹸水に溶かしたクレゾール石鹸液は手指（3％）や器具（5％）の消毒
に使用する。他に，洗剤と殺菌剤とを配合した洗浄剤が各種市販されているので，適
宜希釈して器具の消毒・洗浄に使用するとよい（使用説明書をよく読むこと；殺菌効
果は洗浄液に浸しておく時間による）。

 2.  4　微生物実験における安全操作の実際
　・使用する微生物の危険度に応じて，微生物実験を行う場所（部屋）の構造・設備を整える
（可能な限り，他の実験をする場所との区別を明確にする）。

　・実験室の扉や窓を閉める。
　・微生物実験室は使用前後には，殺菌灯を点灯しておく（使用時には消灯する）。
　・微生物実験室は時々 5％フェノール溶液を噴霧し，空気の消毒を行う（実験室が微生物で
重度に汚染された場合には，部屋を目張りし，ホルマリンに過マンガン酸カリウムを加え
て（ホルマリン溶液を加熱するだけでもよい）ホルムアルデヒドを発生させた後，7～ 12
時間放置する；ホルムアルデヒドの殺菌効果はアルカリで中和されるので注意する）。

　・使用する器具・試薬はそれぞれ適切な方法で消毒・滅菌しておく。
　・実験の前後には，衣服を着替える（長髪の場合は，適当に束ねる；必要に応じて，帽子等
を着用する）。

　・実験の前後に，実験台および手指をアルコール綿等で消毒する（爪は短く切っておく；手
指に傷がある時は，十分な手当をしておく；場合によっては，手袋等を使用する）。

　・実験中も，手指の消毒・洗浄を心がける（清浄なタオルを使用する）。
　・微生物実験室内では喫煙・飲食をしない。
　・実験台は常に整理・整頓を心がける。
　・ピペットの吸い口には綿栓をする（可能な限り安全ピペッター使用する）。
　・菌液を誤って口に入れたり，飲み込んだりした時は，唾液と共に近くにある容器（ビー
カー等）に吐き出し（吐き出した物は後で消毒する），0.1％過マンガン酸カリウム溶液で
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 3.  3　クリーンベンチと安全キャビネット
　　クリーンベンチとは，幅 120 ～ 180 cm，奥行 90 cm，高さ 180 cm程度の箱型の実験台で，
天井あるいは正面からフィルターでろ過された空気が流入するようになっている。使用時以
外は殺菌のため紫外線ランプを照射しておく。無菌操作は全てこのクリーンベンチ内で行う。
また，実験開始前および実験中においても必要に応じて手指を消毒して操作しなければなら
ない。クリーンベンチ内には器具の加熱滅菌のためガスバーナーが設置されているが，これ
が引火しないよう付近に可燃性のものを置かないよう気をつけたい。
　　クリーンベンチは庫内の清浄に重点がおかれており，空気流（エアロゾル）は実験者に向

表４－４　リスク評価の要素 3）

表４－５　細胞や組織を培養する実験室で発生し得る典型的かつ一般的な安全災害の原因 3）
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かって吹き出している。そのため，正常細胞を扱う実験には十分であるが，病原菌の取り扱
いには不向きである。したがって，ヒトのウイルス感染細胞あるいは病原菌を培養する場合
は，バイオハザード防止用の安全キャビネット（図４－１）を使用する。

　　安全キャビネットは汚染エアロゾルを庫内に封じ込めて気流を一定に保ち，排気もフィル
ターによって浄化するよう設計されており，その密閉度によりクラス I，II，III に分類され
ている。実験に用いる細胞・病原菌の危険度 2）に応じてキャビネットの機種，バイオハザー
ドに対する防護のレベルを選定することが望ましい（表４－６）。また，そのような危険度
の高い細胞または病原体を取り扱う場合は，手袋・マスクなどを着用し，誤って感染するこ
とのないように注意しなければならない。ただし，ウイルス感染細胞中のウイルスは生きた
細胞内でしか生育できないとされており，誤って自分の手指を注射針で刺したり，傷のある
手で直接触れたりするようなことがなければ感染の危険性はないであろう。

図４－１　バイオハザード用安全キャビネット素 1）

験者に感染するような危険が常にある事，また，動物間相互の感染は，実験データのばらつ
きを引き起こすだけでなく，倫理的側面からも好ましくない事などを考慮し，実験者だけで
なく動物の安全についても十分配慮した実験がなされるべきである。また，毒性や発癌性の
高い薬物を動物に投与する場合には，そのような薬物が実験者に対する危険とならないよう
な措置を講じなければならない。ここでは，最も危険度の高いと思われる動物感染実験と人
獣共通感染の間遠を中心に，動物実験の安全について示す。

 4.  2　動物実験における感染事故の原因
　⑴　感染動物実験

　　　実験動物に何らかの病原微生物を感染させる実験を行う頻度は，比較的低いと考えられ
る。しかし，弱毒化あるいは無毒化した微生物を adjuvant として動物に接種したり，ヒ
トの癌細胞を動物に接種して担癌動物を作製したりする実験では，感染動物実験と同様の
危険が伴う事を念頭に置かなければならない。

　　　感染実験に用いる病原体の人体に対する危険度については，微生物を用いた実験の項目
を参照の上，それと同様の注意を払って実験を行わなければならない。しかし，同じ病原
体であっても，用いられる動物種や接種経路が異なれば，病原体の増殖率や排出様式が異
なる場合がある事，動物体内での増殖によって人体に対する病原性が増強する場合がある
事など，in vitroの実験以上の注意を払わねばならない。in vitroの実験では，病原微生
物のヒトヘの感染，周辺への拡散の機会は実験操作時のみに限られるのが通常であるが，
感染動物実験では，病原体接種から実験終了まで日・週・月の単位の時間的経過が必要で
あり，その間動物の給餌・給水・ケージ交換などの飼育作業を続けなければならない。従っ
て，病原体が尿・糞・唾液などに排出されている場合，実験・飼育環境中には絶えず感染
性のエアロゾルが拡散している危険性がある。また，動物の解剖時には，血液・体液・臓
器中の増殖した病原体に実験者が接触する危険性が考慮されなければならない。更に，動
物による咬傷，引っかき傷や，注射器・メスなどによる創傷による感染の機会は動物実験
に特徴的な問題である。従って，感染事故発生の危険性は，通常の in vitroの実験よりも
はるかに高いと考えるべきである。また，in vitroの実験では，病原体のヒトに対する危
険性を中心に考えればよいが，動物実験では，これに加えて他の実験動物に対する感染防
止も十分考慮されなければならない。

　⑵　実験動物からの人獣共通感染症病原体による感染

　　　実験に供される動物が，微生物学的に統御された場で生産され，厳重に品質管理されて
おり，しかも，飼育環境も十分クリーンな状態に維持できれば，このような問題が発生す
る危険率は十分に低くなる。しかし，現実には，conventional 動物を使用する機会も多く，
動物飼育環境も決してクリーンとは言えない状態であるため，実験動物がヒトに対して病
原性を有する微生物を保有している場合があり得る。特に，通常では動物に対して病原性
を発揮せずに潜在している病原体があるので，細心の注意を持って動物を扱う必要がある。
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 3.  4　動物および細胞株の維持
　　通常，in vitroの動物細胞実験には，SPF（specific pathogen free）動物が用いられる。
動物の飼育に関しては「動物実験に関する安全指針」に述べられているように，病原体の感
染がないよう注意することが大切である。また，摘出臓器を実験に用いる場合，特に輸送時
間が長い場合であるが，細菌感染を防ぐために組織保存液に通常の 3倍程度の抗生物質を添
加すると良いといわれている。
　　細胞株を維持するにあたって最も大切なことは，微生物による汚染を防止することである。
細菌や真菌が感染した場合は，増殖が悪い，死滅する，あるいは，細胞の形態が変わるといっ
たことが認められる。しかし，マイコプラズマ感染ではそのように一見して分かる現象はま
れで，気づかないうちに感染していることが多い。したがって，定期的にマイコプラズマ汚
染の有無を調べる方がよい。また，細胞株の凍結保存には液体窒素がよく用いられるが，取
り扱い時は革手袋を使用して直接皮膚が触れることのないよう気をつけなければならない。

表４－６　バイオハザードに関わる実験と防護のレベル 3）を一部改変  3.  5　使用後の器具と廃液の処理
　　無菌操作中，使用済みの器具および廃液を効率よく処理することは操作時間が短縮でき，
実験の成功にもつながる。そのためには，可燃性・不燃性・ガラスなどのそれぞれの廃棄場
所を決め，クリーンベンチの近くに備えつけておくとよい。また，培地などの廃液は回収し
てアルカリあるいは次亜塩素酸ナトリウム処理して生活排水系へ流す。毒物・発癌性物質・
変異原性物質・アイソトープなどを使用した場合はそれぞれの規定に従って不活化させてか
ら廃棄する。ヒトの組織あるいは血液，ウイルス感染細胞などを扱う場合は，disposable の
器具を使用すべきである .

 3.  6　おわりに
　　クリーンベンチおよび安全キャビネット内での操作は限られた箱の中で行われるため，通
常の実験台での操作に比べ幾分不自由である。しかも，細胞を扱う場合は迅速性が要求され
る。従って，安全に実験を成功させるためには，あらかじめ入念な計画をたて，準備を怠ら
ず，実験中にはクリーンベンチおよび安全キャビネット内の整理整頓を心がけることも大切
である。

参考文献

　1　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき　5　バイオハザード防
　　　止法」，化学同人，1986。
　2　国立感染症研究所病原体等安全管理規定。病原体のバイオセーフティレベル。
　3　R.  I.   Freshney，Culture of  Animal Cells，A Manual of Basic Technique。
　　　Third Edition，John-Wiley Sons，New York，1994。

第４節　動物実験に関する安全指針

 4.  1　はじめに
　　生物系学科における研究では，薬効の評価や薬物代謝，薬物動態の解析など医薬品開発に
直接関連した分野だけでなく，抗体産生をはじめとする免疫学的研究や各種酵素の生体内で
の働き，個体レベルでの遺伝子発現機構など，生物現象そのものを理解する上でも，動物実
験は不可欠である。動物実験における倫理や動物の保護などについては，「動物の愛護及び
管理に関する法律」が定められており，これを受けて環境省告示として「実験動物の飼養及
び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」，文部科学省告示として「研究機関等における動物
実験等の実施に関する基本指針」などの指示がなされている。また，これらの法律や告示を
受けて，実験動物管理委員会では，実験動物の扱いや倫理に関する規定を定めているほか，
各種の実験動物を使用する学会では，動物実験に関する指針を定めている。動物実験に関す
る倫理規定についてはこれらを遵守した実験を行う必要があるが，動物実験に伴う危険と安
全指針について触れられているものは少ない。しかし，人獣共通感染症によって動物から実
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 3.  4　動物および細胞株の維持
　　通常，in vitroの動物細胞実験には，SPF（specific pathogen free）動物が用いられる。
動物の飼育に関しては「動物実験に関する安全指針」に述べられているように，病原体の感
染がないよう注意することが大切である。また，摘出臓器を実験に用いる場合，特に輸送時
間が長い場合であるが，細菌感染を防ぐために組織保存液に通常の 3倍程度の抗生物質を添
加すると良いといわれている。
　　細胞株を維持するにあたって最も大切なことは，微生物による汚染を防止することである。
細菌や真菌が感染した場合は，増殖が悪い，死滅する，あるいは，細胞の形態が変わるといっ
たことが認められる。しかし，マイコプラズマ感染ではそのように一見して分かる現象はま
れで，気づかないうちに感染していることが多い。したがって，定期的にマイコプラズマ汚
染の有無を調べる方がよい。また，細胞株の凍結保存には液体窒素がよく用いられるが，取
り扱い時は革手袋を使用して直接皮膚が触れることのないよう気をつけなければならない。

表４－６　バイオハザードに関わる実験と防護のレベル 3）を一部改変  3.  5　使用後の器具と廃液の処理
　　無菌操作中，使用済みの器具および廃液を効率よく処理することは操作時間が短縮でき，
実験の成功にもつながる。そのためには，可燃性・不燃性・ガラスなどのそれぞれの廃棄場
所を決め，クリーンベンチの近くに備えつけておくとよい。また，培地などの廃液は回収し
てアルカリあるいは次亜塩素酸ナトリウム処理して生活排水系へ流す。毒物・発癌性物質・
変異原性物質・アイソトープなどを使用した場合はそれぞれの規定に従って不活化させてか
ら廃棄する。ヒトの組織あるいは血液，ウイルス感染細胞などを扱う場合は，disposable の
器具を使用すべきである .

 3.  6　おわりに
　　クリーンベンチおよび安全キャビネット内での操作は限られた箱の中で行われるため，通
常の実験台での操作に比べ幾分不自由である。しかも，細胞を扱う場合は迅速性が要求され
る。従って，安全に実験を成功させるためには，あらかじめ入念な計画をたて，準備を怠ら
ず，実験中にはクリーンベンチおよび安全キャビネット内の整理整頓を心がけることも大切
である。

参考文献

　1　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき　5　バイオハザード防
　　　止法」，化学同人，1986。
　2　国立感染症研究所病原体等安全管理規定。病原体のバイオセーフティレベル。
　3　R.  I.   Freshney，Culture of  Animal Cells，A Manual of Basic Technique。
　　　Third Edition，John-Wiley Sons，New York，1994。

第４節　動物実験に関する安全指針

 4.  1　はじめに
　　生物系学科における研究では，薬効の評価や薬物代謝，薬物動態の解析など医薬品開発に
直接関連した分野だけでなく，抗体産生をはじめとする免疫学的研究や各種酵素の生体内で
の働き，個体レベルでの遺伝子発現機構など，生物現象そのものを理解する上でも，動物実
験は不可欠である。動物実験における倫理や動物の保護などについては，「動物の愛護及び
管理に関する法律」が定められており，これを受けて環境省告示として「実験動物の飼養及
び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」，文部科学省告示として「研究機関等における動物
実験等の実施に関する基本指針」などの指示がなされている。また，これらの法律や告示を
受けて，実験動物管理委員会では，実験動物の扱いや倫理に関する規定を定めているほか，
各種の実験動物を使用する学会では，動物実験に関する指針を定めている。動物実験に関す
る倫理規定についてはこれらを遵守した実験を行う必要があるが，動物実験に伴う危険と安
全指針について触れられているものは少ない。しかし，人獣共通感染症によって動物から実
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かって吹き出している。そのため，正常細胞を扱う実験には十分であるが，病原菌の取り扱
いには不向きである。したがって，ヒトのウイルス感染細胞あるいは病原菌を培養する場合
は，バイオハザード防止用の安全キャビネット（図４－１）を使用する。

　　安全キャビネットは汚染エアロゾルを庫内に封じ込めて気流を一定に保ち，排気もフィル
ターによって浄化するよう設計されており，その密閉度によりクラス I，II，III に分類され
ている。実験に用いる細胞・病原菌の危険度 2）に応じてキャビネットの機種，バイオハザー
ドに対する防護のレベルを選定することが望ましい（表４－６）。また，そのような危険度
の高い細胞または病原体を取り扱う場合は，手袋・マスクなどを着用し，誤って感染するこ
とのないように注意しなければならない。ただし，ウイルス感染細胞中のウイルスは生きた
細胞内でしか生育できないとされており，誤って自分の手指を注射針で刺したり，傷のある
手で直接触れたりするようなことがなければ感染の危険性はないであろう。

図４－１　バイオハザード用安全キャビネット素 1）

験者に感染するような危険が常にある事，また，動物間相互の感染は，実験データのばらつ
きを引き起こすだけでなく，倫理的側面からも好ましくない事などを考慮し，実験者だけで
なく動物の安全についても十分配慮した実験がなされるべきである。また，毒性や発癌性の
高い薬物を動物に投与する場合には，そのような薬物が実験者に対する危険とならないよう
な措置を講じなければならない。ここでは，最も危険度の高いと思われる動物感染実験と人
獣共通感染の間遠を中心に，動物実験の安全について示す。

 4.  2　動物実験における感染事故の原因
　⑴　感染動物実験

　　　実験動物に何らかの病原微生物を感染させる実験を行う頻度は，比較的低いと考えられ
る。しかし，弱毒化あるいは無毒化した微生物を adjuvant として動物に接種したり，ヒ
トの癌細胞を動物に接種して担癌動物を作製したりする実験では，感染動物実験と同様の
危険が伴う事を念頭に置かなければならない。

　　　感染実験に用いる病原体の人体に対する危険度については，微生物を用いた実験の項目
を参照の上，それと同様の注意を払って実験を行わなければならない。しかし，同じ病原
体であっても，用いられる動物種や接種経路が異なれば，病原体の増殖率や排出様式が異
なる場合がある事，動物体内での増殖によって人体に対する病原性が増強する場合がある
事など，in vitroの実験以上の注意を払わねばならない。in vitroの実験では，病原微生
物のヒトヘの感染，周辺への拡散の機会は実験操作時のみに限られるのが通常であるが，
感染動物実験では，病原体接種から実験終了まで日・週・月の単位の時間的経過が必要で
あり，その間動物の給餌・給水・ケージ交換などの飼育作業を続けなければならない。従っ
て，病原体が尿・糞・唾液などに排出されている場合，実験・飼育環境中には絶えず感染
性のエアロゾルが拡散している危険性がある。また，動物の解剖時には，血液・体液・臓
器中の増殖した病原体に実験者が接触する危険性が考慮されなければならない。更に，動
物による咬傷，引っかき傷や，注射器・メスなどによる創傷による感染の機会は動物実験
に特徴的な問題である。従って，感染事故発生の危険性は，通常の in vitroの実験よりも
はるかに高いと考えるべきである。また，in vitroの実験では，病原体のヒトに対する危
険性を中心に考えればよいが，動物実験では，これに加えて他の実験動物に対する感染防
止も十分考慮されなければならない。

　⑵　実験動物からの人獣共通感染症病原体による感染

　　　実験に供される動物が，微生物学的に統御された場で生産され，厳重に品質管理されて
おり，しかも，飼育環境も十分クリーンな状態に維持できれば，このような問題が発生す
る危険率は十分に低くなる。しかし，現実には，conventional 動物を使用する機会も多く，
動物飼育環境も決してクリーンとは言えない状態であるため，実験動物がヒトに対して病
原性を有する微生物を保有している場合があり得る。特に，通常では動物に対して病原性
を発揮せずに潜在している病原体があるので，細心の注意を持って動物を扱う必要がある。
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ラットにおける腎症候性出血熱（HFRS；hemorrhagic fever with renal syndrome；流行
性出血熱）ウイルス汚染は，これまで多くの大学の動物実験施設で深刻な問題を発生させ，
国立大学職員の死亡例まである事は，繰り返し報道されている。また，マウスやハムスター
のリンパ球性脈絡髄膜炎（LMC；1ymphocytic choriomeningitis）ウイルス汚染も，典型
的な事例と言える。

表４－７　実験動物に関係する主な感染病と宿主動物

　⑶　エアロゾルによる感染

　　　糞尿や唾液中に排出された病原体を含むエアロゾルを吸入して感染発症する事例が多
い。特に，汚染床敷を未滅菌のままかき出し作業を行うと，多量の感染性エアロゾルが環
境中に放出され，感染発症の機会が増大する。感染実験の場合は当然滅菌を加えて処置さ
れねばならないが，一般の動物実験においても，使用済み床敷の処理には注意しなければ
ならない。動物死体は焼却処理まで冷凍庫で保管する事が通常行われているが，冷凍庫の
解凍作業を行った技術者が 2週間の潜伏期を経て腎症候性出血熱を発症した例も知られて
いる。病原体接種時の接種液および感染動物解剖時の血液・体液の飛散もエアロゾル感染
の原因となる。

　⑷　昆虫による媒介

　　　実験動物がダニ類などの外部寄生虫を保有している場合がある。感染動物実験において
は，特にその駆除に努めるべきである。日本脳炎ウイルスは蚊によって媒介されるが，こ
れは昆虫による感染経路の代表的な例である。ゴキブリなどが発生すると，病原体を伝播
し，経口・エアロゾル感染の原因となる。

 4.  4　動物実験における感染事故防止の基本
　⑴　感染動物実験における病原体の危険度分類

　　　微生物を使用した感染動物実験を行う場合には，in vitroの実験を対象として作成され
た病原微生物の取り扱いに関する危険度分類に従って実験を行う。また，弱毒化もしくは
無毒化した病原体を動物に接種する場合にも，動物に接種された後で生じる可能性のある
変異などに十分に配慮して，病原微生物の危険度分類に準じた扱いをするべきである。死
菌を抗体産生の adjuvant として用いる場合もあるが，この場合にも，微生物そのものは
死んでいても，微生物の持っている有毒成分は分解したり、変性したりしていない状態で
使用しているという事を念頭に置いて実験が行われなければならない。また，担癌動物を
作製する実験においても，実験者自身に癌細胞が接種されないように細心の注意を払う必
要がある。

　　　動物実験では，in vitroの実験と異なり，動物実験の特殊性，すなわち実験動物の飼育
期間（実験期間）が長期に及ぶ事，ケージ交換，使用済み床敷・糞尿の処理，病原体接種・
薬物投与・解剖などの実験操作を行う事，さらには病原体の動物体内での増殖，ならびに
それに伴う病原性の増強などを考慮し，危険度分類を１ランク上位に上げる必要がある。
また，病原微生物の危険度分類はヒトに対する危険性に基づいて作られたものであるが，
実験動物の場合には，飼育室において，動物相互間の感染発症も考慮し，動物に対する危
険性も考慮した危険度としなければならない。感染症では，病原体の感染から発症への転
機，発症後の経過については，host-parasite relationship，すなわち病原体の量，ヒトに
対する病原性，感染経路，ヒトの自然ならびに獲得抵抗性の四つの要因に左右されると考
えられ，一般に病原体の危険度分類はこれらの要因を考慮して作成されている。動物実験
では，これに加えて，動物相互間における伝播力，動物からの病原体の排出の二つの要因
も考慮されなければならない。
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　　　この様な問題に対処するためには，まず，実験動物の入手先から微生物汚染検査証明書
等を提出させ，常に品質管理された動物を入手する様に努める事が必要である。同時に，
実験動物飼育室をできる限り清潔な状態に保つ必要がある。

　　　自然界から捕獲された野生動物では，自然感染を受けている可能性はますます高くなる。
野犬からのブルセラ菌感染例が報告されている。屠殺場から動物の臓器提供を受ける場合
も，これに準じた注意が必要である。現在のところ，本学ではサルを用いた実験を行うた
めの動物飼育施設はないが，サルは，マールブルグ病ウイルス（死亡率 25％以上と言わ
れる），Bウイルス，赤痢菌，結核菌などに汚染されている事例が世界的にも数多く報告
されており，外部の研究機関と共同でサルを用いた実験を行う場合には，十分な注意が必
要である。

　　　ヒトの血液を使用した実験（日本赤十字血液センターから許可を得て期限切れ保存血の
提供を受ける場合や保健管理センターで採血をしてもらって自己血を使う場合）や，医
療機関との共同研究でヒトの臓器を使用する場合には，C型肝炎をはじめ，各種のウイル
ス性疾患に対する感染の防止に十分な注意を払った上で，実験を行わなければならない。
Potential risk を回避するという立場からすれば，ヒトの血液や臓器を用いた実験は，P2
レベル以上の物理的封じ込めの可能な環境で行われるべきである。

　　　表４－７に，実験動物に関係する主な感染症と宿主動物およびヒト感染の可能性につい
て掲載した。

 4.  3　感染経路
　⑴　創傷感染

　　　接種時における病原体注射器操作のミスによる刺傷，感染動物からの採血時の注射器に
よる刺傷，解剖時のメスによる創傷による実験者，補助者に対する感染発生事故が多い。
また，動物による咬傷，引っかき傷なども感染の原因となる。腎症候性出血熱の発症例で
は，採血時の刺傷や感染実験中の咬傷に起因している事例が知られている。咬傷について
は，狂犬病ウイルス，Bウイルスによる発症例が代表的である。また，ヒトのパスツレラ
症の大部分は，イヌ，ネコからの咬傷，引っかき傷によるものとされている。高度危険病
原体（クラス 4病原体）についての実験では，全て完全隔離型のグローブボックス内で行
う事が定められており，この装置内でゴム手袋を装着して実験をするようになっているが，
ゴム手袋の上から自己の指に注射針を刺してエボラウイルスに感染，発症した事故例も知
られている。

　⑵　経口感染

　　　動物実験に対する意識と認識が未熟な実験者が，実験室で喫煙，飲食し，汚染した手指
で口唇に触れて感染・発症する場合がある。動物実験の基本を忠実に守れば，この様な事
故は発生し得ないと思われる。
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　　　この様な問題に対処するためには，まず，実験動物の入手先から微生物汚染検査証明書
等を提出させ，常に品質管理された動物を入手する様に努める事が必要である。同時に，
実験動物飼育室をできる限り清潔な状態に保つ必要がある。

　　　自然界から捕獲された野生動物では，自然感染を受けている可能性はますます高くなる。
野犬からのブルセラ菌感染例が報告されている。屠殺場から動物の臓器提供を受ける場合
も，これに準じた注意が必要である。現在のところ，本学ではサルを用いた実験を行うた
めの動物飼育施設はないが，サルは，マールブルグ病ウイルス（死亡率 25％以上と言わ
れる），Bウイルス，赤痢菌，結核菌などに汚染されている事例が世界的にも数多く報告
されており，外部の研究機関と共同でサルを用いた実験を行う場合には，十分な注意が必
要である。

　　　ヒトの血液を使用した実験（日本赤十字血液センターから許可を得て期限切れ保存血の
提供を受ける場合や保健管理センターで採血をしてもらって自己血を使う場合）や，医
療機関との共同研究でヒトの臓器を使用する場合には，C型肝炎をはじめ，各種のウイル
ス性疾患に対する感染の防止に十分な注意を払った上で，実験を行わなければならない。
Potential risk を回避するという立場からすれば，ヒトの血液や臓器を用いた実験は，P2
レベル以上の物理的封じ込めの可能な環境で行われるべきである。

　　　表４－７に，実験動物に関係する主な感染症と宿主動物およびヒト感染の可能性につい
て掲載した。

 4.  3　感染経路
　⑴　創傷感染

　　　接種時における病原体注射器操作のミスによる刺傷，感染動物からの採血時の注射器に
よる刺傷，解剖時のメスによる創傷による実験者，補助者に対する感染発生事故が多い。
また，動物による咬傷，引っかき傷なども感染の原因となる。腎症候性出血熱の発症例で
は，採血時の刺傷や感染実験中の咬傷に起因している事例が知られている。咬傷について
は，狂犬病ウイルス，Bウイルスによる発症例が代表的である。また，ヒトのパスツレラ
症の大部分は，イヌ，ネコからの咬傷，引っかき傷によるものとされている。高度危険病
原体（クラス 4病原体）についての実験では，全て完全隔離型のグローブボックス内で行
う事が定められており，この装置内でゴム手袋を装着して実験をするようになっているが，
ゴム手袋の上から自己の指に注射針を刺してエボラウイルスに感染，発症した事故例も知
られている。

　⑵　経口感染

　　　動物実験に対する意識と認識が未熟な実験者が，実験室で喫煙，飲食し，汚染した手指
で口唇に触れて感染・発症する場合がある。動物実験の基本を忠実に守れば，この様な事
故は発生し得ないと思われる。
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HFRS hemorrhagic fever with renal syndrome

LMC 1ymphocytic choriomeningitis  

 

 

ラットにおける腎症候性出血熱（HFRS；hemorrhagic fever with renal syndrome；流行
性出血熱）ウイルス汚染は，これまで多くの大学の動物実験施設で深刻な問題を発生させ，
国立大学職員の死亡例まである事は，繰り返し報道されている。また，マウスやハムスター
のリンパ球性脈絡髄膜炎（LMC；1ymphocytic choriomeningitis）ウイルス汚染も，典型
的な事例と言える。

表４－７　実験動物に関係する主な感染病と宿主動物

　⑶　エアロゾルによる感染

　　　糞尿や唾液中に排出された病原体を含むエアロゾルを吸入して感染発症する事例が多
い。特に，汚染床敷を未滅菌のままかき出し作業を行うと，多量の感染性エアロゾルが環
境中に放出され，感染発症の機会が増大する。感染実験の場合は当然滅菌を加えて処置さ
れねばならないが，一般の動物実験においても，使用済み床敷の処理には注意しなければ
ならない。動物死体は焼却処理まで冷凍庫で保管する事が通常行われているが，冷凍庫の
解凍作業を行った技術者が 2週間の潜伏期を経て腎症候性出血熱を発症した例も知られて
いる。病原体接種時の接種液および感染動物解剖時の血液・体液の飛散もエアロゾル感染
の原因となる。

　⑷　昆虫による媒介

　　　実験動物がダニ類などの外部寄生虫を保有している場合がある。感染動物実験において
は，特にその駆除に努めるべきである。日本脳炎ウイルスは蚊によって媒介されるが，こ
れは昆虫による感染経路の代表的な例である。ゴキブリなどが発生すると，病原体を伝播
し，経口・エアロゾル感染の原因となる。

 4.  4　動物実験における感染事故防止の基本
　⑴　感染動物実験における病原体の危険度分類

　　　微生物を使用した感染動物実験を行う場合には，in vitroの実験を対象として作成され
た病原微生物の取り扱いに関する危険度分類に従って実験を行う。また，弱毒化もしくは
無毒化した病原体を動物に接種する場合にも，動物に接種された後で生じる可能性のある
変異などに十分に配慮して，病原微生物の危険度分類に準じた扱いをするべきである。死
菌を抗体産生の adjuvant として用いる場合もあるが，この場合にも，微生物そのものは
死んでいても，微生物の持っている有毒成分は分解したり、変性したりしていない状態で
使用しているという事を念頭に置いて実験が行われなければならない。また，担癌動物を
作製する実験においても，実験者自身に癌細胞が接種されないように細心の注意を払う必
要がある。

　　　動物実験では，in vitroの実験と異なり，動物実験の特殊性，すなわち実験動物の飼育
期間（実験期間）が長期に及ぶ事，ケージ交換，使用済み床敷・糞尿の処理，病原体接種・
薬物投与・解剖などの実験操作を行う事，さらには病原体の動物体内での増殖，ならびに
それに伴う病原性の増強などを考慮し，危険度分類を１ランク上位に上げる必要がある。
また，病原微生物の危険度分類はヒトに対する危険性に基づいて作られたものであるが，
実験動物の場合には，飼育室において，動物相互間の感染発症も考慮し，動物に対する危
険性も考慮した危険度としなければならない。感染症では，病原体の感染から発症への転
機，発症後の経過については，host-parasite relationship，すなわち病原体の量，ヒトに
対する病原性，感染経路，ヒトの自然ならびに獲得抵抗性の四つの要因に左右されると考
えられ，一般に病原体の危険度分類はこれらの要因を考慮して作成されている。動物実験
では，これに加えて，動物相互間における伝播力，動物からの病原体の排出の二つの要因
も考慮されなければならない。
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　⑵　バイオハザード発生源に対する配慮

　　　一般に，実験に使用する動物については，遺伝学的モニタリング・微生物モニタリング
が定期的に行われ，実験者の請求によってその成績が提示される良質の動物を購入する事
が，バイオハザード防止の面からは最善である。微生物モニタリングが十分に行われてい
ない可能性のある他施設からの系統動物については，他の動物から隔離するぐらいの注意
を払うべきである。感染症を早期に発見するためにも，飼育中の動物の外観や行動には常
に気を配らなければならない。実験動物の感染症を見つける一つの基準として，以下のよ
うな症状に注意しなければならない。

　　①全身症状：　死亡，被毛（光沢不良，立毛，汚れ，脱毛），皮膚（発赤，潰瘍，痴皮など），
体型（痩せ，肥満，変形など），行動の異常（不活発化，衰弱，旋回，横臥，うずくまり，
あえぎなど），発熱，黄痘など

　　②呼吸器症状：呼吸異常（呼吸促進，呼吸減少，呼吸リズムの異常など），咳，鼻汁（前
肢や鼻端の汚れ），鼻出血（血液の付着）など

　　③循環器症状：貧血（可視粘膜などの退色），チアノーゼ（口腔粘膜や眼結膜が暗青色に
変わる症状），リンパ節の腫脹，腹水貯留，顔のむくみ，など

　　④消化器症状：食欲不振（飼料，水の消費異常），嘔吐，便秘，下痢（軟便，泥状便，水様便，
血便，粘血便等），腹部膨満など

　　⑤泌尿器症状：多尿，乏尿・無尿，頻尿，尿閉，血尿など
　　⑥神経系症状：痙攣，異常行動，運動麻痺，運動失調，旋回など
　　⑦その他：　　眼（目やに，涙，眼球異常突出，眼瞼の汚れなど），耳（分泌物，痴皮など），

口腔（よだれ，出血，潰瘍など），肛門（周囲の汚れ，脱肛など），妊娠の有無など
　　⑧検査値：　　体重・摂餌量の減少，白血球の増加
　　⑨発生状況：　短期間に集中して発生，ケージ・ラック単位の広がり，購入（搬入）群単

位の発生，実験群・対照群ともに発生
　　⑩解剖：　1）肺：肝変化，凹凸，ひきつれ，気管粘液の増加
　　　　　　　2）肝：白点散在，凹凸
　　　　　　　3）腎：化膿，結石
　などがあげられる。実験動物に感染症が発生したと疑われるときには，
　　①動物を移動しない事。
　　②実験者・飼育者を専任にすること。
　　③実験・飼育器材を専用にすること。
　　④病気の原因を診断する事。
　　⑤症状観察を強化する事。
　　⑥疑われる感染症について，死亡率，伝染力，病気の経過，実験データに及ぼす影響，ヒ

トも含めた他種動物に感染する可能性などについて調査すること。
　　⑦汚染区域の隔離と消毒を行う事。
　などの措置を講じなければならない。
　　　動物が何らかの病原微生物に感染している場合，血中には抗体が産生されているので，

参考文献
　1　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき 4  動物・組織実験法」，
　　　化学同人，1986。
　2　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき　5　バイオハザード防
　　止法」，化学同人，1986。
　3　中野健司，前島一淑，城　勝哉他「実験動物入門」，川島書店，1988。
　4　国立感染症研究所病原体等安全管理規定。

第５節　組換えDNA実験の安全

 5.  1　はじめに
　　組換えDNA実験には，当初心配された直接的な危険はないことが分かってきているが，
万一（potential risk）のトラブルを防止するために作られた法律（遺伝子組換え生物等の使
用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律，平成 15 年 6 月 18 日公布）に従って実
験を行わなくてはならない。この法律は，「国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため，
遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより生物の多様性に関する
条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保し，もって
人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する
こと」を主眼として作られている。
　　この法律では，組換えDNA実験を行う形式により「第一種使用等」，「第二種使用等」に
分けている。「第二種使用等」とは，「施設，設備その他の構造物（以下「施設等」という。）
の外の大気，水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用
等であって，そのことを明示する措置（その他の主務省令で定める措置）を執って行うもの」
と規定されている。「第一種使用等」は以上のような施設等や処置を必要としない実験をさ
している。大学内で行う組換えDNA実験は，「第二種使用等」にあたる。その場合，この
法律の「第二種使用等」の省令（上のその他の主務省令の一つ）に従って実験を行わなけれ
ばならない。この省令は「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって
執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成１６年　文部科学省・環境省令第１号）」という。
　この省令では 2重の安全対策を講じて実験を行うことを義務づけている。1つは物理的に
組換え遺伝子を持つ微生物（組換え体）を外界に出さないように閉じ込めてしまうもので，
P2 実験室などと呼ばれる専用の設備を持った施設（研究室）が必要である。頭文字の Pは
物理的封じ込めという意味で physical の P をとったもので，数字が大きくなる程，組換え
体の封じ込めが厳重で安全度を増す設備で実験する事を意味する。もう 1つの安全対策は，
生物学的に行うもので，実験室の中の培養装置の中以外では生きていけないような非常に弱
い微生物を宿主として利用することにより，万一試験管の外に菌が漏れてもすぐに死滅して
しまうようにし，外界の汚染を防ぐものである。これが生物学的封じ込めで biological の B
をとって Bl とか B2 と書かれており，数字が増せばより高い安全性を確保しなければなら
ない。
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血清を採取して，どのような抗体が産生されているかを確認する事が可能である。感染の
原因が新たに搬入された動物にある事が確実であれば，実験動物の搬入業者を通じて生産
者に検査を依頼する事が可能であると思われる。学内での感染が疑われる場合には，（財）
実験動物中央研究所などに検査を依頼する事が望ましい。

　⑶　教育

　　　in vitro の実験でも同様であるが，病原微生物について教育・実習を受けた場合でも，
初めてを行う研究者が単独で感染動物実験を行う事は，病原体の種類にもよるが，危険であ
る。習熟した者から接種・採血・解剖・臓器摘出などの実際の操作手順について十分な指導
を受けるべきである。接種菌液を注射器に吸入し目盛り合わせ・空泡除去のため注射器を上
に向けてピストンを押すような行為は，きびしく戒められるべきである。脱脂綿やキムワイ
ブなどで針先端を包み，空泡を押し出すという簡単な手順を踏むだけで，バイオハザードの
危険率は非常に低くなるというような事についても教えるべきである。

 4.  5　動物実験において実験者が守るべき基本的事項
　　①飲食物の持ち込み・喫煙の禁止
　　②作業前後の手指の洗浄
　　③作業台表面の消毒
　　④エアロゾル発生の防止
　　　　病原体液の注射器への吸入，接種準備に際してエアロゾル発生の防止に特に注意する。

皮下・筋肉内・腹腔内・静脈内注射後，注射針を抜けば必ず液の漏出があるので，これ
に対するアルコール綿での消毒等の処置を怠らない事。接種に限らず，採血などに使用
した注射針は，安全キャップをつけずに注射針専用の回収箱に入れ，刺傷事故の起こら
ないように注意する事。たまった注射針は必ず滅菌し，廃棄する事。

　　⑤昆虫対策
　　　　感染動物に限らず，一般動物実験においても，動物飼育室・実験室内での昆虫，特に

ゴキブリの発生は病原体の媒介，外部への漏出の原因となる。駆除薬による床上の清拭，
飼料残渣の処理，糞尿の処理は完全に行わなければならない。

　　⑥使用済みケージ，汚物などの滅菌
　　⑦給水ビンや給餌カゴを介した動物相互間の感染防止
　　　　給水ビンや給餌カゴは，動物が口唇で接触する部分である。従って，給水ビンや給餌

カゴを複数の飼育ケージで共有すると，飼育ケージ間の感染が生じる可能性も高い。バ
ケツに汲みおいた水の中に給水ビンを投入して水を補給するというような事は，決して
行ってはならない。

　　⑧動物の保定
　　　　動物に直接触れる場合，確実にこれを保定しなければならないが，咬傷や引っかき傷

を避ける必要がある。特に，感染動物実験や感染症の疑われる動物を扱う場合には，革
手袋の着用をするべきである。

　　⑨作業空間の消毒・清掃
　　　　感染動物を扱わなければならない場合には，作業空間に対する消毒液の噴霧，床上の

薬液モップやスポンジによる清拭を必ず行う。ほうきによる清掃作業は，エアロゾル発
生の原因になるので，動物室内では不適当である。

　　⑩マスク，帽子，予防衣，手袋の着用
　　　　病原体の種類にもよるが，感染動物飼育室や実験室内では，実験者は体表を被包し，

病原体との接触や吸入を避ける事に注意しなければならない。また，動物室内のエアロ
ゾルが原因で感作がかかり，アレルギー症状を呈する実験者は，マスク，手袋，予防衣
の着用は不可欠である。動物飼育室内のエアロゾルによる実験者自身の感作を避けるた
めにも，動物室内のエアロゾルを極力少なくする様に努めなければならない。

　　⑪動物の解剖などの操作について
　　　　病原体に感染している動物の解剖に際しては，病原体の種類に応じて，操作はクラスI，

必要であればクラス II の安全キャビネット内で行う事が最善である。血液，体液，臓
器は増殖した病原体を含むので，解剖に際しては，動物の保定板をトレイに入れ，作業
面，作業空間の汚染を可能な限り防止する。解剖前に動物の体表，体毛をアルコール綿，
ヨードチンキ綿などで清拭，あるいはガスバーナーで焼く。臓器のホモジネートを作製
するためにホモジナイザーを使用する場合には，多量の感染性エアロゾルが発生するの
で，完全密閉型のグローブボックス内でゴム手袋を着用して操作する事が望ましい。

 4.  6　その他
　　発癌性の高い薬物や劇毒物を動物に投与する実験では，使用する薬物の危険性に十分な注
意を払う必要がある。特に，注射器の空泡を抜いたり、目盛り合わせをしたりする際に，不
用意に注射器を上に向けてピストンを押すような行為は，決して行ってはいけない。脱脂綿
やキムワイブなどで針先端を包み，空泡を押し出すようにする。また，実験者の手指に注射
針を刺すような事が無いように，十分に気をつけて実験を行う必要がある。これら動物実験
に関わる注意事項は，上述の項目に準じて行う。
　　実験動物もしくは動物室内のエアロゾルで感作がかかると，アレルギー症状が頻発し，場
合によっては動物実験の遂行そのものが困難になる場合がある。実験動物による感作は，咬
傷や引っかき傷，エアロゾル吸入などによって比較的簡単に成立し得る。従って，アレルギー
疾患の既往症のある者は，マスク，手袋，予防衣などの着用を徹底するべきである。同時に，
咬傷や引っかき傷を作らないような慎重な動物の扱い，動物室内のエアロゾルそのものを低
減する工夫などをしなければならない。

　　岡山理科大学内でのすべての動物実験は，岡山理科大学における動物実験に関する取扱規
程（平成 24年 4月 1日施行）に従って行わなければならない。この指針の作成は岡山理科大
学動物実験管理委員会規程（平成 2年 1月 1日施行。平成 22年 4月 1日最終改正。）に定め
た岡山理科大学動物実験管理委員会が行った。岡山理科大学動物実験指針，岡山理科大学動
物実験管理委員会規程は，岡山理科大学ホームページにて閲覧できる［巻末参考資料を参考］。
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血清を採取して，どのような抗体が産生されているかを確認する事が可能である。感染の
原因が新たに搬入された動物にある事が確実であれば，実験動物の搬入業者を通じて生産
者に検査を依頼する事が可能であると思われる。学内での感染が疑われる場合には，（財）
実験動物中央研究所などに検査を依頼する事が望ましい。

　⑶　教育

　　　in vitro の実験でも同様であるが，病原微生物について教育・実習を受けた場合でも，
初めてを行う研究者が単独で感染動物実験を行う事は，病原体の種類にもよるが，危険であ
る。習熟した者から接種・採血・解剖・臓器摘出などの実際の操作手順について十分な指導
を受けるべきである。接種菌液を注射器に吸入し目盛り合わせ・空泡除去のため注射器を上
に向けてピストンを押すような行為は，きびしく戒められるべきである。脱脂綿やキムワイ
ブなどで針先端を包み，空泡を押し出すという簡単な手順を踏むだけで，バイオハザードの
危険率は非常に低くなるというような事についても教えるべきである。

 4.  5　動物実験において実験者が守るべき基本的事項
　　①飲食物の持ち込み・喫煙の禁止
　　②作業前後の手指の洗浄
　　③作業台表面の消毒
　　④エアロゾル発生の防止
　　　　病原体液の注射器への吸入，接種準備に際してエアロゾル発生の防止に特に注意する。

皮下・筋肉内・腹腔内・静脈内注射後，注射針を抜けば必ず液の漏出があるので，これ
に対するアルコール綿での消毒等の処置を怠らない事。接種に限らず，採血などに使用
した注射針は，安全キャップをつけずに注射針専用の回収箱に入れ，刺傷事故の起こら
ないように注意する事。たまった注射針は必ず滅菌し，廃棄する事。

　　⑤昆虫対策
　　　　感染動物に限らず，一般動物実験においても，動物飼育室・実験室内での昆虫，特に

ゴキブリの発生は病原体の媒介，外部への漏出の原因となる。駆除薬による床上の清拭，
飼料残渣の処理，糞尿の処理は完全に行わなければならない。

　　⑥使用済みケージ，汚物などの滅菌
　　⑦給水ビンや給餌カゴを介した動物相互間の感染防止
　　　　給水ビンや給餌カゴは，動物が口唇で接触する部分である。従って，給水ビンや給餌

カゴを複数の飼育ケージで共有すると，飼育ケージ間の感染が生じる可能性も高い。バ
ケツに汲みおいた水の中に給水ビンを投入して水を補給するというような事は，決して
行ってはならない。

　　⑧動物の保定
　　　　動物に直接触れる場合，確実にこれを保定しなければならないが，咬傷や引っかき傷

を避ける必要がある。特に，感染動物実験や感染症の疑われる動物を扱う場合には，革
手袋の着用をするべきである。

　　⑨作業空間の消毒・清掃
　　　　感染動物を扱わなければならない場合には，作業空間に対する消毒液の噴霧，床上の

薬液モップやスポンジによる清拭を必ず行う。ほうきによる清掃作業は，エアロゾル発
生の原因になるので，動物室内では不適当である。

　　⑩マスク，帽子，予防衣，手袋の着用
　　　　病原体の種類にもよるが，感染動物飼育室や実験室内では，実験者は体表を被包し，

病原体との接触や吸入を避ける事に注意しなければならない。また，動物室内のエアロ
ゾルが原因で感作がかかり，アレルギー症状を呈する実験者は，マスク，手袋，予防衣
の着用は不可欠である。動物飼育室内のエアロゾルによる実験者自身の感作を避けるた
めにも，動物室内のエアロゾルを極力少なくする様に努めなければならない。

　　⑪動物の解剖などの操作について
　　　　病原体に感染している動物の解剖に際しては，病原体の種類に応じて，操作はクラスI，

必要であればクラス II の安全キャビネット内で行う事が最善である。血液，体液，臓
器は増殖した病原体を含むので，解剖に際しては，動物の保定板をトレイに入れ，作業
面，作業空間の汚染を可能な限り防止する。解剖前に動物の体表，体毛をアルコール綿，
ヨードチンキ綿などで清拭，あるいはガスバーナーで焼く。臓器のホモジネートを作製
するためにホモジナイザーを使用する場合には，多量の感染性エアロゾルが発生するの
で，完全密閉型のグローブボックス内でゴム手袋を着用して操作する事が望ましい。

 4.  6　その他
　　発癌性の高い薬物や劇毒物を動物に投与する実験では，使用する薬物の危険性に十分な注
意を払う必要がある。特に，注射器の空泡を抜いたり、目盛り合わせをしたりする際に，不
用意に注射器を上に向けてピストンを押すような行為は，決して行ってはいけない。脱脂綿
やキムワイブなどで針先端を包み，空泡を押し出すようにする。また，実験者の手指に注射
針を刺すような事が無いように，十分に気をつけて実験を行う必要がある。これら動物実験
に関わる注意事項は，上述の項目に準じて行う。
　　実験動物もしくは動物室内のエアロゾルで感作がかかると，アレルギー症状が頻発し，場
合によっては動物実験の遂行そのものが困難になる場合がある。実験動物による感作は，咬
傷や引っかき傷，エアロゾル吸入などによって比較的簡単に成立し得る。従って，アレルギー
疾患の既往症のある者は，マスク，手袋，予防衣などの着用を徹底するべきである。同時に，
咬傷や引っかき傷を作らないような慎重な動物の扱い，動物室内のエアロゾルそのものを低
減する工夫などをしなければならない。

　　岡山理科大学内でのすべての動物実験は，岡山理科大学における動物実験に関する取扱規
程（平成 24年 4月 1日施行）に従って行わなければならない。この指針の作成は岡山理科大
学動物実験管理委員会規程（平成 2年 1月 1日施行。平成 22年 4月 1日最終改正。）に定め
た岡山理科大学動物実験管理委員会が行った。岡山理科大学動物実験指針，岡山理科大学動
物実験管理委員会規程は，岡山理科大学ホームページにて閲覧できる［巻末参考資料を参考］。
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　⑵　バイオハザード発生源に対する配慮

　　　一般に，実験に使用する動物については，遺伝学的モニタリング・微生物モニタリング
が定期的に行われ，実験者の請求によってその成績が提示される良質の動物を購入する事
が，バイオハザード防止の面からは最善である。微生物モニタリングが十分に行われてい
ない可能性のある他施設からの系統動物については，他の動物から隔離するぐらいの注意
を払うべきである。感染症を早期に発見するためにも，飼育中の動物の外観や行動には常
に気を配らなければならない。実験動物の感染症を見つける一つの基準として，以下のよ
うな症状に注意しなければならない。

　　①全身症状：　死亡，被毛（光沢不良，立毛，汚れ，脱毛），皮膚（発赤，潰瘍，痴皮など），
体型（痩せ，肥満，変形など），行動の異常（不活発化，衰弱，旋回，横臥，うずくまり，
あえぎなど），発熱，黄痘など

　　②呼吸器症状：呼吸異常（呼吸促進，呼吸減少，呼吸リズムの異常など），咳，鼻汁（前
肢や鼻端の汚れ），鼻出血（血液の付着）など

　　③循環器症状：貧血（可視粘膜などの退色），チアノーゼ（口腔粘膜や眼結膜が暗青色に
変わる症状），リンパ節の腫脹，腹水貯留，顔のむくみ，など

　　④消化器症状：食欲不振（飼料，水の消費異常），嘔吐，便秘，下痢（軟便，泥状便，水様便，
血便，粘血便等），腹部膨満など

　　⑤泌尿器症状：多尿，乏尿・無尿，頻尿，尿閉，血尿など
　　⑥神経系症状：痙攣，異常行動，運動麻痺，運動失調，旋回など
　　⑦その他：　　眼（目やに，涙，眼球異常突出，眼瞼の汚れなど），耳（分泌物，痴皮など），

口腔（よだれ，出血，潰瘍など），肛門（周囲の汚れ，脱肛など），妊娠の有無など
　　⑧検査値：　　体重・摂餌量の減少，白血球の増加
　　⑨発生状況：　短期間に集中して発生，ケージ・ラック単位の広がり，購入（搬入）群単

位の発生，実験群・対照群ともに発生
　　⑩解剖：　1）肺：肝変化，凹凸，ひきつれ，気管粘液の増加
　　　　　　　2）肝：白点散在，凹凸
　　　　　　　3）腎：化膿，結石
　などがあげられる。実験動物に感染症が発生したと疑われるときには，
　　①動物を移動しない事。
　　②実験者・飼育者を専任にすること。
　　③実験・飼育器材を専用にすること。
　　④病気の原因を診断する事。
　　⑤症状観察を強化する事。
　　⑥疑われる感染症について，死亡率，伝染力，病気の経過，実験データに及ぼす影響，ヒ

トも含めた他種動物に感染する可能性などについて調査すること。
　　⑦汚染区域の隔離と消毒を行う事。
　などの措置を講じなければならない。
　　　動物が何らかの病原微生物に感染している場合，血中には抗体が産生されているので，

参考文献
　1　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき 4  動物・組織実験法」，
　　　化学同人，1986。
　2　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき　5　バイオハザード防
　　止法」，化学同人，1986。
　3　中野健司，前島一淑，城　勝哉他「実験動物入門」，川島書店，1988。
　4　国立感染症研究所病原体等安全管理規定。

第５節　組換えDNA実験の安全

 5.  1　はじめに
　　組換えDNA実験には，当初心配された直接的な危険はないことが分かってきているが，
万一（potential risk）のトラブルを防止するために作られた法律（遺伝子組換え生物等の使
用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律，平成 15 年 6 月 18 日公布）に従って実
験を行わなくてはならない。この法律は，「国際的に協力して生物の多様性の確保を図るため，
遺伝子組換え生物等の使用等の規制に関する措置を講ずることにより生物の多様性に関する
条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の的確かつ円滑な実施を確保し，もって
人類の福祉に貢献するとともに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する
こと」を主眼として作られている。
　　この法律では，組換えDNA実験を行う形式により「第一種使用等」，「第二種使用等」に
分けている。「第二種使用等」とは，「施設，設備その他の構造物（以下「施設等」という。）
の外の大気，水又は土壌中への遺伝子組換え生物等の拡散を防止する意図をもって行う使用
等であって，そのことを明示する措置（その他の主務省令で定める措置）を執って行うもの」
と規定されている。「第一種使用等」は以上のような施設等や処置を必要としない実験をさ
している。大学内で行う組換えDNA実験は，「第二種使用等」にあたる。その場合，この
法律の「第二種使用等」の省令（上のその他の主務省令の一つ）に従って実験を行わなけれ
ばならない。この省令は「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって
執るべき拡散防止措置等を定める省令（平成１６年　文部科学省・環境省令第１号）」という。
　この省令では 2重の安全対策を講じて実験を行うことを義務づけている。1つは物理的に
組換え遺伝子を持つ微生物（組換え体）を外界に出さないように閉じ込めてしまうもので，
P2 実験室などと呼ばれる専用の設備を持った施設（研究室）が必要である。頭文字の Pは
物理的封じ込めという意味で physical の P をとったもので，数字が大きくなる程，組換え
体の封じ込めが厳重で安全度を増す設備で実験する事を意味する。もう 1つの安全対策は，
生物学的に行うもので，実験室の中の培養装置の中以外では生きていけないような非常に弱
い微生物を宿主として利用することにより，万一試験管の外に菌が漏れてもすぐに死滅して
しまうようにし，外界の汚染を防ぐものである。これが生物学的封じ込めで biological の B
をとって Bl とか B2 と書かれており，数字が増せばより高い安全性を確保しなければなら
ない。
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　従って組換えDNA実験の規制は，Pと Bの数字を足した総和で行う事になっている。P2
－ Bl の総和が 3となり，同じ実験が Pl － B2 の組み合わせでも行える事になる。
　　どのような生物種，宿主ベクターを用いた組換えDNA実験が，どのレベルにあたるのか
は詳細に定められている（「二種省令に基づく告示」）。実験計画を立てる際には，必ず見て
確認しなければならない。

 5.  2　組換えDNA実験
　　自然界が生物を発達させてきた遺伝子の「自然の」移動，つまり一つの細胞から他に移動
するという知見は，1970 年代に比べると昨今は驚くほど増大している。挿入因子，トラン
スボゾン，ウイルス，プラスミドなどは皆，遺伝子交換を司るべく進化してきたDNAと見
なしてよい。したがって，分類学上同じ種に属するもののDNAのみを使う実験や，同種で
なくても自然界でDNA交換が行われている組み合わせについては，組換えDNA分子を人
工的に作製してもこれを規制の対象外と考えることにしている。たとえば大腸菌のDNA，
あるいはそれを宿主とするファージやプラスミドのDNAを組換えて大腸菌に戻す実験は
「同種」生物のDNA組換え実験である。「自然界にDNA交換が存在する」と定義されてい
るのは，同一群内の種または属の組み合わせの場合である。試験管内で組換えDNA分子を
作製しても，これを細胞に与えない，つまり「生細胞に移入して増殖」させない実験は規制
の対象外になる。ついでながら，この省令では，試験管内で作製した組換えDNAを「組換
えDNA分子」と呼ぶことにし，組換えDNA分子を移入されてこれを担いつつ増殖する生
物を「組換え体」と呼ぶことにしている。組換えDNAを生細胞に移入しても，その機能発
現のみが起こり，組換え分子が増殖しない実験も規制の対象外になる。
　　また，種の壁を越えた組換え体の生ずる実験であっても，その途上に「試験管内での組
換えDNA分子の作製」が含まれていなければ規制の対象外になる。たとえば，動物の培養
細胞に異種生物の細胞やウイルスに由来するDNAをとり込ませれば，ある頻度で染色体に
組み込まれて異種DNAを担った細胞ができるし，さらに異種細胞どうしを融合させたとき
には，より大規模な遺伝子系の導入・交換が起こり得る。しかし，これらは上記の理由によ
り規制の対象外になる。一見矛盾しているようであるが，細胞にとり込ませるDNAがその
細胞と同種のDNAであっても，そこに異種生物のDNA，たとえば大腸菌のファージDNA
が人為的にあらかじめ結合させられているものを使うときは，組換え体作製実験となり，規
制の対象となる。受精卵にDNAを注入するとそのDNAを担った動物の家系ができるが，
この場合にも，組換えDNA分子を注入しない限り規制の対象とならない実験である。
　　組換え体，たとえば細菌やウイルスを動物や植物に接種する実験においては，その接種さ
れた個体をまるごと（排泄物や死体・枯死体なども含めて）管理することが要求されている。
受精卵に異種DNA分子を注入する，いわゆる transgenic mouse 作製の実験も，そのDNA
が組換えDNA分子であるならば，個体全体の管理が要求される。

ピペットや注射器から液体を強く噴出させる等の行為は避けること。
　　⒣　汚染した物質等の汚染を実験室以外の他の場所で除去しようとするときは，堅固で洩

れのない容器に入れ，実験室で密閉してから搬出すること。
　　⒤　実験室の昆虫，げっ歯類等の防除をすること。
　　⒥　注射針の使用は避けること。
　　⒦　実験室内では実験用の被服等を着用し，退室時にはこれを脱ぐこと。
　　⒧　実施されている実験の性質を知らない者を実験室に入れないこと。
　　⒨　実験が進行中の場合には，P2 レベル実験中の表示を実験室の入口に掲げること。ま

た組換え体を保管する冷蔵庫等にもその旨表示すること。
　　⒩　実験室は，常に整理し，清潔に保ち，実験に関係のないものは置かないこと。
　　⒪　安全キャビネットのHEPAフィルターについては，その交換直前及び定期検査時並

びに実験内容の変更時に，安全キャビネットを密閉し，10 g/㎥のホルムアルデヒド
により燻蒸した後，約 1時間放置し，汚染を除去すること。

　　⒫　封じ込めのレベルが Pl でよいとされる他の実験を同じ実験室で同時に行う場合には，
明確に区域を設定して注意深く行うこと。

　　⒬　その他実験責任者の定める事項を遵守すること。
　　　　組換え体を処分するにあたっては，逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）あるいは

次亜塩素酸ナトリウム処理（塩素ガスの発生防止処理を含む）した後，1.5 気圧（約
126℃）で 30 分以上オートクレーブし，殺菌しなければならない。

 5.  6　組換え植物を用いる実験室外実験の手続き
　　実験室内における実験の安全性が実験室外の実験でも評価できるようにするためには次の
手続きが必要である。
　⑴　実験室内における実験の安全性についての評価報告書をあらかじめ組換えDNA専門委
員会に提出すること。

　⑵　３段階のステージ分けに従った実験計画を作成して文部科学大臣の承認を得ること。
　　　第 1ステージ：実験温室，すなわち実験室外の特定の区画された隔離温室，網室， 培養

増殖室。
　　　第 2ステージ：普通温室，すなわち実験室外の通常の温室またはフェンス等で囲った圃
場の隔離された区域。

　　　第 3ステージ：実験圃場，すなわち実験室外の通常の圃場であって大学等の管理下にあ
るもの。

　⑶　実験終了後，実験結果報告書（安全性に関するもの）を安全審査会に提出すること。
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 5.  3　特別な承認を必要とする実験
　　組換えDNA実験を行うにあたっては，指針に従った施設で，指針に従った封じ込め操作
を行うことが求められている。そして，実験を始めるまえに，その実験を行う承認を所属す
る機関の責任者から得ることが求められている。責任者は，大学の場合は学長である。この
省令では「承認された宿主」を定めており，それ以外の宿主を用いて組換え体を作製する実
験は，研究機関の長がさらにその上部機関から承認を求めることとされている。大学では文
部科学大臣がこの承認を行う。特別な承認を必要とする実験は次の七つである。
　⑴　既に上記機関によって承認を受けている宿主・ベクター系以外の細胞を宿主として用い
る実験。たとえば各種の土壌細菌や，病院由来の細菌，その他自分が単離した上記以外の
微生物の使用がこの範ちゅうに含まれる。

　⑵　脊椎動物に対するタンパク質性毒素産生能を有する遺伝子のクローニング実験。実験に
用いる宿主・ベクター系は認定されたものに限られるものとし，未認定のものは当分使わ
ぬことと定められている。

　⑶　組換え体の動植物個体への接種実験。「接種実験」には飼料などに混ぜて摂取させる実
験も含まれ，次のことが義務づけられている。すなわち接種された動物個体からは子孫を
作らせぬこと，動物個体にはそれぞれ標識を付けて逃亡せぬよう管理すること，実験に用
いた生物やその排泄物，廃棄物，死体などは消毒または焼却することである。

　⑷　組換えDNA分子を導入された動物個体を作製する実験。受精卵にとり込ませて新しい
家系を作らせる実験であり，おのおのの個体は（3）と同様に管理を行うこと，その繁殖
を人に管理することが求められている。ヒト（受精卵を含む）を宿主として扱う実験は承
認しないことになっている。また，組換え体細胞と胚細胞を混合，接触させて個体を作る
実験も同じ思想の下に規制される。

　⑸　組換えDNA分子を導入された植物培養細胞から個体を再生させる実験。
　⑹　組換え体の自然界への散布を含む実験。
　⑺　20L を越える大量培養実験。実際上，組換え体取り扱い量が大きくなると環境への流出
の恐れが高まるためである。

 5.  4　組換えDNAの安全度評価の原則と封じ込めレベルの決定の原則
　　安全度評価にあたっては次の 4点を考慮する。
　⑴　どのような供与体のDNAを使うか。
　⑵　どのような状態でそのDNAを使うか。たとえばショットガン・クローニング用に全く
純化しないDNA断片の混合物を使うか，純化して性質のよくわかったDNA断片を使う
かなど。

　⑶　どのような宿主・ベクター系を使うか。
　⑷　実験の際に取り扱うクローンの数が多いか少ないか。
　　　要するに，組換えDNAを宿主に移入したときに，どのような生物学的性質を新たにそ
の宿主に与えるか，あるいはその可能性があるかを第一の問題としている。これは供与体

のDNAと宿主・ベクターの組み合わせによって決まるわけである。その上で，実験を行
う際に特定のDNAのみを扱うのか，性質のわからないDNAをクローニングする可能性
があるのかということと，扱う数が多いかなどのファクターを加味するのである。

　　　封じ込めレベルは安全性の評価の結果に応じて決定するが，そこで用いるのは生物学的
方法（Bレベル）と物理学的方法（Pレベル）の二つの組み合わせである。

 5.  5　具体的な心得
　　計画書を提出し承認を得た上でないと実験を行ってはならない。実験をはじめる前に教育
訓練を受け，「組換えDNA実験」に関する省令の内容をよく理解する必要がある。P2 レベ
ルの物理的封じ込め下で実験を行う際の注意事項を「組換えDNA実験指針」より抜粋し，
以下に記す。

　⑴　封じ込めの準備

　　⒜　組換え体の処理を行うため，ブレンダー，凍結乾燥機，超音波破砕装置，遠心分離機
等のエアロゾルが発生しやすい機器を使用するときは，それらを収容する安全キャビ
ネットを設置すること。ただし，エアロゾルが外部に洩れない設計が施されている機
器を使用するときにはこの限りではない。

　　⒝　安全キャビネットの設置に際しては，定期検査，HEPAフィルター（高性能微粒子
除去装置）の交換，ホルムアルデヒドによる燻蒸等が安全キャビネットを移動しない
で実施できるよう配置すること。また，安全キャビネットは，設置直後及び定期的に
年 1回，次の検査を行うこと。ただし，実験室内に排気するキャビネットについては，
年 2回とする。

　　　ア　風速，風量試験
　　　イ　密封度試験
　　　ウ　HEPAフィルター性能試験
　⑵　実験室の設計

　　　実験室は，汚染物及び廃棄物の消毒のための高圧滅菌機を備えた建物内に置くこと。
　⑶　実験実施要項

　　⒜　実験中，実験室の窓及び扉は閉じておくこと。
　　⒝　実験台及び安全キャビネットは，毎日，実験終了後消毒すること。また，実験中汚染

が生じた場合に直ちに消毒すること。
　　⒞　実験に係わる生物に由来するすべての廃棄物は，廃棄前に消毒すること。その他の汚

染された機器は，洗浄，再使用及び廃棄の前に消毒すること。
　　⒟　機械的ピペットを使用すること。
　　⒠　実験室内での飲食，喫煙及び食品の保存はしないこと。
　　⒡　組換え体を取り扱った後，及び実験室を出るときは手を洗うこと。
　　⒢　すべての操作においてエアロゾルの発生を最小限にするよう注意を払うこと。例えば，

熱した接種用白金耳や接種針を培地中に挿入したり，はねるほど強く炎であぶったり，
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 5.  3　特別な承認を必要とする実験
　　組換えDNA実験を行うにあたっては，指針に従った施設で，指針に従った封じ込め操作
を行うことが求められている。そして，実験を始めるまえに，その実験を行う承認を所属す
る機関の責任者から得ることが求められている。責任者は，大学の場合は学長である。この
省令では「承認された宿主」を定めており，それ以外の宿主を用いて組換え体を作製する実
験は，研究機関の長がさらにその上部機関から承認を求めることとされている。大学では文
部科学大臣がこの承認を行う。特別な承認を必要とする実験は次の七つである。
　⑴　既に上記機関によって承認を受けている宿主・ベクター系以外の細胞を宿主として用い
る実験。たとえば各種の土壌細菌や，病院由来の細菌，その他自分が単離した上記以外の
微生物の使用がこの範ちゅうに含まれる。

　⑵　脊椎動物に対するタンパク質性毒素産生能を有する遺伝子のクローニング実験。実験に
用いる宿主・ベクター系は認定されたものに限られるものとし，未認定のものは当分使わ
ぬことと定められている。

　⑶　組換え体の動植物個体への接種実験。「接種実験」には飼料などに混ぜて摂取させる実
験も含まれ，次のことが義務づけられている。すなわち接種された動物個体からは子孫を
作らせぬこと，動物個体にはそれぞれ標識を付けて逃亡せぬよう管理すること，実験に用
いた生物やその排泄物，廃棄物，死体などは消毒または焼却することである。

　⑷　組換えDNA分子を導入された動物個体を作製する実験。受精卵にとり込ませて新しい
家系を作らせる実験であり，おのおのの個体は（3）と同様に管理を行うこと，その繁殖
を人に管理することが求められている。ヒト（受精卵を含む）を宿主として扱う実験は承
認しないことになっている。また，組換え体細胞と胚細胞を混合，接触させて個体を作る
実験も同じ思想の下に規制される。

　⑸　組換えDNA分子を導入された植物培養細胞から個体を再生させる実験。
　⑹　組換え体の自然界への散布を含む実験。
　⑺　20L を越える大量培養実験。実際上，組換え体取り扱い量が大きくなると環境への流出
の恐れが高まるためである。

 5.  4　組換えDNAの安全度評価の原則と封じ込めレベルの決定の原則
　　安全度評価にあたっては次の 4点を考慮する。
　⑴　どのような供与体のDNAを使うか。
　⑵　どのような状態でそのDNAを使うか。たとえばショットガン・クローニング用に全く
純化しないDNA断片の混合物を使うか，純化して性質のよくわかったDNA断片を使う
かなど。

　⑶　どのような宿主・ベクター系を使うか。
　⑷　実験の際に取り扱うクローンの数が多いか少ないか。
　　　要するに，組換えDNAを宿主に移入したときに，どのような生物学的性質を新たにそ
の宿主に与えるか，あるいはその可能性があるかを第一の問題としている。これは供与体

のDNAと宿主・ベクターの組み合わせによって決まるわけである。その上で，実験を行
う際に特定のDNAのみを扱うのか，性質のわからないDNAをクローニングする可能性
があるのかということと，扱う数が多いかなどのファクターを加味するのである。

　　　封じ込めレベルは安全性の評価の結果に応じて決定するが，そこで用いるのは生物学的
方法（Bレベル）と物理学的方法（Pレベル）の二つの組み合わせである。

 5.  5　具体的な心得
　　計画書を提出し承認を得た上でないと実験を行ってはならない。実験をはじめる前に教育
訓練を受け，「組換えDNA実験」に関する省令の内容をよく理解する必要がある。P2 レベ
ルの物理的封じ込め下で実験を行う際の注意事項を「組換えDNA実験指針」より抜粋し，
以下に記す。

　⑴　封じ込めの準備

　　⒜　組換え体の処理を行うため，ブレンダー，凍結乾燥機，超音波破砕装置，遠心分離機
等のエアロゾルが発生しやすい機器を使用するときは，それらを収容する安全キャビ
ネットを設置すること。ただし，エアロゾルが外部に洩れない設計が施されている機
器を使用するときにはこの限りではない。

　　⒝　安全キャビネットの設置に際しては，定期検査，HEPAフィルター（高性能微粒子
除去装置）の交換，ホルムアルデヒドによる燻蒸等が安全キャビネットを移動しない
で実施できるよう配置すること。また，安全キャビネットは，設置直後及び定期的に
年 1回，次の検査を行うこと。ただし，実験室内に排気するキャビネットについては，
年 2回とする。

　　　ア　風速，風量試験
　　　イ　密封度試験
　　　ウ　HEPAフィルター性能試験
　⑵　実験室の設計

　　　実験室は，汚染物及び廃棄物の消毒のための高圧滅菌機を備えた建物内に置くこと。
　⑶　実験実施要項

　　⒜　実験中，実験室の窓及び扉は閉じておくこと。
　　⒝　実験台及び安全キャビネットは，毎日，実験終了後消毒すること。また，実験中汚染

が生じた場合に直ちに消毒すること。
　　⒞　実験に係わる生物に由来するすべての廃棄物は，廃棄前に消毒すること。その他の汚

染された機器は，洗浄，再使用及び廃棄の前に消毒すること。
　　⒟　機械的ピペットを使用すること。
　　⒠　実験室内での飲食，喫煙及び食品の保存はしないこと。
　　⒡　組換え体を取り扱った後，及び実験室を出るときは手を洗うこと。
　　⒢　すべての操作においてエアロゾルの発生を最小限にするよう注意を払うこと。例えば，

熱した接種用白金耳や接種針を培地中に挿入したり，はねるほど強く炎であぶったり，
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　従って組換えDNA実験の規制は，Pと Bの数字を足した総和で行う事になっている。P2
－ Bl の総和が 3となり，同じ実験が Pl － B2 の組み合わせでも行える事になる。
　　どのような生物種，宿主ベクターを用いた組換えDNA実験が，どのレベルにあたるのか
は詳細に定められている（「二種省令に基づく告示」）。実験計画を立てる際には，必ず見て
確認しなければならない。

 5.  2　組換えDNA実験
　　自然界が生物を発達させてきた遺伝子の「自然の」移動，つまり一つの細胞から他に移動
するという知見は，1970 年代に比べると昨今は驚くほど増大している。挿入因子，トラン
スボゾン，ウイルス，プラスミドなどは皆，遺伝子交換を司るべく進化してきたDNAと見
なしてよい。したがって，分類学上同じ種に属するもののDNAのみを使う実験や，同種で
なくても自然界でDNA交換が行われている組み合わせについては，組換えDNA分子を人
工的に作製してもこれを規制の対象外と考えることにしている。たとえば大腸菌のDNA，
あるいはそれを宿主とするファージやプラスミドのDNAを組換えて大腸菌に戻す実験は
「同種」生物のDNA組換え実験である。「自然界にDNA交換が存在する」と定義されてい
るのは，同一群内の種または属の組み合わせの場合である。試験管内で組換えDNA分子を
作製しても，これを細胞に与えない，つまり「生細胞に移入して増殖」させない実験は規制
の対象外になる。ついでながら，この省令では，試験管内で作製した組換えDNAを「組換
えDNA分子」と呼ぶことにし，組換えDNA分子を移入されてこれを担いつつ増殖する生
物を「組換え体」と呼ぶことにしている。組換えDNAを生細胞に移入しても，その機能発
現のみが起こり，組換え分子が増殖しない実験も規制の対象外になる。
　　また，種の壁を越えた組換え体の生ずる実験であっても，その途上に「試験管内での組
換えDNA分子の作製」が含まれていなければ規制の対象外になる。たとえば，動物の培養
細胞に異種生物の細胞やウイルスに由来するDNAをとり込ませれば，ある頻度で染色体に
組み込まれて異種DNAを担った細胞ができるし，さらに異種細胞どうしを融合させたとき
には，より大規模な遺伝子系の導入・交換が起こり得る。しかし，これらは上記の理由によ
り規制の対象外になる。一見矛盾しているようであるが，細胞にとり込ませるDNAがその
細胞と同種のDNAであっても，そこに異種生物のDNA，たとえば大腸菌のファージDNA
が人為的にあらかじめ結合させられているものを使うときは，組換え体作製実験となり，規
制の対象となる。受精卵にDNAを注入するとそのDNAを担った動物の家系ができるが，
この場合にも，組換えDNA分子を注入しない限り規制の対象とならない実験である。
　　組換え体，たとえば細菌やウイルスを動物や植物に接種する実験においては，その接種さ
れた個体をまるごと（排泄物や死体・枯死体なども含めて）管理することが要求されている。
受精卵に異種DNA分子を注入する，いわゆる transgenic mouse 作製の実験も，そのDNA
が組換えDNA分子であるならば，個体全体の管理が要求される。

ピペットや注射器から液体を強く噴出させる等の行為は避けること。
　　⒣　汚染した物質等の汚染を実験室以外の他の場所で除去しようとするときは，堅固で洩

れのない容器に入れ，実験室で密閉してから搬出すること。
　　⒤　実験室の昆虫，げっ歯類等の防除をすること。
　　⒥　注射針の使用は避けること。
　　⒦　実験室内では実験用の被服等を着用し，退室時にはこれを脱ぐこと。
　　⒧　実施されている実験の性質を知らない者を実験室に入れないこと。
　　⒨　実験が進行中の場合には，P2 レベル実験中の表示を実験室の入口に掲げること。ま

た組換え体を保管する冷蔵庫等にもその旨表示すること。
　　⒩　実験室は，常に整理し，清潔に保ち，実験に関係のないものは置かないこと。
　　⒪　安全キャビネットのHEPAフィルターについては，その交換直前及び定期検査時並

びに実験内容の変更時に，安全キャビネットを密閉し，10 g/㎥のホルムアルデヒド
により燻蒸した後，約 1時間放置し，汚染を除去すること。

　　⒫　封じ込めのレベルが Pl でよいとされる他の実験を同じ実験室で同時に行う場合には，
明確に区域を設定して注意深く行うこと。

　　⒬　その他実験責任者の定める事項を遵守すること。
　　　　組換え体を処分するにあたっては，逆性石けん（塩化ベンザルコニウム）あるいは

次亜塩素酸ナトリウム処理（塩素ガスの発生防止処理を含む）した後，1.5 気圧（約
126℃）で 30 分以上オートクレーブし，殺菌しなければならない。

 5.  6　組換え植物を用いる実験室外実験の手続き
　　実験室内における実験の安全性が実験室外の実験でも評価できるようにするためには次の
手続きが必要である。
　⑴　実験室内における実験の安全性についての評価報告書をあらかじめ組換えDNA専門委
員会に提出すること。

　⑵　３段階のステージ分けに従った実験計画を作成して文部科学大臣の承認を得ること。
　　　第 1ステージ：実験温室，すなわち実験室外の特定の区画された隔離温室，網室， 培養

増殖室。
　　　第 2ステージ：普通温室，すなわち実験室外の通常の温室またはフェンス等で囲った圃
場の隔離された区域。

　　　第 3ステージ：実験圃場，すなわち実験室外の通常の圃場であって大学等の管理下にあ
るもの。

　⑶　実験終了後，実験結果報告書（安全性に関するもの）を安全審査会に提出すること。
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 5.  7　その他の注意事項
　⑴　最近の核酸を扱う分子生物学実験の普及から，以下の点についても注意が必要である。
　　⒜　フェノールで核酸を抽出する際，チューブからの漏れによる手の汚染，更に，それに

よる目の汚染を防ぐ必要がある。汚染した場合は，直ちに水洗いを充分に行う。状況
によっては，病院で適切な処置を受ける。

　　⒝　サンプルをエーテル等の有機溶媒で処理する際には，ドラフト内で行うこと。
　　⒞　電気泳動用のゲルの材料であるアクリルアミド類は神経毒なので，呼吸器系への吸引

あるいは皮膚への直接の汚染を防ぐ必要がある。
　　⒟　高電圧を用いて電気泳動を行う際は，不注意による感電事故を避けるため，特に使用

場所の指定等を行うことが望まれる。
　　⒠　核酸ゲルのエチジウムブロマイド（EtBr）染色の際，EtBr は発ガン性を有するので，

ゲル等を直接手で触らず必ずゴム手袋を着用する。また，その廃液は，次亜塩素酸ナ
トリウム処理を行ってから廃棄する。

　⑵　最近，培養細胞等に種々の生物毒素を投与してその影響を調べる実験が多くなっている。
このような毒素を扱う際も，空気中への飛散，皮膚への汚染を極力避ける必要がある。ま
た，その廃棄は，それらを充分に不活性化してから行う。

　⑶　培養細胞等の無菌操作時における消毒用エタノールヘの引火には注意すること。この際，
引火しにくい白衣の着用を励行すべきである。

　⑷　ヒトの血液や組織を実験材料として用いる時は，マスク，ゴム手袋および白衣の着用を
行い，病原菌を扱う際と同程度のバイオハザード対策を講ずる必要がある。

　⑸　オートクレーブおよび電子レンジの使用上の注意：寒天培地や電気泳動用アガロースゲ
ルを溶かす目的でオートクレーブや電子レンジを用いて爆発事故を起こし，命を落とした
実験者がいる。事故は容器に密栓できるガラス培地ビンを用いることに起因し，密栓して
作業を行った事により爆発事故に遭遇したのである。培地ビンをオートクレーブや電子レ
ンジに入れる前にビンの栓を緩める（一回転させて緩める）ことで，この事故を防ぐ事が
出来る。事故を起こそうとして作業をする者はいないので，万一の事故に備え，常日頃か
ら，オートクレーブの蓋を開けるときは中を覗き込む姿勢をとらない事，また電子レンジ
の使用中は扉の正面に立たない事を心掛けるべきである。

　⑹　図４－２に示したマークはバイオハザード実験区域を示しており，立ち入りの際は注意
を要する。

　　　　用いる。
　　　　　②壁，床，天井，作業台等の表面は洗浄及び消毒可能なようにする。
　　　　　③排気系を調節することにより，常に外部から実験室内に空気の流入が行われるよ
　　　　うにする。

　　　　　④実験室からの排気は高性能フィルターで除菌してから大気中に放出する。
　　　　　⑤実験は生物学用安全キャビネットの中で行う。動物実験は生物学安全キャビネッ
　　　　トまたは陰圧アイソレータの中で行う。

　　　　　⑥作業職員名簿に記載された者以外の立入りは禁止する。
レベル４　①独立した建物として，隔離域とそれを取り囲むサポート域を設ける。
　　　　　②壁，床，天井は全て耐水性かつ気密性のものとし，これらを貫通する部分（給排
　　　　気管，配線，ガス，水道管等）も気密構造とする。

　　　　　③作業者の出入口には，エアロックとシャワーを設ける。
　　　　　④実験室内の気圧は隔離の程度に応じて気圧差を設け，高度の隔離域から，低度の
　　　　隔離域へ，また低度の隔離域からサポート域へ空気が流出しないようにする。

　　　　　⑤実験室への給気は 1層の HEPAフィルターを通し，実験室からの排気は，2層
　　　　のHERAフィルターを通して外部に出す。この排気除菌装置は予備を含めて 2
　　　　組設ける。

　　　　　⑥実験室とサポート域の間に実験器材の持ち込み及び取り出し用として，両面オー
　　　　トクレーブ及び両面ガス（エチレンオキサイドまたはホルマリン）滅菌装置を設
　　　　ける。

　　　　　⑦実験室からの排水は 120℃加熱滅菌し，冷却した後，一般下水へ放出する。
　　　　　⑧実験は完全密閉のグローブボックス型安全キャビネットの中で行う。
　　　　　⑨作業職員名簿に記載された者以外の立入りは禁止する。

○「病原体等安全管理規程」（平成 22 年 6 月改正）の分与は，〒 162-8640 東京都新宿区戸山
1-23-1　国立感染症研究所 総務部 調整課 研究支援係　TEL:03-5285-1111 ( 内線 2040)　に頼
むことができる。なお、付表１－１ 病原体のレベル分類，付表１－２ 実験動物の病原体等
のバイオセーフティーレベル分類は「病原体等安全管理規程」に含まれる。

　以上のうち，岡山理科大学内で可能な実験は，レベル 1及びレベル 2である。レベル 3，レ
ベル 4は，岡山理科大学では不可能な実験である。
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　　すべての組換えDNA実験は，「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性
の確保に関する法律」（平成 15 年 6 月 18 日交付 , 平成 28 年 4 月 1 日施行）に従って行わな
ければならない。この法律のもと，岡山理科大学では，「第一種使用等」，「第二種使用等」
にかかわらず予め岡山理科大学組換えDNA実験安全管理委員会に実験計画を提出しなけれ
ばならない。岡山理科大学組換えDNA実験安全管理委員会は提出された実験計画の安全性
を審査し，実験の実施を承認する。ただし大臣承認を必要とするものは，その手続きを行
う。この組換えDNA実験は岡山理科大学組換えDNA実験安全管理規程（昭和 57 年 1 月
25 日施行。平成 28 年 4 月 1 日施行。）に従って行われなければならない。岡山理科大学組
換えDNA実験安全管理規程，岡山理科大学組換えDNA実験安全委員会規程（昭和 57 年 1
月 25 日施行。平成 28 年 4 月 1 日施行。）は，学部運営事務室にて閲覧できる［巻末参考資
料を参考］。

○　「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」のホーム 
ページ　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO097.html

○　「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置    
等を定める省令  （平成１６年　文部科学省・環境省令第１号）」

　　http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H16/H16F20002005001.html
○　「研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に関するQ & A」．
   　http://www.lifescience.mext.go.jp/files/html/6_27.html

図４－２　国際バイオハザード標識
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参考文献

　1　泉　美治，中川八郎，三輪谷俊夫共編「生物化学実験のてびき５　バイオハザード防止
法」，化学同人，1986．

　2　国立感染症研究所病原体等安全管理規定．
　3　吉倉　廣監修，遺伝子組換え実験安全対策研究会編著「よくわかる！　研究者のための
カルタヘナ法解説　̶遺伝子組換え実験の前に知るべき基本ルール̶」，（株）ぎょうせい，
2006.

付表 1　病原体等のバイオセーフティーレベルを分類する基準
　（国立感染症研究所　病原体等安全管理規定より抜粋）

　病原体等を試験管内で通常の量取り扱う場合ヒトを標準として，以下の基準により，病原体
等のバイオセーフティーレベルを分類する。

レベル 1（個体及び地域社会に対する低危険度）
　　　　ヒトに疾病を起こし，或いは動物に獣医学的に重要な疾患を起こす可能性のないもの。
レベル 2（個体に対する中等度危険度，地域社会に対する軽微な危険度）
　　　　ヒト或いは動物に病原性を有するが，実験室職員，地域社会，家畜，環境等に対し，

重大な災害とならないもの。実験室内で暴露されると重篤な感染を起こす可能性はあ
るが，有効な治療法，予防法があり，伝播の可能性は低いもの。

レベル 3（個体に対する高い危険度，地域社会に対する低危険度）
　　　　ヒトに感染すると重篤な疾病を起こすが，他の個体への伝播の可能性は低いもの。
レベル 4（個体及び地域社会に対する高い危険度）
　　　　ヒトまたは動物に重篤な疾病を起こし，罹患者より他の個体への伝播が，直接または

間接に起こり易いもの。
注：①国内に常在しない疾患等の病原体等についてはより高いレベルに分類する場合がある。
　　②院内感染の原因となる重要な病原体等については通常のレベルより高くした。
　　③これに記載されない病原体等については個別に考慮する。
　　④臨床検体の取扱いはレベル 2で行うが，臨床診断から危険度の高い病原体等が疑われる

時は，それと同等の扱いとする。

付表 2　病原体等取扱い実験室の安全基準及び運営基準
　（国立感染症研究所　病原体等安全管理規定より）

レベル１　①通常の微生物学実験室を用い，特別の隔離の必要はない。
　　　　　②一般外来者の立入りを禁止する必要はない。
レベル２　①通常の微生物学実験室を限定した上で用いる。
　　　　　②エアロゾル発生のおそれのある実験は生物学的安全キャビネットの中で行う。
　　　　　③実験進行中は，一般外来者の立入りを禁止する。
レベル３　①廊下の立入り制限，二重ドアまたはエアロックにより外部と隔離された実験室を
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 5.  7　その他の注意事項
　⑴　最近の核酸を扱う分子生物学実験の普及から，以下の点についても注意が必要である。
　　⒜　フェノールで核酸を抽出する際，チューブからの漏れによる手の汚染，更に，それに

よる目の汚染を防ぐ必要がある。汚染した場合は，直ちに水洗いを充分に行う。状況
によっては，病院で適切な処置を受ける。

　　⒝　サンプルをエーテル等の有機溶媒で処理する際には，ドラフト内で行うこと。
　　⒞　電気泳動用のゲルの材料であるアクリルアミド類は神経毒なので，呼吸器系への吸引

あるいは皮膚への直接の汚染を防ぐ必要がある。
　　⒟　高電圧を用いて電気泳動を行う際は，不注意による感電事故を避けるため，特に使用

場所の指定等を行うことが望まれる。
　　⒠　核酸ゲルのエチジウムブロマイド（EtBr）染色の際，EtBr は発ガン性を有するので，

ゲル等を直接手で触らず必ずゴム手袋を着用する。また，その廃液は，次亜塩素酸ナ
トリウム処理を行ってから廃棄する。

　⑵　最近，培養細胞等に種々の生物毒素を投与してその影響を調べる実験が多くなっている。
このような毒素を扱う際も，空気中への飛散，皮膚への汚染を極力避ける必要がある。ま
た，その廃棄は，それらを充分に不活性化してから行う。

　⑶　培養細胞等の無菌操作時における消毒用エタノールヘの引火には注意すること。この際，
引火しにくい白衣の着用を励行すべきである。

　⑷　ヒトの血液や組織を実験材料として用いる時は，マスク，ゴム手袋および白衣の着用を
行い，病原菌を扱う際と同程度のバイオハザード対策を講ずる必要がある。

　⑸　オートクレーブおよび電子レンジの使用上の注意：寒天培地や電気泳動用アガロースゲ
ルを溶かす目的でオートクレーブや電子レンジを用いて爆発事故を起こし，命を落とした
実験者がいる。事故は容器に密栓できるガラス培地ビンを用いることに起因し，密栓して
作業を行った事により爆発事故に遭遇したのである。培地ビンをオートクレーブや電子レ
ンジに入れる前にビンの栓を緩める（一回転させて緩める）ことで，この事故を防ぐ事が
出来る。事故を起こそうとして作業をする者はいないので，万一の事故に備え，常日頃か
ら，オートクレーブの蓋を開けるときは中を覗き込む姿勢をとらない事，また電子レンジ
の使用中は扉の正面に立たない事を心掛けるべきである。

　⑹　図４－２に示したマークはバイオハザード実験区域を示しており，立ち入りの際は注意
を要する。

　　　　用いる。
　　　　　②壁，床，天井，作業台等の表面は洗浄及び消毒可能なようにする。
　　　　　③排気系を調節することにより，常に外部から実験室内に空気の流入が行われるよ
　　　　うにする。

　　　　　④実験室からの排気は高性能フィルターで除菌してから大気中に放出する。
　　　　　⑤実験は生物学用安全キャビネットの中で行う。動物実験は生物学安全キャビネッ
　　　　トまたは陰圧アイソレータの中で行う。

　　　　　⑥作業職員名簿に記載された者以外の立入りは禁止する。
レベル４　①独立した建物として，隔離域とそれを取り囲むサポート域を設ける。
　　　　　②壁，床，天井は全て耐水性かつ気密性のものとし，これらを貫通する部分（給排
　　　　気管，配線，ガス，水道管等）も気密構造とする。

　　　　　③作業者の出入口には，エアロックとシャワーを設ける。
　　　　　④実験室内の気圧は隔離の程度に応じて気圧差を設け，高度の隔離域から，低度の
　　　　隔離域へ，また低度の隔離域からサポート域へ空気が流出しないようにする。

　　　　　⑤実験室への給気は 1層の HEPAフィルターを通し，実験室からの排気は，2層
　　　　のHERAフィルターを通して外部に出す。この排気除菌装置は予備を含めて 2
　　　　組設ける。

　　　　　⑥実験室とサポート域の間に実験器材の持ち込み及び取り出し用として，両面オー
　　　　トクレーブ及び両面ガス（エチレンオキサイドまたはホルマリン）滅菌装置を設
　　　　ける。

　　　　　⑦実験室からの排水は 120℃加熱滅菌し，冷却した後，一般下水へ放出する。
　　　　　⑧実験は完全密閉のグローブボックス型安全キャビネットの中で行う。
　　　　　⑨作業職員名簿に記載された者以外の立入りは禁止する。

○「病原体等安全管理規程」（平成 22 年 6 月改正）の分与は，〒 162-8640 東京都新宿区戸山
1-23-1　国立感染症研究所 総務部 調整課 研究支援係　TEL:03-5285-1111 ( 内線 2040)　に頼
むことができる。なお、付表１－１ 病原体のレベル分類，付表１－２ 実験動物の病原体等
のバイオセーフティーレベル分類は「病原体等安全管理規程」に含まれる。

　以上のうち，岡山理科大学内で可能な実験は，レベル 1及びレベル 2である。レベル 3，レ
ベル 4は，岡山理科大学では不可能な実験である。
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第 5章　フィールドワークについて
第１節　心構え：ケガや遭難をしないために
 1.  1　事前準備
　・調査対象・調査地：　対象とする事物はどのようなものか、いつ、どこに行けばいいのか
などを文献やネットで調べておく。調査地についても、周辺の地域も含めて危険な場所、
病院などを調べておく。

　・天候：　調査期間の天候はニュースやインターネットで調べておく。また、天気図の見方
に慣れておく必要がある。海に行く場合は、潮汐表を確認しておくこと。

　・装備：　調査に必要な装備は、天候の変化や事故に対応できるよう充分な装備をしていく
必要がある。

　・活動届：　事前に野外実習に関わる活動届けを提出しておく。

 1.  2　無理な計画を立てない
　　調査は予定通り進まないことが普通である。時間に追われ、あせって行動をしているとき
に事故に遭う確率が高い。無理な計画を立てず、最低限やるべき仕事を充分な余裕を持って
実施できる予定を立てること。また、適切な休息日・休憩時間をあらかじめ設定すること。

 1.  3　単独行動は避ける
　　野外ではどんなトラブルがあるかわからない。研究は個人個人の努力に負うところが大き
いが、救助や危険回避のため、できるだけ個人行動は避けること。特に山・川・海など、事
故が起きたときに近くに助けを求める人がいない場所では、複数の人間で調査をおこなうこ
と。

 1.  4　調査先の連絡
　　ゼミの担当教員、友人に事前に連絡を入れてから出発し、長期の調査では定時連絡を入れ
ること。活動計画書を事前に作成してゼミに残しておくことが望ましい。また、ゼミ担当教
員の緊急連絡先はメモして、常に連絡できる状態にしておくこと。調査場所が誰もわからな
い状態での調査は絶対に避けること。

 1.  5　体調管理
　　野外調査では、天気や地形などの状況が常に変わる。めまぐるしく変化する状況に的確か
つ冷静に判断できるよう、体力・精神力を整えておく必要がある。寝不足や風邪気味など、
体調の悪い日には調査に出ない勇気も必要である。また、きちんと食事（特に朝食）を取る
ことも体調を維持するのに必要である。炎天下の作業においては熱中症に、寒冷地では低体
温症に注意する。
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　　傘、雨ガッパ：　どちらかは必ず用意すること。できれば両方準備しておけば使い分けら
れて便利。山に入る場合や両手を使った作業をする場合は雨ガッパの方がよい。傘は、軽量
でコンパクトに折りたたみができるものがよい。雨ガッパは、雨は通さないが、内側からの
汗は蒸発させることのできるゴアテックスなどの素材のものがよい。

　　ナップサック：　両手が自由になる両肩にかけるタイプのもの。

　　ザックカバー：　雨が降ったときにナップサックの上にかぶせて雨が中に侵入するのを防ぐ。

　　ヘッドライト：　道に迷ったりして日が暮れたときに必要となる。日帰りの調査でも準備
しておくこと。

　　水筒：　ペットボトルなどでも代用できる。

　　行動食：　チョコレート、あめ、ピーナッツなど。道に迷って野宿するときには命のかて
となる。おやつとして食べてしまわないこと。

　　携帯電話：　電波が届かないこともあるが、道に迷った場合に役に立つ。

　※上記のものをナップサックに入れるが、ナップサックの中に大き目のビニール袋を広げ、
荷物を入れると雨の時に濡れなくて済む。

 2.  3　川や沢での調査
　　帽子：　崖や岩場がある場合にはヘルメットを着用する。

　　靴：　コケやぬめりなどで滑ったり、不法投棄物や岩でけがをするおそれがある。フェル
ト底のシューズや胴長など、調査場所に応じた装備を選ぶこと。胴長は落水時に水が入ると
危険なので、沢での調査には適さないことがある。もし、川に落ちて胴長に水が入った場合
は、速やかに胴長を脱ぐこと。

　　記録用紙：　耐水性のものが望ましい。カメラや携帯電話も防水機能があるものを用意す
るか、防水ケースを使用するとよい。

 2.  4　海岸での調査
　　帽子：　日射しをさえぎる物が少ないので、必ず着用する。

　　靴：　滑りにくいものを選ぶこと。ビーチサンダルなどは危険。

　　ウインドブレーカー：海上は冷えることがあるので、防寒に気を配る。

　　ライフジャケット：　水中で身を守る最も基本的な装備であり、特にボートなどを使用す
る場合には必ず装着する。

　　日焼け止め、サングラス：　過度な肌の露出は極力控えること。

　　記録用紙、カメラ：耐水または防水性のものや防水ケース等の使用が望ましい。

　※大型の学術研究船等に乗船する場合は、それぞれの船の定める安全対策の規定に従う。ま
　た、ダイビングを伴う調査には、相応の装備と準備が必要となるが、ここでは割愛する。
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 1.  6　天候
　　悪天候が予想される場合は、計画を中止あるいは変更して待機する。調査中に悪天候に
なった場合は安全な場所に避難する。天候が回復した後も、足下が滑りやすくなる上に、落
石や土砂崩れの危険性が増すので注意する。
　　落雷にも充分注意する。雷鳴が聞こえたら、すでに落雷の危険性があるので、平坦地では
姿勢を低くして非難する。木の下は、木に落雷する可能性があるので危険である。木から
2m以上離れ、木の上を 45 度の角度で見上げる位置に、しやがみこむ。建物や自動車など
の中は安全である。送電線の下も安全であるが、2m以上離れること。

 1.  7　山での調査
　　道に迷ったと思ったら、水でも飲んで落ち着くこと。絶対に沢に下りてはいけない。滝な
どにあたることが多い。下ろうとせず、登ること。道が違うと思ったら思い切って引き返す。
日が暮れたら動かない。
　　崖などで採集調査をおこなうときには、ヘルメットを着用し、落石等の心配がないか常に
上方の安全を確認する。岩石標本を採集する際には、ハンマーの使用に充分注意し、できる
だけ周囲に破片が飛散しないようにする。採集や調査が終了したら速やかに崖から離れるこ
と。

 1.  8　川、海での調査
　　事前に調査地点およびその周辺の天候をよく確認しておくこと。調査地点では晴れていて
も、上流での降雨やダムの放水などによって川が増水することがある。流れや波が強いと判
断したときには充分に注意し、状況によっては調査を中断、延期することも必要である。

 1.  9　けが人をみつけたら
　　まずは自分の安全を確保する。医薬品を極力使用せず、医師の診察を受けさせる。おぼれ
た人を見かけたら、非情なようでも自ら飛び込んで助けることはしない。二次災害の危険が
大きいので、協力者を探してから対応する。上着、シャツ、長い棒などや、バケツなど浮力
のあるものを投げてつかまらせ、引き寄せるなどする。

 1.  10　救助・搬送が必要な事故等が発生した場合
　　迅速に救助を要請する（救急車：119、警察：110、海難事故：118）。事故等の発生場所と
内容、時刻、けが人の状況などについて正確に伝える。その後、指導教員、大学にも状況を
連絡する。

 1.  11　災害時の対応
　　地震などの災害に遭遇した場合には、まず身の安全を確保し、関係者に連絡して指導教員、
大学に安否を知らせる。

 1.  12　帰還時
　　帰還したら必ず指導教員に報告する。現場で処理した小さな事故やけが等があった場合に
は、帰還後ただちに報告する。

第２節　装備：「備えよ、常に」
 2.  1　はじめに
　　調査に際しては、暑いかもしれない、寒いかもしれない、雨が降るかもしれない、帰れな
くなるかもしれない、虫に刺されるかもしれない、崖から落ちてけがをするかもしれないな
ど、起こりうる様々な可能性を考え、充分な装備をしてでかけること。
　　救急処置に必要な、最小限のファーストエイドキットを持参する。健康保険証かそのコ
ピー、各自が保険に加入した場合は契約書の写しなどを持参する。携帯電話は非常時に有効
な通信手段であるが、電波が届かない場所が存在することに注意し、そうしたエリアでの連
絡手段についてあらかじめ検討しておく。
　　調査の形態により必要な装備は変わる。個別の調査に必要な装備は、各自それぞれ準備す
ること。

 2.  2　山での装備
　　長袖シャツ、長ズボン：　山に入るときは肌の出ない服装にすること。これだけで不用意
なけがを防ぐことができる。

　　着替え：　宿泊する場合はもちろん、川で浸水したり、大雨でぬれたりする可能性がある
ので、下着や靴下の着替えを準備しておくこと。ぬれないようにビニール袋に入れて運ぶこ
と。

　　防寒具：　暖かいと思っても、急に寒くなったり雨にぬれたりすることがある。そのよう
な時のために、薄手のカーディガンやセーターなどを 1枚持って行く。寝袋のときは中に新
聞紙を入れると防寒効果がある。

　　運動靴、靴下、長靴：　歩きやすく、疲れない靴を選ぶこと。ぞうりやサンダルは厳禁。
　ちょっとした調査であればスニーカーでもよいが、未舗装道や山道を歩く場合は、くるぶし
が隠れるような軽登山靴がよい。その場合、靴下は厚手で長めのものがよい。湿地の調査な
どでは長靴が必要。キャンプをする場合は、キャンプサイトで着脱しやすいサンダルがあれ
ば便利である。
　　帽子：　夏は日差しが強いので必ずかぶること。

　　ハンカチ（タオル）、ティッシュペーパー（トイレットぺ－パー）：　ハンカチやタオルは
手をふいたり、汗をぬぐったりするのに必要。ティツシュペーパーはあると何かと便利。長
期間の調査の場合には、トイレットペーパーをビニール袋にいれておけば、いざというとき
に役に立つ。
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 1.  6　天候
　　悪天候が予想される場合は、計画を中止あるいは変更して待機する。調査中に悪天候に
なった場合は安全な場所に避難する。天候が回復した後も、足下が滑りやすくなる上に、落
石や土砂崩れの危険性が増すので注意する。
　　落雷にも充分注意する。雷鳴が聞こえたら、すでに落雷の危険性があるので、平坦地では
姿勢を低くして非難する。木の下は、木に落雷する可能性があるので危険である。木から
2m以上離れ、木の上を 45 度の角度で見上げる位置に、しやがみこむ。建物や自動車など
の中は安全である。送電線の下も安全であるが、2m以上離れること。

 1.  7　山での調査
　　道に迷ったと思ったら、水でも飲んで落ち着くこと。絶対に沢に下りてはいけない。滝な
どにあたることが多い。下ろうとせず、登ること。道が違うと思ったら思い切って引き返す。
日が暮れたら動かない。
　　崖などで採集調査をおこなうときには、ヘルメットを着用し、落石等の心配がないか常に
上方の安全を確認する。岩石標本を採集する際には、ハンマーの使用に充分注意し、できる
だけ周囲に破片が飛散しないようにする。採集や調査が終了したら速やかに崖から離れるこ
と。

 1.  8　川、海での調査
　　事前に調査地点およびその周辺の天候をよく確認しておくこと。調査地点では晴れていて
も、上流での降雨やダムの放水などによって川が増水することがある。流れや波が強いと判
断したときには充分に注意し、状況によっては調査を中断、延期することも必要である。

 1.  9　けが人をみつけたら
　　まずは自分の安全を確保する。医薬品を極力使用せず、医師の診察を受けさせる。おぼれ
た人を見かけたら、非情なようでも自ら飛び込んで助けることはしない。二次災害の危険が
大きいので、協力者を探してから対応する。上着、シャツ、長い棒などや、バケツなど浮力
のあるものを投げてつかまらせ、引き寄せるなどする。

 1.  10　救助・搬送が必要な事故等が発生した場合
　　迅速に救助を要請する（救急車：119、警察：110、海難事故：118）。事故等の発生場所と
内容、時刻、けが人の状況などについて正確に伝える。その後、指導教員、大学にも状況を
連絡する。

 1.  11　災害時の対応
　　地震などの災害に遭遇した場合には、まず身の安全を確保し、関係者に連絡して指導教員、
大学に安否を知らせる。

 1.  12　帰還時
　　帰還したら必ず指導教員に報告する。現場で処理した小さな事故やけが等があった場合に
は、帰還後ただちに報告する。

第２節　装備：「備えよ、常に」
 2.  1　はじめに
　　調査に際しては、暑いかもしれない、寒いかもしれない、雨が降るかもしれない、帰れな
くなるかもしれない、虫に刺されるかもしれない、崖から落ちてけがをするかもしれないな
ど、起こりうる様々な可能性を考え、充分な装備をしてでかけること。
　　救急処置に必要な、最小限のファーストエイドキットを持参する。健康保険証かそのコ
ピー、各自が保険に加入した場合は契約書の写しなどを持参する。携帯電話は非常時に有効
な通信手段であるが、電波が届かない場所が存在することに注意し、そうしたエリアでの連
絡手段についてあらかじめ検討しておく。
　　調査の形態により必要な装備は変わる。個別の調査に必要な装備は、各自それぞれ準備す
ること。

 2.  2　山での装備
　　長袖シャツ、長ズボン：　山に入るときは肌の出ない服装にすること。これだけで不用意
なけがを防ぐことができる。

　　着替え：　宿泊する場合はもちろん、川で浸水したり、大雨でぬれたりする可能性がある
ので、下着や靴下の着替えを準備しておくこと。ぬれないようにビニール袋に入れて運ぶこ
と。

　　防寒具：　暖かいと思っても、急に寒くなったり雨にぬれたりすることがある。そのよう
な時のために、薄手のカーディガンやセーターなどを 1枚持って行く。寝袋のときは中に新
聞紙を入れると防寒効果がある。

　　運動靴、靴下、長靴：　歩きやすく、疲れない靴を選ぶこと。ぞうりやサンダルは厳禁。
　ちょっとした調査であればスニーカーでもよいが、未舗装道や山道を歩く場合は、くるぶし
が隠れるような軽登山靴がよい。その場合、靴下は厚手で長めのものがよい。湿地の調査な
どでは長靴が必要。キャンプをする場合は、キャンプサイトで着脱しやすいサンダルがあれ
ば便利である。
　　帽子：　夏は日差しが強いので必ずかぶること。

　　ハンカチ（タオル）、ティッシュペーパー（トイレットぺ－パー）：　ハンカチやタオルは
手をふいたり、汗をぬぐったりするのに必要。ティツシュペーパーはあると何かと便利。長
期間の調査の場合には、トイレットペーパーをビニール袋にいれておけば、いざというとき
に役に立つ。
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第 5章　フィールドワークについて
第１節　心構え：ケガや遭難をしないために
 1.  1　事前準備
　・調査対象・調査地：　対象とする事物はどのようなものか、いつ、どこに行けばいいのか
などを文献やネットで調べておく。調査地についても、周辺の地域も含めて危険な場所、
病院などを調べておく。

　・天候：　調査期間の天候はニュースやインターネットで調べておく。また、天気図の見方
に慣れておく必要がある。海に行く場合は、潮汐表を確認しておくこと。

　・装備：　調査に必要な装備は、天候の変化や事故に対応できるよう充分な装備をしていく
必要がある。

　・活動届：　事前に野外実習に関わる活動届けを提出しておく。

 1.  2　無理な計画を立てない
　　調査は予定通り進まないことが普通である。時間に追われ、あせって行動をしているとき
に事故に遭う確率が高い。無理な計画を立てず、最低限やるべき仕事を充分な余裕を持って
実施できる予定を立てること。また、適切な休息日・休憩時間をあらかじめ設定すること。

 1.  3　単独行動は避ける
　　野外ではどんなトラブルがあるかわからない。研究は個人個人の努力に負うところが大き
いが、救助や危険回避のため、できるだけ個人行動は避けること。特に山・川・海など、事
故が起きたときに近くに助けを求める人がいない場所では、複数の人間で調査をおこなうこ
と。

 1.  4　調査先の連絡
　　ゼミの担当教員、友人に事前に連絡を入れてから出発し、長期の調査では定時連絡を入れ
ること。活動計画書を事前に作成してゼミに残しておくことが望ましい。また、ゼミ担当教
員の緊急連絡先はメモして、常に連絡できる状態にしておくこと。調査場所が誰もわからな
い状態での調査は絶対に避けること。

 1.  5　体調管理
　　野外調査では、天気や地形などの状況が常に変わる。めまぐるしく変化する状況に的確か
つ冷静に判断できるよう、体力・精神力を整えておく必要がある。寝不足や風邪気味など、
体調の悪い日には調査に出ない勇気も必要である。また、きちんと食事（特に朝食）を取る
ことも体調を維持するのに必要である。炎天下の作業においては熱中症に、寒冷地では低体
温症に注意する。
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　　傘、雨ガッパ：　どちらかは必ず用意すること。できれば両方準備しておけば使い分けら
れて便利。山に入る場合や両手を使った作業をする場合は雨ガッパの方がよい。傘は、軽量
でコンパクトに折りたたみができるものがよい。雨ガッパは、雨は通さないが、内側からの
汗は蒸発させることのできるゴアテックスなどの素材のものがよい。

　　ナップサック：　両手が自由になる両肩にかけるタイプのもの。

　　ザックカバー：　雨が降ったときにナップサックの上にかぶせて雨が中に侵入するのを防ぐ。

　　ヘッドライト：　道に迷ったりして日が暮れたときに必要となる。日帰りの調査でも準備
しておくこと。

　　水筒：　ペットボトルなどでも代用できる。

　　行動食：　チョコレート、あめ、ピーナッツなど。道に迷って野宿するときには命のかて
となる。おやつとして食べてしまわないこと。

　　携帯電話：　電波が届かないこともあるが、道に迷った場合に役に立つ。

　※上記のものをナップサックに入れるが、ナップサックの中に大き目のビニール袋を広げ、
荷物を入れると雨の時に濡れなくて済む。

 2.  3　川や沢での調査
　　帽子：　崖や岩場がある場合にはヘルメットを着用する。

　　靴：　コケやぬめりなどで滑ったり、不法投棄物や岩でけがをするおそれがある。フェル
ト底のシューズや胴長など、調査場所に応じた装備を選ぶこと。胴長は落水時に水が入ると
危険なので、沢での調査には適さないことがある。もし、川に落ちて胴長に水が入った場合
は、速やかに胴長を脱ぐこと。

　　記録用紙：　耐水性のものが望ましい。カメラや携帯電話も防水機能があるものを用意す
るか、防水ケースを使用するとよい。

 2.  4　海岸での調査
　　帽子：　日射しをさえぎる物が少ないので、必ず着用する。

　　靴：　滑りにくいものを選ぶこと。ビーチサンダルなどは危険。

　　ウインドブレーカー：海上は冷えることがあるので、防寒に気を配る。

　　ライフジャケット：　水中で身を守る最も基本的な装備であり、特にボートなどを使用す
る場合には必ず装着する。

　　日焼け止め、サングラス：　過度な肌の露出は極力控えること。

　　記録用紙、カメラ：耐水または防水性のものや防水ケース等の使用が望ましい。

　※大型の学術研究船等に乗船する場合は、それぞれの船の定める安全対策の規定に従う。ま
　た、ダイビングを伴う調査には、相応の装備と準備が必要となるが、ここでは割愛する。
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 2.  5　都市など日常生活に近い空間での調査
　　服装：　歩きやすい靴を選び、必要に応じて帽子を着用する。ヒアリングをおこなう場合
　などは、相手に不快感を与えない服装を心がける。

　　調査機材：　調査内容によって異なるが、不特定多数の人間と接する機会が多いことを認
識し、機材がいたずらや盗難の被害を受けないよう注意する。また、通行人がそれを避けて
事故に遭うようなことが起きないように気をつける。

 2.  6　薬関係
　　たとえ短期間の調査でも、ちょっとしたすり傷や切り傷はすぐにできるし、急におなかが
痛くなったり、風邪をひいたりする。ここでは薬局で購入できる一般的な薬を示した。各自
の個別に必要となる薬や、考えられる事故・病気に応じて準備をすること。また、保険証（ま
たは保険証のコピー）は必ず用意しておくこと。
　　傷の消毒薬、バンドエイド、胃腸薬、風邪薬、抗菌目薬、虫さされ、かぶれ用クリーム、
口内炎用塗り薬、痛み止め、下痢止め、便秘薬、ビタミン剤など。
　　とげ抜き、綿棒、包帯、脱脂綿、滅菌ガーゼ、包帯用テープなど。
　※ビン入りの薬などは、そのまま持って行くとかさばるので、必要な量（一日に必要な量×
　調査日数）だけ小分けして持って行く。
　※薬品関係だけコンパクトな収納箱（袋）に入れて持ち運びすると便利である。

 2.  7　その他
　　必要に応じて、ウェットティッシュ（手を拭く）、虫よけ、日焼け止め、使い捨てカイロ（寒
いとき）、毒液吸い出しキット（「ポイズンリムーバー」等の商品名で販売）などを準備する。
　ガムテープや瞬間接着剤があれば、ちょっとした修理などに役立つ。
　　宿泊する場合は着替え、洗面用具、目覚まし時計（携帯電話で代用可）などが必要。

第３節　事故発生時の対応と応急処置
 3.  1　状況の把握、救助、連絡
　　まずは、事故者本人と関係者が落ち着いて行動しなければいけない。事故の状況を冷静に
把握し、危険な状態にある場合はそこから脱出し、自力での脱出が困難であれば救助を求め
る。同行者が事故に遭った場合は、救助が可能かどうか、二次災害に巻き込まれないかどう
かを判断し、状況によっては外部に救助を要請する。大きな事故の場合、決して一人で対応
しようとせず、できるだけ多くの人を集めて対応すること。
　　けが人がいろときは、その程度に応じて、すぐに救急車などで病院に搬送すべきか、まず
は安静にすべきかを判断する必要がある。

れば悲惨なことになる。
　　棘が刺さった場合はとげ抜きで抜く。後の治療は「切り傷・すり傷・刺し傷」に準ずる。
棘でけがをしないためには、肌を露出させないことである。少し厚手の服を着ることが効果
的である。

 3.  10　水難事故
　　川や海での調査で、もっとも気をつけなければならないのが水難事故である。水難事故に
遭わないようにするには、水の状態を注意深く観察しながら行動することである。雨の後、
川が増水しているときには川に入らない。風が強く海が荒れているときには海岸に近づかな
い。水の中を歩くときは、急に深みがあるかもしれないので、足下をよく確認しながら進む
など、慎重な行動をすること。
　　もし転倒したり、大波をかぶって溺れかけても慌てないこと。胴長をはいている場合、胴
長を脱ぐ。足がつった場合は、あわてず、水に浮いた姿勢で、ゆっくりとつった部位を伸ば
　す。
　　また、溺れた人を見かけた場合、一人で飛び込んで助けないこと。非情のようだが、二次
事故の危険が多い。その場合、協力者を探し、上着、シャツ、ポリ袋、長い棒などや、浮力
のあるものを投げてつかまらせ、引き寄せるなどする。

第４節　動物に襲われたら
 4.  1　蜂に刺された（ススメバチ、アシナガバチなど）
　　森で調査をしていると、単独で行勤している蜂によく出会う。そのような蜂は特に危険は
ないので、刺激しないようにする。無理に追い払おうとしたり、たたこうとすると、自衛の
ために襲ってくることがある。
　　ただし、特に夏から秋には巣内にいる働き蜂の数がもっとも多くなり、蜂の巣を刺激する
と大量の蜂に襲われることがある。中でもオオスズメバチは毒量も多く危険である。また、
過去にもハチに刺された経験のある人が再び刺されると、アナフィラキシーショックにより
危険な状態になることがあるので、特に注意が必要である。
　　予防としては、蜂の巣に近づかないことが一番である。ある程度近づいた場合でも、働き
蜂がカチカチと音を立てて警告しているのに気づいたときは、刺激しないように気をつけな
がら速やかにその場を離れる。蜂に襲われてしまった場合には、全力で逃げるしかない。水
の中に飛び込むという手もある。また、蜂には黒い色を攻撃する性質があるので、髪の毛の
中に飛び込まれて刺される場合がある。明るい色の服や帽子を着用するのがよい。
　　運悪く刺され、針が残っている場合は、根元から毛抜きで抜くか、横に払って落とす（針
をつまむと、針の中の毒をさらに注入することがある）。ポイズンリムーバーを用いて刺入
部から毒を吸い出す。ハチの毒は水に溶けやすいので、傷口から毒を絞り出すようにしなが
ら流水で洗うのも効果的である。ショック症状などが現れた場合には、できるだけ早く病院
へ行くこと。
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 3.  2　切り傷・すり傷・刺し傷
　　野外調査ではケガをすることは多い。深い傷でなければ、傷口を水で洗い消毒液を塗り、
バンドエイドや包帯を巻く。ツバをつけておけば治るような傷は、フィールドワーカーの勲
章と考える。
　　深い傷の場合、なかなか血が止まらないときがある。その場合、滅菌ガーゼを傷口に当て、
強く押さえて血を止め、押さえたまま傷口を心臓よりも高く上げる。出血が止まらない場合
は、止血点（こめかみ、指の関節、腕の内側、腕のつけ根、股のつけ根など）付近を圧迫し、
包帯を巻いて病院に行く。止血点を圧迫すると血流が止まるので、30 分に 1 回くらい圧迫
をゆるめて血液を流すようにする。

　　＊指を切断した場合、すぐに対応すれば再びつながる可能性がある。手で切断面に滅菌
ガーゼを当てて強く押さえる。水洗いをしたり薬につけたりしないこと。切れた指は滅菌
ガーゼに包んでビニール袋に入れ、それを氷を入れたビニール袋に入れて病院に運ぶ。直
接氷や氷水につけないこと。

 3.  3　打撲、ねんざ、脱臼（だっきゅう）、骨折
　　切り傷・すり傷と同様、野外でよく経験するのが打撲やねんざである。骨折や脱臼の危険
がない場合は、患部を水などで冷やす。脱臼や骨折の心配がある場合は、患部を動かないよ
う固定し、病院に行く。

 3.  4　鼻血
　　転んだり、木の枝で強く打ったりすると鼻血が出ることがある。座って軽く下を向き、鼻
を強くつまむ（これで大部分は止まる）。また、額から鼻の部分を冷やし、胸元をあけ、静
かに座る。ガーゼを切って鼻孔に詰め、鼻を強くつまむ。血が止まっても、すぐに鼻をかま
ない。もし血が止まらない場合には、もっと深い部分から出血している可能性があるので、
医師の診療を受ける。鼻からの出血の場合、頭を後ろにそらせると、温かい血液が喉に回り、
苦しくなったり、飲み込んで気分を悪くすることがあるので、上を向かない。

 3.  5　痙攣（けいれん）
　　山登りで疲れたり、海や川で泳いだりするときに、足がつる（痩攣する）ことがある。ま
た、帰宅後に風呂や寝ているときに起きることがある。その場合、あわてず、固まった筋肉
を伸ばす努力をする。患部を温め、軽くマッサージする。症状がおさまってもすぐには動か
ないこと。

 3.  6　日焼け
　　暑い夏、強い太陽光のもとで肌を露出していると日焼けする。軽度のものでは小麦色の肌
（土方焼け）で済むが、ひどいときには水ぶくれができて皮がむける。日焼けしたときは冷
たい水で冷やす。痛みが取れるまで繰り返し冷やす。水ぶくれができても自分で破らないこ
と。痛みが取れず発熱が続くようであれば、医者に行く。

 3.  7　頭や胸、腹などを強く打った場合
　　崖から落ちたり、木から落ちたりしたときに、体を強く打つことがある。以下の症状が見
られる場合は重症なので、その場合は水平な体位を保ち、安静に保ちながら、早く医者に連
れて行く。欲しがっても飲食物を与えてはならない。
　　（1）目、耳、鼻、口などから出血している
　　（2）吐き気をもよおしたり意識がもうろうとしている
　　（3）下血や尿に血がまざっている
　　（4）ショックの症状がいつまでも消えない
　　（5）胸腹部に大きな内出血の症状が出ている
　　（6）手足が動かなかったり、痛さが長引く

 3.  8　熱中症（日射病）
　　炎天下、調査に熱中していると、かかることがある。熱中症になったときは、風通しのよ
い暑くないところで水平位に寝かせる。顔が赤いときには上半身をやや高めにする。顔が青
白く脈が弱いときには足のほうを高めにする。熱がなく、皮膚が冷たいときには冷やさない。
体温が高いときには、大きな静脈のあるところ（脇の下、首筋、ふとももの付け根など）を
水枕で冷やしたり、冷たい水に浸したタオルなどで全身を拭く（ペットボトルをわきの下に
挟むのも効果的である）。熱中症にかかったら、必ず医者に連れて行くこと。事故防止には
炎天下で長時間活動することを避け、直射日光下では必ず帽子をかぶること。

 3.  9　植物によるかぶれ等
　a．ウルシの仲間（ハゼノキ、ヤマウルシ、ヌルデ、ツタウルシなど）にかぶれたら

　　森林調査（特に林縁）などで上記植物に接触することによって、皮膚にぶつぶつができた
り、炎症が起きたりする。かぶれやすい体質とかぶれにくい体質の人がいるが、かぶれやす
い人はその木の下を通るだけでかぶれるという。
　　かぶれた場合、患部をかいたり、こすったりしてはいけない。抗ヒスタミン成分を含むス
テロイド系クリームをぬる。治療には医師の診断を受ける。

　b．イラクサの仲間に触ってしまったら

　　調査中、鋭い痛みを感じて見てみると、全身辣だらけの植物がいたりする。その痛みはな
かなか治らず、 いらいらする（ので、「イラクサ」）。これはイラクサの嫌に含まれる蟻酸に
よる。
　　イラクサに触ってしまったときには、セロテープなどを数回患部に押し当て、辣を取り除
く。重曹やアンモニア水で毒を中和させればいいが、ない場合は水で洗って、後は我慢する。

　c．赫のある植物（ノイバラ、ジャケツイバラ、サルトリイバラ、ナワシログミなど）の妹

　がささったら

　　棘のある植物はブッシュや林縁に多く生える。そんなところに入らないのが一番だが、入
らなければならないこともある。ナタやせん定ばさみを持っているときはまだいいが、なけ
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 3.  2　切り傷・すり傷・刺し傷
　　野外調査ではケガをすることは多い。深い傷でなければ、傷口を水で洗い消毒液を塗り、
バンドエイドや包帯を巻く。ツバをつけておけば治るような傷は、フィールドワーカーの勲
章と考える。
　　深い傷の場合、なかなか血が止まらないときがある。その場合、滅菌ガーゼを傷口に当て、
強く押さえて血を止め、押さえたまま傷口を心臓よりも高く上げる。出血が止まらない場合
は、止血点（こめかみ、指の関節、腕の内側、腕のつけ根、股のつけ根など）付近を圧迫し、
包帯を巻いて病院に行く。止血点を圧迫すると血流が止まるので、30 分に 1 回くらい圧迫
をゆるめて血液を流すようにする。

　　＊指を切断した場合、すぐに対応すれば再びつながる可能性がある。手で切断面に滅菌
ガーゼを当てて強く押さえる。水洗いをしたり薬につけたりしないこと。切れた指は滅菌
ガーゼに包んでビニール袋に入れ、それを氷を入れたビニール袋に入れて病院に運ぶ。直
接氷や氷水につけないこと。

 3.  3　打撲、ねんざ、脱臼（だっきゅう）、骨折
　　切り傷・すり傷と同様、野外でよく経験するのが打撲やねんざである。骨折や脱臼の危険
がない場合は、患部を水などで冷やす。脱臼や骨折の心配がある場合は、患部を動かないよ
う固定し、病院に行く。

 3.  4　鼻血
　　転んだり、木の枝で強く打ったりすると鼻血が出ることがある。座って軽く下を向き、鼻
を強くつまむ（これで大部分は止まる）。また、額から鼻の部分を冷やし、胸元をあけ、静
かに座る。ガーゼを切って鼻孔に詰め、鼻を強くつまむ。血が止まっても、すぐに鼻をかま
ない。もし血が止まらない場合には、もっと深い部分から出血している可能性があるので、
医師の診療を受ける。鼻からの出血の場合、頭を後ろにそらせると、温かい血液が喉に回り、
苦しくなったり、飲み込んで気分を悪くすることがあるので、上を向かない。

 3.  5　痙攣（けいれん）
　　山登りで疲れたり、海や川で泳いだりするときに、足がつる（痩攣する）ことがある。ま
た、帰宅後に風呂や寝ているときに起きることがある。その場合、あわてず、固まった筋肉
を伸ばす努力をする。患部を温め、軽くマッサージする。症状がおさまってもすぐには動か
ないこと。

 3.  6　日焼け
　　暑い夏、強い太陽光のもとで肌を露出していると日焼けする。軽度のものでは小麦色の肌
（土方焼け）で済むが、ひどいときには水ぶくれができて皮がむける。日焼けしたときは冷
たい水で冷やす。痛みが取れるまで繰り返し冷やす。水ぶくれができても自分で破らないこ
と。痛みが取れず発熱が続くようであれば、医者に行く。

 3.  7　頭や胸、腹などを強く打った場合
　　崖から落ちたり、木から落ちたりしたときに、体を強く打つことがある。以下の症状が見
られる場合は重症なので、その場合は水平な体位を保ち、安静に保ちながら、早く医者に連
れて行く。欲しがっても飲食物を与えてはならない。
　　（1）目、耳、鼻、口などから出血している
　　（2）吐き気をもよおしたり意識がもうろうとしている
　　（3）下血や尿に血がまざっている
　　（4）ショックの症状がいつまでも消えない
　　（5）胸腹部に大きな内出血の症状が出ている
　　（6）手足が動かなかったり、痛さが長引く

 3.  8　熱中症（日射病）
　　炎天下、調査に熱中していると、かかることがある。熱中症になったときは、風通しのよ
い暑くないところで水平位に寝かせる。顔が赤いときには上半身をやや高めにする。顔が青
白く脈が弱いときには足のほうを高めにする。熱がなく、皮膚が冷たいときには冷やさない。
体温が高いときには、大きな静脈のあるところ（脇の下、首筋、ふとももの付け根など）を
水枕で冷やしたり、冷たい水に浸したタオルなどで全身を拭く（ペットボトルをわきの下に
挟むのも効果的である）。熱中症にかかったら、必ず医者に連れて行くこと。事故防止には
炎天下で長時間活動することを避け、直射日光下では必ず帽子をかぶること。

 3.  9　植物によるかぶれ等
　a．ウルシの仲間（ハゼノキ、ヤマウルシ、ヌルデ、ツタウルシなど）にかぶれたら

　　森林調査（特に林縁）などで上記植物に接触することによって、皮膚にぶつぶつができた
り、炎症が起きたりする。かぶれやすい体質とかぶれにくい体質の人がいるが、かぶれやす
い人はその木の下を通るだけでかぶれるという。
　　かぶれた場合、患部をかいたり、こすったりしてはいけない。抗ヒスタミン成分を含むス
テロイド系クリームをぬる。治療には医師の診断を受ける。

　b．イラクサの仲間に触ってしまったら

　　調査中、鋭い痛みを感じて見てみると、全身辣だらけの植物がいたりする。その痛みはな
かなか治らず、 いらいらする（ので、「イラクサ」）。これはイラクサの嫌に含まれる蟻酸に
よる。
　　イラクサに触ってしまったときには、セロテープなどを数回患部に押し当て、辣を取り除
く。重曹やアンモニア水で毒を中和させればいいが、ない場合は水で洗って、後は我慢する。

　c．赫のある植物（ノイバラ、ジャケツイバラ、サルトリイバラ、ナワシログミなど）の妹

　がささったら

　　棘のある植物はブッシュや林縁に多く生える。そんなところに入らないのが一番だが、入
らなければならないこともある。ナタやせん定ばさみを持っているときはまだいいが、なけ
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 2.  5　都市など日常生活に近い空間での調査
　　服装：　歩きやすい靴を選び、必要に応じて帽子を着用する。ヒアリングをおこなう場合
　などは、相手に不快感を与えない服装を心がける。

　　調査機材：　調査内容によって異なるが、不特定多数の人間と接する機会が多いことを認
識し、機材がいたずらや盗難の被害を受けないよう注意する。また、通行人がそれを避けて
事故に遭うようなことが起きないように気をつける。

 2.  6　薬関係
　　たとえ短期間の調査でも、ちょっとしたすり傷や切り傷はすぐにできるし、急におなかが
痛くなったり、風邪をひいたりする。ここでは薬局で購入できる一般的な薬を示した。各自
の個別に必要となる薬や、考えられる事故・病気に応じて準備をすること。また、保険証（ま
たは保険証のコピー）は必ず用意しておくこと。
　　傷の消毒薬、バンドエイド、胃腸薬、風邪薬、抗菌目薬、虫さされ、かぶれ用クリーム、
口内炎用塗り薬、痛み止め、下痢止め、便秘薬、ビタミン剤など。
　　とげ抜き、綿棒、包帯、脱脂綿、滅菌ガーゼ、包帯用テープなど。
　※ビン入りの薬などは、そのまま持って行くとかさばるので、必要な量（一日に必要な量×
　調査日数）だけ小分けして持って行く。
　※薬品関係だけコンパクトな収納箱（袋）に入れて持ち運びすると便利である。

 2.  7　その他
　　必要に応じて、ウェットティッシュ（手を拭く）、虫よけ、日焼け止め、使い捨てカイロ（寒
いとき）、毒液吸い出しキット（「ポイズンリムーバー」等の商品名で販売）などを準備する。
　ガムテープや瞬間接着剤があれば、ちょっとした修理などに役立つ。
　　宿泊する場合は着替え、洗面用具、目覚まし時計（携帯電話で代用可）などが必要。

第３節　事故発生時の対応と応急処置
 3.  1　状況の把握、救助、連絡
　　まずは、事故者本人と関係者が落ち着いて行動しなければいけない。事故の状況を冷静に
把握し、危険な状態にある場合はそこから脱出し、自力での脱出が困難であれば救助を求め
る。同行者が事故に遭った場合は、救助が可能かどうか、二次災害に巻き込まれないかどう
かを判断し、状況によっては外部に救助を要請する。大きな事故の場合、決して一人で対応
しようとせず、できるだけ多くの人を集めて対応すること。
　　けが人がいろときは、その程度に応じて、すぐに救急車などで病院に搬送すべきか、まず
は安静にすべきかを判断する必要がある。

れば悲惨なことになる。
　　棘が刺さった場合はとげ抜きで抜く。後の治療は「切り傷・すり傷・刺し傷」に準ずる。
棘でけがをしないためには、肌を露出させないことである。少し厚手の服を着ることが効果
的である。

 3.  10　水難事故
　　川や海での調査で、もっとも気をつけなければならないのが水難事故である。水難事故に
遭わないようにするには、水の状態を注意深く観察しながら行動することである。雨の後、
川が増水しているときには川に入らない。風が強く海が荒れているときには海岸に近づかな
い。水の中を歩くときは、急に深みがあるかもしれないので、足下をよく確認しながら進む
など、慎重な行動をすること。
　　もし転倒したり、大波をかぶって溺れかけても慌てないこと。胴長をはいている場合、胴
長を脱ぐ。足がつった場合は、あわてず、水に浮いた姿勢で、ゆっくりとつった部位を伸ば
　す。
　　また、溺れた人を見かけた場合、一人で飛び込んで助けないこと。非情のようだが、二次
事故の危険が多い。その場合、協力者を探し、上着、シャツ、ポリ袋、長い棒などや、浮力
のあるものを投げてつかまらせ、引き寄せるなどする。

第４節　動物に襲われたら
 4.  1　蜂に刺された（ススメバチ、アシナガバチなど）
　　森で調査をしていると、単独で行勤している蜂によく出会う。そのような蜂は特に危険は
ないので、刺激しないようにする。無理に追い払おうとしたり、たたこうとすると、自衛の
ために襲ってくることがある。
　　ただし、特に夏から秋には巣内にいる働き蜂の数がもっとも多くなり、蜂の巣を刺激する
と大量の蜂に襲われることがある。中でもオオスズメバチは毒量も多く危険である。また、
過去にもハチに刺された経験のある人が再び刺されると、アナフィラキシーショックにより
危険な状態になることがあるので、特に注意が必要である。
　　予防としては、蜂の巣に近づかないことが一番である。ある程度近づいた場合でも、働き
蜂がカチカチと音を立てて警告しているのに気づいたときは、刺激しないように気をつけな
がら速やかにその場を離れる。蜂に襲われてしまった場合には、全力で逃げるしかない。水
の中に飛び込むという手もある。また、蜂には黒い色を攻撃する性質があるので、髪の毛の
中に飛び込まれて刺される場合がある。明るい色の服や帽子を着用するのがよい。
　　運悪く刺され、針が残っている場合は、根元から毛抜きで抜くか、横に払って落とす（針
をつまむと、針の中の毒をさらに注入することがある）。ポイズンリムーバーを用いて刺入
部から毒を吸い出す。ハチの毒は水に溶けやすいので、傷口から毒を絞り出すようにしなが
ら流水で洗うのも効果的である。ショック症状などが現れた場合には、できるだけ早く病院
へ行くこと。
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 4.  2　ドクガに刺された
　　ガの鱗粉に毒があると誤解する人は多いが、そのようなことはない。ケムシの毛について
もほとんどは同様であるが、ごく一部のガの成虫や幼虫には刺毛があり、刺されると痔みや
痛みを感じるものがある。庭木のツバキやサザンカにはチャドクガが、林の中ではドクガが
発生する。
　　ドクガやチャドクガの成虫や幼虫に触れてしまったときには、かいたりこすったりしては
ならない。流水で洗い流すなどして刺毛を取り除き、抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏
を塗ること。イラガの幼虫に触れるとそのときは激痛を感じるが、ドクガより早く治癒する。

 4.  3　ムカデにかまれた
　　ムカデは「狭い」、「暗い」、「湿り気がある」、「餌となる小さい虫がいる」といった条件の
ところに出てくる。つゆ時などには室内にも出てくる。
　　ムカデに触ると、かまれることがある。かまれたら、傷口を圧迫して毒液を出し、患部を
冷やす。その後、傷口に抗ヒスタミン剤やステロイド剤の入ったクリームを塗る。ムカデに
かまれると痛いが、通常は患部が腫れる程度で済む。しかし、ごくまれにアナフィラキシー
ショックにより危険な状態になるので、かまれた後に気分が悪くなるようであれば、すぐに
病院に行って治療をうけること。

 4.  4　蛇にかまれた（マムシ、ヤマカガシ、ハブなど）
　　日本本土で注意を要する蛇はマムシである。少し胴回りが太く、褐色のまだら模様で、頭
が三角形をした蛇がいたらマムシと考えられる。岩が多い斜面や、暖かい春や秋には道路や
田んぼの畦で日向ぼっこをしているマムシに出会うことがある。マムシはもともとはおとな
しい性格の蛇なので、踏んだり触ったりしなければ襲われることはない。足もとも、軽登山
靴程度の靴で大丈夫である。予防としては、マムシのいそうなところで歩いたり、座ったり
するときは注意することである。
　　ヤマカガシもよく見かける蛇であるが、自分から攻撃を仕掛けることはない。無視するか、
木の棒で追い払えば逃げるが、手で持つとかまれ、毒が入ることもある。
　　もし毒ヘビにかまれたら、手足であれば、傷口より上部を軽くしばり、ポイズンリムーバー
で毒を絞り出す。傷口を口で吸うのは、口内の傷から毒が入る可能性がありかえって危険な
ことがある。水があれば血を絞り出しながら洗い流す。
　　毒ヘビでは、10分程度でかまれた傷口がはれてくる。かまれたらすぐに病院に連れて行き、
抗血清の投与など適切な治療を受ける。その際、走ったりすると毒が全身に回りやすいので、
落ち着いてゆっくり行動する。
　　ハブは、マムシやヤマカガシと違い、攻撃性が強いので注意が必要である。ハブは木にも
登るので、木の上からも襲うことがある。奄美諸島や沖縄諸島での調査の際は、採集すべき
ものがあっても、木の棒などで安全を確認してから手を出すなど、細心の注意が必要である。

遭う場合がある。その時には、あわてず、適切に対処すること。
　　　自損事故の場合は、自分の責任で対処する。ぬかるみにはまったり、溝に車輪を落とし
たりしたら、押したり引いたり底に板をいれたり、ジャッキで持ち上げたり、考えられる
限りの手段を講じてみて、だめだったら JAFを呼ぶ。

 5.  3　相手（対歩行者、対バイク・乗用車）がある場合
　（1）人命第一

　　　事故を起こしたら、まず落ち着くこと。自分は比較的軽傷で、動けない負傷者がいる場
合、自分自身の安全を確保し、負傷者を安全な場所に移動させ、119 番通報する。

　（2）事故発生の通報

　　　救急車を呼ぶ必要がある場合は、119 番通報（消防司令センター）する。
　　　司令センターから聞かれる
　　　「火事か救急か？」→「救急です。」
　　　「場所は？」→場所が特定できない場合は、大きな目標物などを知らせる。
　　　「事故の内容は？」→「車と歩行者の事故です。」などや、事故の状況、負傷者の状況な
どをつたえる。

　（3）現場の安全確保

　　　事故現場は、車を道路の脇に移動させたり、非常用停止板などを使って二次災害が発生
しないようにする。

　（4）警察へ連絡

　　　どんな小さな事故でも警察に届けること。その場で示談などしないこと。後々トラブル
になる場合が多い。

　（5）事故相手の確認・目撃者の確保

　　　自分の免許証を示し、相手の免許証の提示を求めるとよい。
　　　確認事項：
　　　　・相手の住所、氏名、電話番号、免許証の登録番号（免許証で確認）。
　　　　・車両番号、登録番号、車名、車の色など（車検証で確認）。
　もし目撃者がいる場合は、その人の連絡先も確認しておくこと。

　（6）事故状況のメモ

　　　記憶が薄れないうちに、現場の見取り図や事故の経過などを記録したり、写真に撮って
おくこと。できるだけ詳しく記録しておくことが大事である。きちんと記録しておかない
と、損害賠償の交渉の際に、お互いの言い分が食い違い、決着がつかなくなることがある。
あるいは説明があいまいだと、不利な状況になる可能性もある。

　　　確認事項：
　　　　・事故の状況
　　　　・事故現場の住所、周辺の状況等
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 4.  5　犬・猫・鼠（ねずみ）にかまれた
　　動物にかまれた場合、感染症のおそれがあるので、どんなに小さな傷でも石けんを使って
水でよく洗う。傷のまわりも、唾液のついているところはよく洗い流す。その後、医師の診
療を受ける。
　・犬

　　かまれた時には、石けんを使ってよく洗う。こちらからちょっかいを出していないのに襲っ
てきた場合は、狂犬病にかかっている疑いがあるので、かまれた場合はすぐに病院で受診す
る。頭をかまれたのでなければ、発病までには約 40 日かかるので、適切に処置すれば問題
ない。

　・描

　　かまれたときには、傷口を石けんを使ってよく洗う。かまれた後に発熱が続くようであれ
ば、必ず医者にみせる。

　・鼠（ねずみ）

　　かまれたときには、石けんを使ってよく洗う。どんな小さな傷でも、感染症にかかるおそ
れがあるので、必ず医者にみせる。

　・コウモリ

　　洞窟で調査をすると、コウモリ類がいることがある。コウモリ類にかまれると、狂犬病に
類似したウイルスに感染するおそれがある。コウモリにかまれたら、石けんでよく洗い、必
ず医者にみせる。

 4.  6　熊、猪（いのしし）に襲われた
　・熊

　　本州にツキノワグマ、北海道にヒグマが生息している。熊が生息すると考えられる山に入
る場合は、鈴や笛、ラジオなどを鳴らして自分の存在をアピールする。それでも出会った場
合は、決して背中を見せて逃げてはいけない。相手から目を離さず、少しずつ後ずさりして
遠ざかるようにする。大声を出したり、ものを投げて刺激してはいけない。ザックなどを置
いてそちらに注意をそらしている間に逃げることもできる。ただし、そのザックを取り返そ
うと思ってはいけない。
　　襲われた場合、前肢（の爪）による打撲とかみ傷により敦命的な被害を受けることが多い。
まず安全を確保し、傷、骨折などの手当の後、病院に連れて行くこと。また、熊が出たこと
を近くの住民に知らせる。

　・猪（いのしし）

　　昼間にイノシシに出会うことはほとんどないが、子連れの親と出会うと攻撃してくること
がある。間違っても刺激してはいけない。下あごの犬歯で突かれると大けがをする。木の上
　や岩の上に逃げること。
　　襲われた場合、安全を確保した上で、被害者の出血や骨折の手当てをして、傷口を洗い、
病院に連れて行くこと。

 4.  7　クラゲに刺された、ウニ・ヒトデを踏んだ
　　お盆をすぎた頃、海で泳いでいるとクラゲ（カツオノエボシ、アンドンクラゲなど）に刺
されることがある。また、波打ち際で調査をしているときに、ウニ（ガンガゼ、ラッパウニ、
シラヒゲウニなど）、ヒトデ（オニヒトデなど）、シロカヤ、ケガキなどを踏んでしまうこと
がある。海での調査の際には、そのような動物の存在に注意することが必要である。イモガ
イ類（アンポイナ）は触ろうとすると、猛毒の針で刺されるので注意すること。
　　クラゲにさされた場合、真水で洗ってはいけない（毒の入った袋がはじけて毒が広がる）。
特別な治療法はないが、海水でトゲや針を洗い流し、刺された直後はアンモニア水、重曹水
などを塗る。痛みがなくなるまで刺されたところを冷やす。発疹（ぶつぶつ）ができた場合
には、病院へ行き抗ヒスタミン剤やステロイド剤を処方する。ウニ・ヒトデを踏んだ場合は、
トゲを抜き、傷口をよく洗う。痛みが引かない場合は病院でみてもらう。

第５節　交通事故を起こしたり被害にあったら
 5.  1　はじめに
　　野外調査における移動には、調査の便利さなどから、多くの場合で自転車、バイク、自動
車などを使うことになる。自分の車を使った場合、便利ではあるが、交通事故に遭う確率が
高くなる。交通事故は、自分が重大な損害を受ける場合が多いだけではなく、同乗者や一般
市民を巻き込むこともあり、特別の注意を払う必要がある。

 5.  2　交通事故にあわないようにするためには
　　交通規則を守るのは当然のこととして、注意すべき点がいくつかある。
　（1）無理な計画を立てない

　　　調査では、いろいろなアクシデントがあり、予定通り進まないことが多くある。時間に
追われ、あせって移動をしているときに事故や検問に遭う。無理な計画を立てず、余裕を
持った予定を立てること。

　（2）休養を充分にとる

　　　寝不足や前日の深酒で充分に休養がとれなかった場合、注意力が足りなくなったり、居
眠り運転をしたりするおそれがある。調査の前日は早く寝て充分に休養をとるとともに、
運転中に疲れを感じたり眠気を感じたりしたら、運転をやめて休むよう心がけること。短
時間の休憩でも、かなり回復するはずである。

　（3）路面の状態を注意深く観察する

　　　野外調査では、舗装道路ばかりではなく、未舗装の道路やぬかるみ、デコボコの悪路を
走らなければならない場合もある。また、極端に狭い道路を走らなければならないときも
ある。路面の状態と車の性能、自分の運転技術を考え、間違っても道から転落しないよう
気をつけること。

　　　以上のような注意をしていても、思わぬトラブルや、もらい事故などにより交通事故に
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 4.  5　犬・猫・鼠（ねずみ）にかまれた
　　動物にかまれた場合、感染症のおそれがあるので、どんなに小さな傷でも石けんを使って
水でよく洗う。傷のまわりも、唾液のついているところはよく洗い流す。その後、医師の診
療を受ける。
　・犬

　　かまれた時には、石けんを使ってよく洗う。こちらからちょっかいを出していないのに襲っ
てきた場合は、狂犬病にかかっている疑いがあるので、かまれた場合はすぐに病院で受診す
る。頭をかまれたのでなければ、発病までには約 40 日かかるので、適切に処置すれば問題
ない。

　・描

　　かまれたときには、傷口を石けんを使ってよく洗う。かまれた後に発熱が続くようであれ
ば、必ず医者にみせる。

　・鼠（ねずみ）

　　かまれたときには、石けんを使ってよく洗う。どんな小さな傷でも、感染症にかかるおそ
れがあるので、必ず医者にみせる。

　・コウモリ

　　洞窟で調査をすると、コウモリ類がいることがある。コウモリ類にかまれると、狂犬病に
類似したウイルスに感染するおそれがある。コウモリにかまれたら、石けんでよく洗い、必
ず医者にみせる。

 4.  6　熊、猪（いのしし）に襲われた
　・熊

　　本州にツキノワグマ、北海道にヒグマが生息している。熊が生息すると考えられる山に入
る場合は、鈴や笛、ラジオなどを鳴らして自分の存在をアピールする。それでも出会った場
合は、決して背中を見せて逃げてはいけない。相手から目を離さず、少しずつ後ずさりして
遠ざかるようにする。大声を出したり、ものを投げて刺激してはいけない。ザックなどを置
いてそちらに注意をそらしている間に逃げることもできる。ただし、そのザックを取り返そ
うと思ってはいけない。
　　襲われた場合、前肢（の爪）による打撲とかみ傷により敦命的な被害を受けることが多い。
まず安全を確保し、傷、骨折などの手当の後、病院に連れて行くこと。また、熊が出たこと
を近くの住民に知らせる。

　・猪（いのしし）

　　昼間にイノシシに出会うことはほとんどないが、子連れの親と出会うと攻撃してくること
がある。間違っても刺激してはいけない。下あごの犬歯で突かれると大けがをする。木の上
　や岩の上に逃げること。
　　襲われた場合、安全を確保した上で、被害者の出血や骨折の手当てをして、傷口を洗い、
病院に連れて行くこと。

 4.  7　クラゲに刺された、ウニ・ヒトデを踏んだ
　　お盆をすぎた頃、海で泳いでいるとクラゲ（カツオノエボシ、アンドンクラゲなど）に刺
されることがある。また、波打ち際で調査をしているときに、ウニ（ガンガゼ、ラッパウニ、
シラヒゲウニなど）、ヒトデ（オニヒトデなど）、シロカヤ、ケガキなどを踏んでしまうこと
がある。海での調査の際には、そのような動物の存在に注意することが必要である。イモガ
イ類（アンポイナ）は触ろうとすると、猛毒の針で刺されるので注意すること。
　　クラゲにさされた場合、真水で洗ってはいけない（毒の入った袋がはじけて毒が広がる）。
特別な治療法はないが、海水でトゲや針を洗い流し、刺された直後はアンモニア水、重曹水
などを塗る。痛みがなくなるまで刺されたところを冷やす。発疹（ぶつぶつ）ができた場合
には、病院へ行き抗ヒスタミン剤やステロイド剤を処方する。ウニ・ヒトデを踏んだ場合は、
トゲを抜き、傷口をよく洗う。痛みが引かない場合は病院でみてもらう。

第５節　交通事故を起こしたり被害にあったら
 5.  1　はじめに
　　野外調査における移動には、調査の便利さなどから、多くの場合で自転車、バイク、自動
車などを使うことになる。自分の車を使った場合、便利ではあるが、交通事故に遭う確率が
高くなる。交通事故は、自分が重大な損害を受ける場合が多いだけではなく、同乗者や一般
市民を巻き込むこともあり、特別の注意を払う必要がある。

 5.  2　交通事故にあわないようにするためには
　　交通規則を守るのは当然のこととして、注意すべき点がいくつかある。
　（1）無理な計画を立てない

　　　調査では、いろいろなアクシデントがあり、予定通り進まないことが多くある。時間に
追われ、あせって移動をしているときに事故や検問に遭う。無理な計画を立てず、余裕を
持った予定を立てること。

　（2）休養を充分にとる

　　　寝不足や前日の深酒で充分に休養がとれなかった場合、注意力が足りなくなったり、居
眠り運転をしたりするおそれがある。調査の前日は早く寝て充分に休養をとるとともに、
運転中に疲れを感じたり眠気を感じたりしたら、運転をやめて休むよう心がけること。短
時間の休憩でも、かなり回復するはずである。

　（3）路面の状態を注意深く観察する

　　　野外調査では、舗装道路ばかりではなく、未舗装の道路やぬかるみ、デコボコの悪路を
走らなければならない場合もある。また、極端に狭い道路を走らなければならないときも
ある。路面の状態と車の性能、自分の運転技術を考え、間違っても道から転落しないよう
気をつけること。

　　　以上のような注意をしていても、思わぬトラブルや、もらい事故などにより交通事故に
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 4.  2　ドクガに刺された
　　ガの鱗粉に毒があると誤解する人は多いが、そのようなことはない。ケムシの毛について
もほとんどは同様であるが、ごく一部のガの成虫や幼虫には刺毛があり、刺されると痔みや
痛みを感じるものがある。庭木のツバキやサザンカにはチャドクガが、林の中ではドクガが
発生する。
　　ドクガやチャドクガの成虫や幼虫に触れてしまったときには、かいたりこすったりしては
ならない。流水で洗い流すなどして刺毛を取り除き、抗ヒスタミン剤を含むステロイド軟膏
を塗ること。イラガの幼虫に触れるとそのときは激痛を感じるが、ドクガより早く治癒する。

 4.  3　ムカデにかまれた
　　ムカデは「狭い」、「暗い」、「湿り気がある」、「餌となる小さい虫がいる」といった条件の
ところに出てくる。つゆ時などには室内にも出てくる。
　　ムカデに触ると、かまれることがある。かまれたら、傷口を圧迫して毒液を出し、患部を
冷やす。その後、傷口に抗ヒスタミン剤やステロイド剤の入ったクリームを塗る。ムカデに
かまれると痛いが、通常は患部が腫れる程度で済む。しかし、ごくまれにアナフィラキシー
ショックにより危険な状態になるので、かまれた後に気分が悪くなるようであれば、すぐに
病院に行って治療をうけること。

 4.  4　蛇にかまれた（マムシ、ヤマカガシ、ハブなど）
　　日本本土で注意を要する蛇はマムシである。少し胴回りが太く、褐色のまだら模様で、頭
が三角形をした蛇がいたらマムシと考えられる。岩が多い斜面や、暖かい春や秋には道路や
田んぼの畦で日向ぼっこをしているマムシに出会うことがある。マムシはもともとはおとな
しい性格の蛇なので、踏んだり触ったりしなければ襲われることはない。足もとも、軽登山
靴程度の靴で大丈夫である。予防としては、マムシのいそうなところで歩いたり、座ったり
するときは注意することである。
　　ヤマカガシもよく見かける蛇であるが、自分から攻撃を仕掛けることはない。無視するか、
木の棒で追い払えば逃げるが、手で持つとかまれ、毒が入ることもある。
　　もし毒ヘビにかまれたら、手足であれば、傷口より上部を軽くしばり、ポイズンリムーバー
で毒を絞り出す。傷口を口で吸うのは、口内の傷から毒が入る可能性がありかえって危険な
ことがある。水があれば血を絞り出しながら洗い流す。
　　毒ヘビでは、10分程度でかまれた傷口がはれてくる。かまれたらすぐに病院に連れて行き、
抗血清の投与など適切な治療を受ける。その際、走ったりすると毒が全身に回りやすいので、
落ち着いてゆっくり行動する。
　　ハブは、マムシやヤマカガシと違い、攻撃性が強いので注意が必要である。ハブは木にも
登るので、木の上からも襲うことがある。奄美諸島や沖縄諸島での調査の際は、採集すべき
ものがあっても、木の棒などで安全を確認してから手を出すなど、細心の注意が必要である。

遭う場合がある。その時には、あわてず、適切に対処すること。
　　　自損事故の場合は、自分の責任で対処する。ぬかるみにはまったり、溝に車輪を落とし
たりしたら、押したり引いたり底に板をいれたり、ジャッキで持ち上げたり、考えられる
限りの手段を講じてみて、だめだったら JAFを呼ぶ。

 5.  3　相手（対歩行者、対バイク・乗用車）がある場合
　（1）人命第一

　　　事故を起こしたら、まず落ち着くこと。自分は比較的軽傷で、動けない負傷者がいる場
合、自分自身の安全を確保し、負傷者を安全な場所に移動させ、119 番通報する。

　（2）事故発生の通報

　　　救急車を呼ぶ必要がある場合は、119 番通報（消防司令センター）する。
　　　司令センターから聞かれる
　　　「火事か救急か？」→「救急です。」
　　　「場所は？」→場所が特定できない場合は、大きな目標物などを知らせる。
　　　「事故の内容は？」→「車と歩行者の事故です。」などや、事故の状況、負傷者の状況な
どをつたえる。

　（3）現場の安全確保

　　　事故現場は、車を道路の脇に移動させたり、非常用停止板などを使って二次災害が発生
しないようにする。

　（4）警察へ連絡

　　　どんな小さな事故でも警察に届けること。その場で示談などしないこと。後々トラブル
になる場合が多い。

　（5）事故相手の確認・目撃者の確保

　　　自分の免許証を示し、相手の免許証の提示を求めるとよい。
　　　確認事項：
　　　　・相手の住所、氏名、電話番号、免許証の登録番号（免許証で確認）。
　　　　・車両番号、登録番号、車名、車の色など（車検証で確認）。
　もし目撃者がいる場合は、その人の連絡先も確認しておくこと。

　（6）事故状況のメモ

　　　記憶が薄れないうちに、現場の見取り図や事故の経過などを記録したり、写真に撮って
おくこと。できるだけ詳しく記録しておくことが大事である。きちんと記録しておかない
と、損害賠償の交渉の際に、お互いの言い分が食い違い、決着がつかなくなることがある。
あるいは説明があいまいだと、不利な状況になる可能性もある。

　　　確認事項：
　　　　・事故の状況
　　　　・事故現場の住所、周辺の状況等
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　（7）保険会社へ連絡

　　　保険会社、代理店に連絡する。保険を使えば料金はかからないので、自己の判断で示談
にせず、保険会社に相談すること。

　（8）教員へ連絡

　　　まずゼミの担当教員に連絡すること。担当教員に連絡がつかない場合は、誰でもいいの
で教員に連絡する。事故の発生場所、発生状況などを説明し、適当な指示を待つ。

 1.   3　安全のための三原則
　　放射線を扱う基本的な安全のための三原則は距離・時間・遮蔽である。

　（1）距離

　　　放射線の実効線量は万有引力やクーロンの静電気力と同じく線源からの距離の 2乗に反
比例する。したがって、距離を 2倍にとれば強度は 4分の 1、3 倍では 9分の 1と急速に
減少する。作業をする際には、十分な距離を保つことが被ばく線量を減少させる大きな要
素になる。

　（2）時間

　　　放射線の被ばく線量は作業時間を短くすることで減少させることができる。線源を用い
る作業の手順をよどみなく行い、作業の途中で説明書を読む、道具を取りに行くなどの無
駄な時間をなくすことが作業時間の短縮にもっとも効果的である。具体的にはコールドラ
ン（cold run；線源を用いる作業を bot run という）と呼ばれる線源を用いないで行う一
連の作業を（できれば複数回）練習することにより、習熟した上で、ホットランに臨むの
がよい。コールドランをおこなうことで無駄な作業手順や必要な準備、道具の整理等が洗
い出され、作業の効率化をはかることができる。これは RI に限らず他の危険物を扱う時
や作業を行う時も同様である。実際の作業では想定外のことがよく起きる。あらかじめ作
業に習熟しておくことにより想定外の事態に対処する余裕が出来る。

　（3）遮蔽

　　　Y線以外の放射線の実効線量は遮蔽物によって著しく減少させることができる。しかし
強いβ線は遮蔽物によっては 2次的にⅩ線を放出することがあるため注意が必要である。
Ⅹ線や他の線源の遮蔽に有効な鉛でさえY線に対しては効果が小さく、十分といえる遮
蔽は線源の強度によって大きく変わる。厚い遮蔽物は作業効率を低下させるのみならずコ
スト面の制約から不十分になりがちであるため距離・時間面での改善を第一に優先するべ
きである。たとえば鉛入りグローブを使って試料を処理することはβ線源に対しては有効
であるが、作業効率がさほど変わらなければY線源にはピンセット・トング等（距離を
とる）を用いてすばやく作業を終える（時間を短くする）ほうが総合的な被ばく線量の減
少により効果的である。

 1.   4　RI 室の入退出（岡山キャンパス）

　　非密封線源を扱うRI 室の入室時には、バッジ（必要に応じて実験着）を着用し、時刻を
　記帳する。退出の際には手洗いを行い、サーベイメーターを用いて汚染検査をした後、時刻
と作業内容を記帳する。
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第 6章　Ｘ線・放射性同位元素（RI）の取扱いについて
第１節　放射線と安全取扱い
　　放射線とエネルギーが 1MeV以上のⅩ線は文部科学省管轄の放射線障害防止法、エネル
ギーが 1MeV以下のⅩ線は厚生労働省管轄（労働安全衛生法）の電離放射線障害防止規則
から法的規制を受ける。岡山理科大学では毎年 4月下旬に放射線・Ⅹ線業務従事者新規（再）
教育講習会を開き、放射線・Ⅹ線を扱う放射線業務従事者と学生に対し、それらについての
基礎知識と安全取扱いの説明を行っている。個々の実験室での機器操作や安全についての説
明は各機器管理者、主任者から行われる。ここでは簡単に基礎知識を説明し、安全への基本
的態度と災害・事故時の対応を解説する。なお学生は労働法上の労働者と見なされない。従っ
て仮に事故が起きた場合、学生に対しては大学入学時に加入する学生教育研究災害傷害保険
でしか保障されないので十分注意していただきたい。

 1.  1　放射線の種類
　（1）Ｘ線

　　　銅・モリブデンなどの金属電極に数十 keV程度以上の電子線を当てると金属原子の 1s
軌道電子がはじき飛ばされて、外側の軌道（2p、3p）から電子が遷移してくる。その際に
放出されるエネルギーによる電磁波（特性 X線）を X線という。また X線には荷電粒子の
加速度運動による強力な X線（Spring － 8放射光施設）も含まれる。結晶の構造決定や
元素分析、医療などに幅広く用いられている。

　（2）α線（岡山キャンパス）

　　　ウラン・トリウムなどの不安定核の崩壊により放出されるヘリウムの原子核をα線（粒
子）という。透過力が小さく紙 1枚で、また、空気中では数㎝で止まる。しかし質量が大
きく電離作用が強いので内部被ばく（体内に取り込むこと）には注意が必要である。身の
回りには、その電離作用を利用する夜光塗料、火災報知器（煙探知機）（241Am）やキャ
ンプ用ガソリンランタンのマントル（トリウム）として使用されている。また高級一眼レ
フレンズにトリウムが入っている場合がある。これらは免除レベルとして使用が制限を受
けずに許されている範囲の量である。

　（3）β線（岡山キャンパス）

　　　原子核（中性子）がβ崩壊をした際に放出される電子をβ線（粒子）という。透過力は
弱く、通常は数㎜のアルミ板や 1㎝程度のプラスチック板で十分遮蔽できる。空気中での
飛程は数十㎝である。身の回りには 147Pmが蛍光灯用のグローランプに用いられている場
合がある。

　（4）γ線（岡山キャンパス）

　　　波長がおおよそ 10pm（10-11m）より短い電磁波であるが、Ⅹ線とは波長領域（エネルギー
領域）の一部が重なっている。原子核内のエネルギー準位の遷移を起源とするものをγ線
と呼び、軌道電子の遷移を起源とするものをⅩ線と呼ぶ。電荷は持たない光子で透過力が

強く、エネルギーにもよるが厚さ２㎝の鉛でも約半分程度にしか減衰しない。
　　　その他陽子線、中性子線などの粒子線も放射線に含まれるが、岡山理科大学内では扱わ
れていないのでここでは触れない。

 1.   2　安全取扱いの基本
　（1）Ｘ線源

　　　Ⅹ線は高電圧で加速された電子線によって発生する。従って装置の電源スイッチを切れ
ばⅩ線の発生は止まる。最近の装置では、効率的な遮蔽が施され、機器内部のみが管理区
域になっているものも多い。安全装置（インターロック）を装備した機器では、Ⅹ線の発
生中に遮蔽扉を開放すると電源が自動的に切れる仕組みになっている。インターロックを
改造したり、解除したりしてはならない。

　　　一部のⅩ線回折装置等では試料の軸あわせ等のためにⅩ線発生中に作業する必要があ
る。従事者は被ばく線量の管理用バッジ・指輪などを着用する必要がある。回折装置など
では特定の方向に強いⅩ線が放出されることがあり、使用に際してはそれぞれの機器の構
造・機能に関する説明を受け、それらを十分理解しておくことが大切である。

　　　本学ではたとえ機器内部のみが管理区域であってもバッジの着用と健康診断を受けるこ
とが義務づけられる。それは事故などの際に被ばくする可能性を完全に排除できないから
である。

　（2）α線源（岡山キャンパス）

　　　大学内にあるα線源は、放射線検出器の標準較正線源としての密封線源のみである。標
準較正線源は使用の許可・届出無しに所持できる程度の量であり、保管・管理が適正で、
使用に関する教育を受けていれば被ばく事故のおそれはほとんどない。これはβ線源、γ
線源についても同様である。

　（3）β線源（岡山キャンパス）

　　　大学内のβ線源は、放射線検出器の標準較正線源とガスクロマトグラフに用いられる
63Ni の密封線源とアイソトープ実験施設にある固体の非密封線源（放射化鉱物試料）であ
る。ガスクロマトグラフは装置表面での実効線量がほぼゼロであり、被ばくのおそれはな
い。標準較正線源と非密封線源はいずれも少量であり、健康に害があるような被ばくのお
それは少ない。しかし非密封線源は散逸のおそれがあるので使用の際に十分な注意が必
要である。RI の詳しい使用の方法については放射性同位元素実験施設運用細則を参照し、
主任者による教育を受けることが必須である。

　（4）γ線源（岡山キャンパス）

　　　大学内のγ線源は、β線源と同じく標準較正線源の密封線源とアイソトープ実験施設の
固体の非密封線源である。したがって取扱いは基本的に同じであるが、γ線はβ線に比べ
て透過力が大きい点に特に注意が必要である。
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第 6章　Ｘ線・放射性同位元素（RI）の取扱いについて
第１節　放射線と安全取扱い
　　放射線とエネルギーが 1MeV以上のⅩ線は文部科学省管轄の放射線障害防止法、エネル
ギーが 1MeV以下のⅩ線は厚生労働省管轄（労働安全衛生法）の電離放射線障害防止規則
から法的規制を受ける。岡山理科大学では毎年 4月下旬に放射線・Ⅹ線業務従事者新規（再）
教育講習会を開き、放射線・Ⅹ線を扱う放射線業務従事者と学生に対し、それらについての
基礎知識と安全取扱いの説明を行っている。個々の実験室での機器操作や安全についての説
明は各機器管理者、主任者から行われる。ここでは簡単に基礎知識を説明し、安全への基本
的態度と災害・事故時の対応を解説する。なお学生は労働法上の労働者と見なされない。従っ
て仮に事故が起きた場合、学生に対しては大学入学時に加入する学生教育研究災害傷害保険
でしか保障されないので十分注意していただきたい。

 1.  1　放射線の種類
　（1）Ｘ線

　　　銅・モリブデンなどの金属電極に数十 keV程度以上の電子線を当てると金属原子の 1s
軌道電子がはじき飛ばされて、外側の軌道（2p、3p）から電子が遷移してくる。その際に
放出されるエネルギーによる電磁波（特性 X線）を X線という。また X線には荷電粒子の
加速度運動による強力な X線（Spring － 8放射光施設）も含まれる。結晶の構造決定や
元素分析、医療などに幅広く用いられている。

　（2）α線（岡山キャンパス）

　　　ウラン・トリウムなどの不安定核の崩壊により放出されるヘリウムの原子核をα線（粒
子）という。透過力が小さく紙 1枚で、また、空気中では数㎝で止まる。しかし質量が大
きく電離作用が強いので内部被ばく（体内に取り込むこと）には注意が必要である。身の
回りには、その電離作用を利用する夜光塗料、火災報知器（煙探知機）（241Am）やキャ
ンプ用ガソリンランタンのマントル（トリウム）として使用されている。また高級一眼レ
フレンズにトリウムが入っている場合がある。これらは免除レベルとして使用が制限を受
けずに許されている範囲の量である。

　（3）β線（岡山キャンパス）

　　　原子核（中性子）がβ崩壊をした際に放出される電子をβ線（粒子）という。透過力は
弱く、通常は数㎜のアルミ板や 1㎝程度のプラスチック板で十分遮蔽できる。空気中での
飛程は数十㎝である。身の回りには 147Pmが蛍光灯用のグローランプに用いられている場
合がある。

　（4）γ線（岡山キャンパス）

　　　波長がおおよそ 10pm（10-11m）より短い電磁波であるが、Ⅹ線とは波長領域（エネルギー
領域）の一部が重なっている。原子核内のエネルギー準位の遷移を起源とするものをγ線
と呼び、軌道電子の遷移を起源とするものをⅩ線と呼ぶ。電荷は持たない光子で透過力が

強く、エネルギーにもよるが厚さ２㎝の鉛でも約半分程度にしか減衰しない。
　　　その他陽子線、中性子線などの粒子線も放射線に含まれるが、岡山理科大学内では扱わ
れていないのでここでは触れない。

 1.   2　安全取扱いの基本
　（1）Ｘ線源

　　　Ⅹ線は高電圧で加速された電子線によって発生する。従って装置の電源スイッチを切れ
ばⅩ線の発生は止まる。最近の装置では、効率的な遮蔽が施され、機器内部のみが管理区
域になっているものも多い。安全装置（インターロック）を装備した機器では、Ⅹ線の発
生中に遮蔽扉を開放すると電源が自動的に切れる仕組みになっている。インターロックを
改造したり、解除したりしてはならない。

　　　一部のⅩ線回折装置等では試料の軸あわせ等のためにⅩ線発生中に作業する必要があ
る。従事者は被ばく線量の管理用バッジ・指輪などを着用する必要がある。回折装置など
では特定の方向に強いⅩ線が放出されることがあり、使用に際してはそれぞれの機器の構
造・機能に関する説明を受け、それらを十分理解しておくことが大切である。

　　　本学ではたとえ機器内部のみが管理区域であってもバッジの着用と健康診断を受けるこ
とが義務づけられる。それは事故などの際に被ばくする可能性を完全に排除できないから
である。

　（2）α線源（岡山キャンパス）

　　　大学内にあるα線源は、放射線検出器の標準較正線源としての密封線源のみである。標
準較正線源は使用の許可・届出無しに所持できる程度の量であり、保管・管理が適正で、
使用に関する教育を受けていれば被ばく事故のおそれはほとんどない。これはβ線源、γ
線源についても同様である。

　（3）β線源（岡山キャンパス）

　　　大学内のβ線源は、放射線検出器の標準較正線源とガスクロマトグラフに用いられる
63Ni の密封線源とアイソトープ実験施設にある固体の非密封線源（放射化鉱物試料）であ
る。ガスクロマトグラフは装置表面での実効線量がほぼゼロであり、被ばくのおそれはな
い。標準較正線源と非密封線源はいずれも少量であり、健康に害があるような被ばくのお
それは少ない。しかし非密封線源は散逸のおそれがあるので使用の際に十分な注意が必
要である。RI の詳しい使用の方法については放射性同位元素実験施設運用細則を参照し、
主任者による教育を受けることが必須である。

　（4）γ線源（岡山キャンパス）

　　　大学内のγ線源は、β線源と同じく標準較正線源の密封線源とアイソトープ実験施設の
固体の非密封線源である。したがって取扱いは基本的に同じであるが、γ線はβ線に比べ
て透過力が大きい点に特に注意が必要である。
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　（7）保険会社へ連絡

　　　保険会社、代理店に連絡する。保険を使えば料金はかからないので、自己の判断で示談
にせず、保険会社に相談すること。

　（8）教員へ連絡

　　　まずゼミの担当教員に連絡すること。担当教員に連絡がつかない場合は、誰でもいいの
で教員に連絡する。事故の発生場所、発生状況などを説明し、適当な指示を待つ。

 1.   3　安全のための三原則
　　放射線を扱う基本的な安全のための三原則は距離・時間・遮蔽である。

　（1）距離

　　　放射線の実効線量は万有引力やクーロンの静電気力と同じく線源からの距離の 2乗に反
比例する。したがって、距離を 2倍にとれば強度は 4分の 1、3 倍では 9分の 1と急速に
減少する。作業をする際には、十分な距離を保つことが被ばく線量を減少させる大きな要
素になる。

　（2）時間

　　　放射線の被ばく線量は作業時間を短くすることで減少させることができる。線源を用い
る作業の手順をよどみなく行い、作業の途中で説明書を読む、道具を取りに行くなどの無
駄な時間をなくすことが作業時間の短縮にもっとも効果的である。具体的にはコールドラ
ン（cold run；線源を用いる作業を bot run という）と呼ばれる線源を用いないで行う一
連の作業を（できれば複数回）練習することにより、習熟した上で、ホットランに臨むの
がよい。コールドランをおこなうことで無駄な作業手順や必要な準備、道具の整理等が洗
い出され、作業の効率化をはかることができる。これは RI に限らず他の危険物を扱う時
や作業を行う時も同様である。実際の作業では想定外のことがよく起きる。あらかじめ作
業に習熟しておくことにより想定外の事態に対処する余裕が出来る。

　（3）遮蔽

　　　Y線以外の放射線の実効線量は遮蔽物によって著しく減少させることができる。しかし
強いβ線は遮蔽物によっては 2次的にⅩ線を放出することがあるため注意が必要である。
Ⅹ線や他の線源の遮蔽に有効な鉛でさえY線に対しては効果が小さく、十分といえる遮
蔽は線源の強度によって大きく変わる。厚い遮蔽物は作業効率を低下させるのみならずコ
スト面の制約から不十分になりがちであるため距離・時間面での改善を第一に優先するべ
きである。たとえば鉛入りグローブを使って試料を処理することはβ線源に対しては有効
であるが、作業効率がさほど変わらなければY線源にはピンセット・トング等（距離を
とる）を用いてすばやく作業を終える（時間を短くする）ほうが総合的な被ばく線量の減
少により効果的である。

 1.   4　RI 室の入退出（岡山キャンパス）

　　非密封線源を扱うRI 室の入室時には、バッジ（必要に応じて実験着）を着用し、時刻を
　記帳する。退出の際には手洗いを行い、サーベイメーターを用いて汚染検査をした後、時刻
と作業内容を記帳する。
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第２節　災害・事故への対処
 2.  1　基本ルール
　　どんなに安全を心がけても災害・事故は（小さいものから大きなものまで）起きると考え
るのが危機管理の基本である。したがって起きないようにするにはどうするか、起きても被
害を最小限にするにはどうするか、起きた時にどう対処すべきかを日頃から意識しておく必
要がある。またそれらにはいくつかのルールがある。これらの基本については第 1章を参照
のこと。

 2.  2　災害・事故発生時の連絡
　　災害・事故はたとえば実験室での火災や地震による危険物の拡散などのように単に 1種類
の災害・危険物にとどまらずそれらが複合することが多いので、それぞれの安全を見極める
必要がある。その様な場合、連絡網を使って各方面に連絡する役割と現場での当座の安全の
確保と救出を行う役割を分担できるよう災害・事故発生時にはひとりで処理しようとせず、
まず第一に連絡を行う。RI 災害・事故の場合、放射線取扱主任者（内線 4291、4591）およ
び学部運営事務部（内線 1161）へ連絡する（緊急連絡系統図参照）。

 2.  3　安全の確認・救出
　　災害・事故が起きた時には被災者の救出を優先する。しかしその前に救援者の安全が確保
されているかを確認する必要がある。Ⅹ線源では電源の遮断、RI の場合、線源から受ける
被ばくを最小限にとどめ被災者の救出が可能であるかを判断しなければならない。通常 RI
について判断できない場合は放射線取扱主任者に通報することが先決である。本学の場合少
量しか保管されていないので緊急に RI の拡散のおそれがなければ、通報後主任者の指示を
待つ。

 2.  4　措置
　（1）Ｘ線装置

　　　災害・事故の際、まず電源を遮断する。実験装置の電源のスイッチがⅩ線の照射範囲に
ある場合は、さらに上部系統の電源（ブレーカー等）から遮断する。

　　　冷却水は漏れて感電の危険等があるのでなければ必ずしも止める必要はない。被ばくし
た場合は、被災者を学園の医師に診断してもらう。その際おおよその被ばく量が必要なの
で必ずⅩ線または放射線取扱主任者に連絡してその指示に従う。

　（2）　密封線源

　　　学内の密封線源で大きなものはガスクロマトグラフに装着された 63Ni（370  MBq× 2個）
である。頑丈にシールされた装置内部から露出する可能性はほとんど無い。装置が破損し
ていない限り安全である。地震などで装置が破損した場合、むやみに近づかずサーベイメー
ターで線量率を確認する。

　　　非密封線源は保管可能最大数量でも 5．3MBq を越えない。仮に全部の量が露出したと
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岡山キャンパス

緊急シャワー配置図

緊
急
シ
ャ
ワ
ー
配
置
図



－128－ －129－

しても 1～ 2mの距離を保てば安全は確保される。通常は耐火性鉛金庫に保管されている
ので全量が露出する可能性はきわめて少ない。ただし（可能性は少ないが）火災による爆
発などで粉塵となった場合、吸入するおそれがあるので注意する。

　（3）非密封線源（岡山キャンパス）

　　　非密封線源（放射性同位元素）が床等に散らばった場合、すぐに放射線取扱主任者に連
絡する。

　　　実験着が汚染されたと思われる場合はすぐに脱いでサーベイメータ等で汚染を確認し、
除染できない場合は汚染物・廃棄物入れに入れる。

　　　衣服に付いた RI は主任者の指示に従ってビニール手袋を装着して払い落とした後、RI
室用掃除機で吸い取り汚染検査を行う。汚染がとれない場合汚染物として廃棄する。

　　　手指等に RI が付着した場合、紙タオルに少量の水またはアルコール等をしみこませて
ぬぐい取り、石けんで洗浄した後、汚染検査を行う。それでも除染できない場合、前室に
保管されているクリーニングキットの酸化チタン等を使用して汚染検査で検出されなくな
るまで洗浄する。洗浄には前室の手洗いを用い、除染が終了するまで実験施設を出ない。

　　　床に散らばった RI は大まかな清掃をおこなった後、さらに紙タオル等でていねいにふ
き取りを行い、汚染検査を行う。集めた RI は廃棄用 RI 容器へ、紙タオル等は汚染物入
れにいれる。

　　　RI がスリッパの底に付着する場合があるので十分注意し、汚染検査を行う。
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しても 1～ 2mの距離を保てば安全は確保される。通常は耐火性鉛金庫に保管されている
ので全量が露出する可能性はきわめて少ない。ただし（可能性は少ないが）火災による爆
発などで粉塵となった場合、吸入するおそれがあるので注意する。

　（3）非密封線源（岡山キャンパス）

　　　非密封線源（放射性同位元素）が床等に散らばった場合、すぐに放射線取扱主任者に連
絡する。

　　　実験着が汚染されたと思われる場合はすぐに脱いでサーベイメータ等で汚染を確認し、
除染できない場合は汚染物・廃棄物入れに入れる。

　　　衣服に付いた RI は主任者の指示に従ってビニール手袋を装着して払い落とした後、RI
室用掃除機で吸い取り汚染検査を行う。汚染がとれない場合汚染物として廃棄する。

　　　手指等に RI が付着した場合、紙タオルに少量の水またはアルコール等をしみこませて
ぬぐい取り、石けんで洗浄した後、汚染検査を行う。それでも除染できない場合、前室に
保管されているクリーニングキットの酸化チタン等を使用して汚染検査で検出されなくな
るまで洗浄する。洗浄には前室の手洗いを用い、除染が終了するまで実験施設を出ない。

　　　床に散らばった RI は大まかな清掃をおこなった後、さらに紙タオル等でていねいにふ
き取りを行い、汚染検査を行う。集めた RI は廃棄用 RI 容器へ、紙タオル等は汚染物入
れにいれる。

　　　RI がスリッパの底に付着する場合があるので十分注意し、汚染検査を行う。
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第２節　災害・事故への対処
 2.  1　基本ルール
　　どんなに安全を心がけても災害・事故は（小さいものから大きなものまで）起きると考え
るのが危機管理の基本である。したがって起きないようにするにはどうするか、起きても被
害を最小限にするにはどうするか、起きた時にどう対処すべきかを日頃から意識しておく必
要がある。またそれらにはいくつかのルールがある。これらの基本については第 1章を参照
のこと。

 2.  2　災害・事故発生時の連絡
　　災害・事故はたとえば実験室での火災や地震による危険物の拡散などのように単に 1種類
の災害・危険物にとどまらずそれらが複合することが多いので、それぞれの安全を見極める
必要がある。その様な場合、連絡網を使って各方面に連絡する役割と現場での当座の安全の
確保と救出を行う役割を分担できるよう災害・事故発生時にはひとりで処理しようとせず、
まず第一に連絡を行う。RI 災害・事故の場合、放射線取扱主任者（内線 4291、4591）およ
び学部運営事務部（内線 1161）へ連絡する（緊急連絡系統図参照）。

 2.  3　安全の確認・救出
　　災害・事故が起きた時には被災者の救出を優先する。しかしその前に救援者の安全が確保
されているかを確認する必要がある。Ⅹ線源では電源の遮断、RI の場合、線源から受ける
被ばくを最小限にとどめ被災者の救出が可能であるかを判断しなければならない。通常 RI
について判断できない場合は放射線取扱主任者に通報することが先決である。本学の場合少
量しか保管されていないので緊急に RI の拡散のおそれがなければ、通報後主任者の指示を
待つ。

 2.  4　措置
　（1）Ｘ線装置

　　　災害・事故の際、まず電源を遮断する。実験装置の電源のスイッチがⅩ線の照射範囲に
ある場合は、さらに上部系統の電源（ブレーカー等）から遮断する。

　　　冷却水は漏れて感電の危険等があるのでなければ必ずしも止める必要はない。被ばくし
た場合は、被災者を学園の医師に診断してもらう。その際おおよその被ばく量が必要なの
で必ずⅩ線または放射線取扱主任者に連絡してその指示に従う。

　（2）　密封線源

　　　学内の密封線源で大きなものはガスクロマトグラフに装着された 63Ni（370  MBq× 2個）
である。頑丈にシールされた装置内部から露出する可能性はほとんど無い。装置が破損し
ていない限り安全である。地震などで装置が破損した場合、むやみに近づかずサーベイメー
ターで線量率を確認する。

　　　非密封線源は保管可能最大数量でも 5．3MBq を越えない。仮に全部の量が露出したと
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今治キャンパス
獣 医 学 部 棟

（　　　　　　　）

緊急シャワー配置図

獣医学部　獣  　医   　学　   科
獣医保険看護学科

学生教育研究災害傷害保険について

　教育研究活動中の不慮の災害事故時補償を受けるために、入学時に本学の学生は大学が加入

保険料を負担し、全員が「学生教育災害傷害保険」に加入しています。概要は以下の通りです。

対象となる活動範囲

１．教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合。

　　「教育研究活動中」とは次の場合です。

　①　正課中（講義、実験・実習などの授業中。卒業論文研究や学位論文研究も含む）

　②　学校行事中（入学式、オリエンテーションなど教育活動の一環としての行事）

　③　①②④以外で学校施設内にいる間

　④　大学に届け出た課外活動（クラブ活動）を行っている間

２．通学中の事故・学校施設等相互間の移動中に発生してしまった事故によって身体に傷害を

　被った場合。

３．臨床実習の目的で使用される施設内で、感染症の病原体に予期せず接触し感染予防措置を

　受けた場合（獣医学部のみ）

保険金の種類

　死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金、入院加算金が支給されます。

　障害の程度、担保範囲により金額が異なります。

問合せ先　　岡山キャンパス：学生課（Ｃ１号館６階）

　　　　　　今治キャンパス：教学・学生支援課
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岡山キャンパス

　・岡山理科大学における動物実験に関する取扱規程

　・岡山理科大学組換えDNA実験安全委員会規程

　・岡山理科大学組換えDNA実験安全管理規程

　・岡山理科大学化学物質取扱要領

　・岡山理科大学洗浄施設からの排水に関する管理要領

　・岡山理科大学水質管理委員会規程

今治キャンパス

　・岡山理科大学病原体等安全管理規程

　・岡山理科大学獣医学部病原体等安全管理細則

　・獣医学部病原体等安全管理委員会規程

　・岡山理科大学獣医学部実験動物センター規程

　・岡山理科大学獣医学部実験動物センター運営委員会規程

　・岡山理科大学獣医学部実験動物センター使用内規

　・岡山理科大学獣医学部における動物実験に関する取扱内規

　上記の規程は岡山理科大学ポータルサイトに掲載しています。

　ご参照ください。
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　・岡山理科大学における動物実験に関する取扱規程

　・岡山理科大学組換えDNA実験安全委員会規程

　・岡山理科大学組換えDNA実験安全管理規程

　・岡山理科大学化学物質取扱要領

　・岡山理科大学洗浄施設からの排水に関する管理要領

　・岡山理科大学水質管理委員会規程

今治キャンパス

　・岡山理科大学病原体等安全管理規程

　・岡山理科大学獣医学部病原体等安全管理細則

　・獣医学部病原体等安全管理委員会規程

　・岡山理科大学獣医学部実験動物センター規程

　・岡山理科大学獣医学部実験動物センター運営委員会規程

　・岡山理科大学獣医学部実験動物センター使用内規

　・岡山理科大学獣医学部における動物実験に関する取扱内規

　上記の規程は岡山理科大学ポータルサイトに掲載しています。

　ご参照ください。
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獣医学部　獣  　医   　学　   科
獣医保険看護学科

学生教育研究災害傷害保険について

　教育研究活動中の不慮の災害事故時補償を受けるために、入学時に本学の学生は大学が加入

保険料を負担し、全員が「学生教育災害傷害保険」に加入しています。概要は以下の通りです。

対象となる活動範囲

１．教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合。

　　「教育研究活動中」とは次の場合です。

　①　正課中（講義、実験・実習などの授業中。卒業論文研究や学位論文研究も含む）

　②　学校行事中（入学式、オリエンテーションなど教育活動の一環としての行事）

　③　①②④以外で学校施設内にいる間

　④　大学に届け出た課外活動（クラブ活動）を行っている間

２．通学中の事故・学校施設等相互間の移動中に発生してしまった事故によって身体に傷害を

　被った場合。

３．臨床実習の目的で使用される施設内で、感染症の病原体に予期せず接触し感染予防措置を

　受けた場合（獣医学部のみ）

保険金の種類

　死亡保険金、後遺障害保険金、医療保険金、入院加算金が支給されます。

　障害の程度、担保範囲により金額が異なります。

問合せ先　　岡山キャンパス：学生課（Ｃ１号館６階）

　　　　　　今治キャンパス：教学・学生支援課
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実 験 を 安 全 に ！
◇ Ａ１号館 学部運営事務部 086-256-8451
◇ Ｃ２号館 学部運営事務部分室 086-256-8003
◇ Ｃ８号館 学部運営事務部分室 086-256-8471
◇ 庶務部 086-256-8431
◇ 健康管理センター 086-256-8434
◇ 正

（守衛室）
門インフォメーション室 086-256-8439

◇ 学部運営事務部 　0898-52-9024
◇ 教学・学生支援部 0898-52-9019
◇ 健康管理室 0898-52-9030
◇ 守衛室 0898-52-9101

万一の時は、あなた が 落ち着いて連絡しましょう

岡山キャンパス

今治キャンパス


